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一般社団法人日本病院会長殿

医政発08 3 0第4号
平成 28年 8月 30日

厚生労働省

救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する

計画の認定を受けた医療法人の法人税法上の取扱い等について

標記について、別添のとおり各都道府県知事宛てに通知を発出いたしましたの

で、御了知願います。



<・ 

⑤ 

各 都道 府県知事 殿

医政発08 3 0第3号

平成 28年 8月 30日

厚生労働省医政局長

（公印省略）

救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する

計画の認定を受けた医療法人の法人税法上の取扱い等について

昨年9月 28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」（平成 27年法律第 74

号）により医療法（昭和 23年法律第 205号）が改正され、社会医療法人の認定を取り

消された医療法人について、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する

計画を作成し、その計画が適当である旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、社

会医療法人が実施できる収益業務を行うことができることとされ、本年3月 25日に

「宇土会医療法人の認定についてJ（平成20年医政発第 0331008号厚生労働省医政局長

通知）の一部を改正したところであるが、今般、救急医療等確保事業に係る業務の継

続的な実施に関する計画の認定を受けた医療法人の法人税法上の取扱い等について、

「宇土会医療法人の認定について」（平成20年医政発第 0331008号厚生労働省医政局長

通知）の一部を別添のとおり改正し、本年9月1日から運用することとしたので、御

了知の上、適正な運用に努められたい。



（別添）

0 『社会医療法人の認定について」（平成20年医政発第0331008号）の一部改正

改 正 後

第3 4士会医療法人の認定等に当たっての留意事項

1～4 （略）

5 社会医療法人の認定の取消し

(1) （略）

(2) 都道府県知事は、社会医療法人が法第42条の2第1項第5号の厚

生労働大臣が定める基準（以下「救急医療等確保事業基準」という。）

を満たせなくなることで、当該医療法人に係る社会医療法人の認定の

取消し手続きを突然開始し、地域医療に混乱を与えてしまうことのな

いよう、所管の社会医療法人について救急医療等確保事業基準を満た

すことができないおそれがないか適宣確認するとともに、そのような

おそれのある社会医療法人が判明した場合には、当該社会医療法人に

対して事業の改善を指示すること。

また、社会医療法人が救急医療等確保事業基準を満たすことができ

ない場合においても、当該社会医療法人に事業の継続の意思があり、

かつ都道府県知事が一定の猶予を与えれば改善が可能であると認める

場合には、当該社会医療法人に対して1年間の猶予を与えることがで

きること。都道府県知事が猶予を与えるかどうかの判断を行うに当た

っては、改善計画書など必要な資料を提出させたよで行うこと。

都道府県知事が一定の猶予を与えれば改善が可能であると認める場

合としては、

（下線の部分は改正部分）

改 正 前

第3 社会医療法人の認定等に当たっての留意事項

1～4 （略）

5 社会医療法λの認定の取消し

(1) （略）

(2) 都道府県知事は、社会医療法人が法第42条の2第1項第5号の厚

生労働大臣が定める基準（以下ム「救急医療等確保事業基準」という。）

を満たせなくなることで、当該医療法人に係る社会医療法人の認定の

取消し手続きを突然開始し、地域医療に混乱を与えてしまうことのな

いよう、所管の社会医療法人について救急医療等確保事業基準を満た

すことができないおそれがないか適宜確認するとともに、そのような

おそれのある社会医療法人が判明した場合には、当該社会医療法人に

対して事業の改善を指示すること。

また、社会医療法人が救急医療等確保事業基準を満たすことができ

ない場合においても、当該社会医療法人に事業の継続の意思があり、

かつ都道府県知事が一定の猶予を与えれば改善が可能であると認める

場合には、当該社会医療法人に対して 1年間の猶予を与えることがで

きること。都道府県知事が猶予を与えるかどうかの判断を行うに当た

っては、改善計画書など必要な資料を提出させた上で行うこと。

都道府県知事が一定の猶予を与えれば改善が可能であると認める場

合としては、



救急医療等確保事業に係る医師が一時的に確保できず、同事業に

係る実績が低くなったものの、別の医師の確保が可能であって、こ

れによって、実績が回復する見込みがある場合、

・救急医療等確保事業に係る施設が破損したため、同事業に係る実

績が低くなったものの、当該施設の修繕辱が可能であって、これに

よって、実績が回復する見込みがある場合、

へき地医療に関して、災害等によってへき地診療所が一時的に閉

鎖したものの、近いうちに再開し、これによって、実績が回復する

見込みがある場合

など多様なケースが考えられるが、必要に応じて、厚生労働省に相談

すること。

この猶予については、必要に応じて再度与えることが可能であるが、

その際には、事業の改善の実現性等について慎重に審査したよで行い、

安易に繰り返し与えることのないようにすること。

なお‘上記の確認又は猶予中に、法第42条の2第1項第5号ハに

掲げる要件を欠くに至った場合で、その至ったことが天災、人口の著

しい減少その他の当該社会医療法人の責めに帰することができないや

むを得ない事情があると都道府県知事が認める事由によるものであ

り、かつ、猶予存与えても改善の可能性が見込めないときには、当該

社会医療法人に6の救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に

関する計画の認定申請手行うよう促すこととじ、社会医療法人の認定

については‘その取消し手続きを開始することn

6 社会医療法人の認定を取り消された医療法人の救急医療等確保事業に

係る業務の継続的な実施に関する計画の認定等

(1) 社会医療法人の認定を取り消された医療法人のうち次に掲げる事

救急医療等確保事業に係る医師が一時的に確保できず、同事業に

係る実績が低くなったものの、別の医師の確保が可能であって、こ

れによって、実績が回復する見込みがある場合、

－ 救急医療等確保事業に係る施設が破損したため、同事業に係る実

績が低くなったものの、当該施設の修繕等が可能であって、これに

よって、実績が回復する見込みがある場合、

へき地医療に関して、災害等によってへき地診療所が一時的に閉

鎖したものの、近いうちに再開し、これによって、実績が回復する

見込みがある場合

など多様なケースが考えられるが、必要に応じて、厚生労働省に相談

すること。

この猶予については、必要に応じて再度与えることが可能であるカ丈

その際には、事業の改善の実現性等について慎重に審査したよで行い、

安易に繰り返し与えることのないようにすること。

6 社会医療法人の認定を取り消された医療法人の救急医療等確保事業に

係る業務の継続的な実施に関する計画の認定等

(1) 社会医療法人の認定を取り消された医療法人のうちL 次に掲げる事



項に該当するものは、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施

に関する計薗（以下『実施計画」という。）を作成し、これを都道府県

知事に提出し主、その実施計画が適当である旨の認定を受けることが

できること。

①社会医療法人の認定を取り消された事由が、法第42条のZ第1

項策5号ハに掲げる要件（救急医療等確保事業に係る業務の実績）

を欠くに至ったことであって、当該要件を欠くに至ったことが天災、

人口の著しい減少その他の当該医療法人の責めに帰することができ

ないやむを得ない事情があると都道府県知事が認める皇自i三主ゑも

のであること。

＊－天災、人口の著しい減少その他の当該医療法人の責めに掃する

ことができないやむ存得ない事情があると都道府県知事が認める

事由としては、 @IJえぱ、

三 自然災害、事件‘事故により施設が著しく破損したこと

ロ 地域の人口の著しい減少により医療従事者の確保が困難となっ

ており‘かつ、当該地域において救急医療等確保事業に係る業務

の実施主体が不足していること（ただし、地域医療機関との連携

不足等の状況、当該医療従事者の待遇が不十分である等の状況が

あれば認めない。）

ハ道路整備等交通網の変化による他の病院等への患者の著しい流

出があり、かつ、当該地域において救急医療等確保事業に係る業

務の婁鮪主体が不足していること（ただし、地域医療機関との連

携不足等の状況があれば認めない。）

ニ近隣の救急病院等の開設により当該病院等への患者の著しい涜

出があり、かっ、当該地域において救急医療等確保事業に係る業

務の実施主隼益不足して旦益三とstこだLーL 並壇医盤整園との連

項に該当するものは、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施

に関する計画（以下「実施計画Jという。）を作成し、これを都道府県

知事に提出し、その実施計画が適当である旨の認定を受けることがで

きること。

①社会医療法人の認定を取り消された事由が、法第42条のZ第1

項第5号ハに掲げる要件（救急医療等確保事業に係る業務の実績）

を欠くに至ったことであって、当該要件を欠〈に至ったことが天災、

人口の著しい減少その他の当該医療法人の責めに掃することができ

ないやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるものであるこ

と。



携不足等の状況があれば認めない。）

などが考えられるが、必要に応じて、厚生労働省に相談すること。

② （略） ② （路）

(2) 実総計画の認定を受けようとする医療法人は、次に掲げる書類を提 (2) 実施計画の認定を受けようとする医療法人は、次に掲げる書類を提

出すること。 出すること。

① （路） ① （略）

②実施計画別添8 （規員IJ第30条の36の3の様式第1の3) ②実施計画別添8 （規則第30条の36の3筆1皇の様式第1の

3) 

2堅実施計画（変更があった場含はその変更後のもの）に記載され

た救急医療等確保事業に係る業務の実施期国（以下『実施期間」

という。）中に整備室れる救急医療等確保事業に係る業務の実施に

必要な施設及び設備は、 .ijl］添1の基準に記載室れている施設及び

ー設備のラち、法人税法施行金第13条第1号から第8号までに掲

げる資産に該当するものま毘載すること。この場合において、同

全第55条第1項に規定する資本的支出に該当するものは含まれ

るが、それ以外の修繕費、賃借料等については含まれないこと、

当該救急医療等確保事業の周に供室れる見込みであるものであれ

ぱ、その一部が当該救急医療等確保事業以外の事業の用に供され

る見込みであるものであっても、対象となることに留意すること。

③ 第3の1の(1)の①の「社会医療法人の認定申請等関係書類Jのう ③第3の1の（1）の①の「社会医療法人の認定申請等関係書類』のう

ち当該医療法人が法第42条の2第1項第1号から第6号まで（第 ち当該医療法人が法第42条のZ第1項第1号から第6号まで（第

5号ハを除く。）に掲げる要件に該当するものであることを証する書 5号ハを除く。）に掲げる要件に該当することを証する書類

類

④ （略） ④ （略）



。） 都道府県知事は、実施計画が次に掲げる事項のいずれにも適合する l （＠ 都道府県知事は、実施計画が次に掲げる事項のいずれにも適合する

と認めるときは、その認定をすることができること（実施計画認定書｜ と認めるときは、その認定をすることができること（実施計画認定書

別添9）。認定に当たっては、必要に応じて、厚生労働省に桓談する｜ 別添則。認定に当たっては、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を

i主主主主ーあらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴かなければなら｜ 聴かなければならないこと。

ないこと。なお‘各事項l立実地検査により確認を行うこととし、特に、

救急医療等確保事業に保る業務の実施に必要な施設及ぴ設備の整備に

ついては、その実施する救急医療等の内容に照らして適切なものであ

ること及びその整備に係る支出の積算根拠となる資料等が適切なもの

であるこ左について確認を行うことn

①～②（略）

③実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務が主{Q実施

期間にわたり継続して行われると見込まれるものであること。

＠その実施期間が12年を超えないものであることn ただし、当該

医療法人の開設する救急医療等確保事業に係る業務審実施する病院

又は診療所の所在地を含む二次医療図におけるその救急医療等確保

事業の婁施主体が著し〈不足している場合その他特別の事情がある

と都道府県知事が認める場合は、 18年を超えないものであること。

丞工 (4）の収益業瀦I土‘社会医療法人の認'.iEJIJll自白と実施計画の認定

日左が間目でないときは‘その認定目前は仔うことができないこと

に留意すること四

※2 社会医療法人の認定を取り消きれた場合に法人税の課税対象と

なる累積所得金額（法人税法上の収益事業以外の事業による所得の

金額の累積額をいう n 7 （的及びω）において閉じ。）から、救急医療

等確保事業に係る業務の実施に必要な脆設及び設備の取得価額の見

積額の合計額を控除できる措置（7 (8）において「税制l上の措置Iと

いう。） IまL 社全医療法本金翠室車道旦主実施計画の認定固とが岡田

①～②（略）

③実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務がL当量実

施期聞にわたり継続して行われると見込まれるものであること。



でないときは‘適用できないことに留意することn

(4) （略）

(5) 実施計画の認定を受けた医療法人は、毎会計年度終了後3月以内

に、次ι盟庄盈書類を都道府県知事に提出しなければならないこと。

①（略）

② 第3の1の（1）の①の「社会医療法人の認定申請等関係書類」のう

ち当該医療法人が法第42条の2第1項第1号から第6号まで（第

5号ハを除〈。）に掲げる要件に該当する量を塾盟する書類

(6) (5）の規定にかかわらず、実施計画の認定を受けた医療法人は、次

に掲げる会計年度においては、次に定める日後3月以内に、実施状況

報告書を都道府県知事に提出しなければならないこと。

①（略）

②実施計画に記載された実施期間益終了L主i主文は社会医療法人

の認定を受けたことにより、実施計画の認定の効力を失った自の属

する会計年度当該効力を失った日

(7) 都道府県知事l土、実姉計画の認定存受けた医療法人から（5）のめの

実施計画の実姉状況報告書が提出された場合には‘当該実施計画に盟

載された救急医療等確保事業に係る業務並びに当該業務の婁脆に必要

な施設及び設備の整備の実施状況について、毎会計年度提出された書

類を審査し、併せて実地検査により確認を行うこと。当該実地検査に

より‘当該施設及び設備の整備に係る支出を確認したときは、当該医

療法人に対してその旨を置する書類｛施設及び設備の整備に係る支出

確認書別添11) を交付すること。

(4) （路）

(5) 実施計画の認定を受けた医療法人は、毎会計年度終了後3月以内｜

に、次の書類を都道府県知事に提出しなければならないこと。

①（路）

② 第3の1の（1)の①の「社会医療法人の認定申請等関係書類」のう

ち当該医療法人が法第42条の2第1項第1号から第6号まで（第

5号ハを除く。）に掲げる要件に該当する三主を証する書類

(6) 〔5）の規定にかかわらず、実施計画の認定を受けた医療法人は、次

に掲げる会計年度においては、次に定める日後3月以内に、実施状況

報告書を都道府県知事に提出しなければならないこと。

①（略）

②実施計画に記載された実施期間の終了又は社会医療法人の認定を

受けたことにより、実施計画の認定の効力を失った日の属する会計

年度当該効力を失った日



CID 実施計画の認定を受けた医療法人は、その認定に係る実施計画を変

更しようとするときは、主fQ変更しようとする事項及び変更の理由を

記載した申誇書（実施計画変更認定申請書別添ユ_g_）に全企変更後

の実施計画を添えて、都道府県知事に提出し、その認定を受けなけれ

ばならないζと。ただし、当初の実施期間からの1年以内の変質につ

いては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出ることで足りるこ

主L

(j!) 都道府県知事は、実施計画の認定を受けた医療法人が令第5条の5

の6第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要に応じ、

速やかに法第63条の規定による医療法人の事務所への立入検査又は

法第64条の規定による医療法人に対する改善命令を発出した上で、

令第5条の5の6第1項の規定により実施計画の認定を取り消し（実

施計画認定取消書別添ユil、収益業務の全部の停止を命ずること。

取消しに当たっては、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴かな

ければならないこと。

（迎） 実施計画の認定を受けた医療法人が、社会医療法人の認定を受け

た場合には、当量実施計画の認定は、主量社会医療法人の認定を受け

た日から将来に向かってその効力を失うこと。

且1l実施計画の認定を受けている医療法人が他の医療法人と合併をす

る場合には、次の事寝に留意すること。

ill合併後の医療法人が当該認定を受けた実施計画を引き続き行う場

合には‘当該医療法人は合併の認可を申請する際、その旨を明示す

るとともI三法第42条の2第1項第］号から第宣号まで（第5号

日） 実施計画の認定を受けた医療法人は、その認定に係る実施計画を変

更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載

した申請書（実施計画変更認定申請書別添ユユ）に変更後の実施計

画を添えて、都道府県知事に提出し、その認定を受けなければならな

いこと。

（⑤ 都道府県知事は、実施計画の認定を受けた医療法人が令第5条の5

のB第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要に応じ、

速やかに法第63条の規定による医療法人の事務所への立入検査又は

法第64条の規定による医療法人に対する改善命令を発出した上で、

令第5条の5の6第1項の規定により実施計画の認定を取り消し（実

施計画認定取消書別添12）、収益業務の全部の停止を命ずること。

取:L消しに当たっては、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴か

なければならないこと。

(9) 実施計画の認定を受けた医療法人が、社会医療法人の認定を受けた

場合には、実施計画の認定は、社会医療法人の認定を受けた日から将

来に向かってその効力を失うこと。



ハ牽除く。）に掲げる事項に該当するものであることを註する書類を

提出することg この場合においてs都道府県知事は【3）に準じて審

査を行うこと。

盛合併後の医療法人が当該認定牽受けた実施計画牽引き続き行わな

い場合又は全第5条の5の6第1項各号に掲げる要性のいずれかに

該当する場合には、都道府県知事は実施計画の認定を取り消すこと。

cw 実施計画の認定を受け主主ゑ医療法人（当該医療法人と合併する (1Q) 実施計画の認定を受け左医療法人は、分割することはできないこ

医療法人牽含む。）は、その認定が効力牽有する期間肉において分割す と。

ることはできないこと。

7 その他 7 その他

(1）～（5) （略） (1)～（5) （略）

(6）①イ～ホ （略） .(6）①イ～ホ （略）

へ社会医療法人の認定が取り消された場合にあっては、法人税法第 へ社会医療法人の認定が取り消された場合にあっては、法人税法第

64条の4第1項の規定により、当該社会医療法人の認定が取り消 64条の4第1項の規定により、当該社会医療法人の認定が取り消

された目前の累積所得金額又は欠損金額の累積額I立、当該社会医療 された目前の法人税法上の収益事業以外の事業による所得の金額の

法人の認定が取り消された日の属する会計年度の所得の金額の計算 墨壷麓又は欠損金額の累積額は、当該社会医療法人の認定が取り消

上、益金の額又lま損金の額に算入すること。 された日からその会計年度終了の固までの期間の所得の金額の計算

上、益金の額又は損金の額に算入すること。

ト～リ、②～③ （略） ト～1人②～③ （略）

(7) （略） (7) （路）

..R..税制上の措置を受ける場合の取扱い

社会医療法人の認定牽取りi置された日と同日に実施計画の認定牽受

けた医療法人は、その認定牽受けた日以後に救急医療等確保事業に係

る業務の継続的な実施のために支出される金額として釜実施計画に記



戴されたその業務の実施に必要な施設及び設備（以下「救急医療等確

保事業周資産lというJの取得価額の見積額の合計額に担当する金額

を、（＠のののへにおける累積所得金額から控除することができるこ

とのなお、この税制上の措置の適用に当たっては、次の事項に留意す

丞三主ι

ill税制上の措置の適用を受ける事業年度の確定申告書に、累積所得

金額から控除する金額及びその計算に関する明細等（法人税法施行

規則別表 14(8））を記鼓（各会計年度において都道府県知事に提出

した実施状況報告書（別添 10）を添付）し、かつ、実施計画の認定

通知書（別添9）及び当該認定を受けた実施計画（別添8）の写し

を添付すること。また、その適用を受ける事業年度後の各事業年度

の確定申告書に救急医療等確保事業用資産の取得未済残額等（法人

税法施行規則別表 14(8））存程重量することn

盛税制よの措置の適用を受けた場合には、実施計画に係る認定の効

カが有する期間内に取得をした救急医療等確保事業用資産の税制上

の取得価額は、累積所得金額から控除された金額を上限として順次

減額されることとなり‘耕務と会計で救急医療等確保事業用資産の

帳簿価額及び減価償却費として計上される金額等については異なる

こととなるため‘適切に管理すること。

金税制上の措置の適用客受けた医療法人は、原則として、その適用

安受けた事業年度開始の日から＠の恩得価額が減額された救急医療

等確保事業用資産の全てについて謹渡又は除却をしたこと‘償却済

となったこと等の事実が生じた目までの期間肉の日を含む各事業年

度等については、社会保険診療報酬の所得の計算の特例（租税特別

措置法第67条、第68条・0)99）の適用客受けることはできない

こと。



（岨薗）NFtF総長（醤）

円F鮒詞

NFtF縫－R



（下線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

｜別添 11I （新設）

平成00年00月00日

医療法人00会

理事長 0 0 0 0 殿

0 0県 知 事

救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な

施設及び設備の獲備に係る支出権認書について

貴法人において、救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備

のため、次のとおり支出したことを、貴法人から提出された実施状況報告書及び関係書
可E

類等並びに貴法人への実地検査により確認したので、証明します。

記

施設及び設備の
支出の相手先 支出金額 支出年月日

整備の内容

1 

2 

3 

注）必要に応じて行を追加又は削除すること。



[fil亙亘

都道府県知事殿

平 成 年 月 日

主たる事務所の所在地

医療法人 会

理事長 印

目E亙E

都道府県知事殿

平成年月日

主たる事務所の所在地

医療法人 会

理事長

救急医療等確線事業に係る業務の ｜ 救急医療等確保事業に係る業務の
継続的な実施に関する計画の変更認定申請書 ｜ 継続的な実施に関する計画の変更認定申請書

印

医療法施行令（昭和23年政令第326号）第5条の5の4第1項及び同法施行規則｜ 医療法施行令（昭和23年政令第326号）第5条の5の4第1項及び同法施行規則

（昭和23年厚生省令第50号）第30条の36のB第1項に規定する実施計画の変更｜ （昭和2・3年厚生省令第50号）第30条の36の8第1項に規定する実施計画の変更

の認定について、変更後の実施計画を添えて申請します。 ｜の認定について、変更後の実施計画を添えて申請します。

記 l 記

1.変更の理由 I i.変更の理由

2. 変更しようとする事項 I 2.変更しようとする事項



~ I~ 

平成00年00月00日｜ 平成00年00月00日

医療法人00会 ｜医療法人00会

理事長 0 0 0 0 毅 一 ｜理事長 0 0 0 0 殿

0 0 県知事 I o O 県知事

救急医療等確保事業に係る業務の ｜ 救急医療等確保事業に係る業務の

継続的な実施に関する計画の認定の取消しについて ｜ 継続的な実施に関する計画の認定の取消しについて

貴法人については、下記のとおり医療法施行令（昭和23年政令第326号）第5条｜ 貴法人については、下記のとおり医療法施行令（昭和23年政令第326号）第5条

の5の6第1項第O号に該当することが認められたため、同規定により、医療法（昭和｜の5の6第1項第O号に該当することが認められたため、同規定により、医療法（昭和

23年法律第205号）第42条の3第1項の規定に係る認定を取り消します。 I 2 a年法律第205号）第42条の3第1項の規定に係る認定を取り消します。

記 記

（取り消した理由） （取り消した理由）

注．定款又は寄附行為に規定された収益業務の削除等について、定款又は寄附行為の変｜注．定；款又は寄附行為に規定された収益業務の削除等について、定款又は寄附行為の変

更認可申請を早急に行うこと。 ｜ 更認可申請を早急に行うこと。



• 

各都道府県知 事 殿

［ 改 正 後 全 文 】

医政発第0331008号

平成 20年 3月 31日

最終改正医政発 08 3 0第 3号

平成 28年 B月 30日

厚生労働省医政局長

社会医療法人の認定について

本年3月26日付けで公布された医療法施行規則の一部を改正する省令（平成20

年厚生労働省令第50号）により、医療法（昭和23年法律第205号。以下『法」

という。）：第42条の2第1項第6号において厚生労働省令で定めることとされた社会

医療法人の公的な運営に関する要件に関する規定を整備し、本年4月1日から施行す

ることとしたところである。

また、法第42条の2第1項第5号に規定する厚生労働大臣が定める基準（平成

20年厚生労働時富告示第119号。以下「告示Jという。）を、本年3月26日に告示

し、本年4月1日から適用することとしたところである。

これらの社会医療法人制度の創設に係る措置の内容及びこれらに関連して都道府県

において扱うこととなる事務の処理については下記のとおりであるので、御了知の上、

適正なる実施を期するとともに、貴管下の医療法人の指導監督により一層の御配慮を

願いたい。

記

第1 社会医療法人制度の趣旨

高齢化の進貯や医療技術の進歩、国民の意識の変化など、医療を取り巻く環境が大

きく変わる中で、国民の医療に対する安心、信頼を確保し、質の高い医療サービスが

適切に提供される医療提供体制の確立が求められている。

このため、先般の医療法改正においては、地域医療の重要な担い手である医療法人

について、非営利性の徹底等の観点から各般の見宜しを行うとともに、救急医療やへ

き地医療、周産期医療など特に地域で必要な医療の提供を担う医療法人を新たに社会

医療法人として位置づけることにより、良質かっ適切な医療を効率的に提供する体制

の確保を図るものである。

第2 社会医療法人の認定要件

社会医療法人の認定に当t~ ~＇ 次に掲げる法第42条の2第1項第l号から第7号
までの要件に適合するか否かについて審査を行うものとすること．

1 役員の親族等について（法第42条の2第1項第1号関係）

各役員及び次に掲げる親族等の数が、役員の総数の3分のlを超えて含まれる

ことがなドこと。

①各役員の配偶者及び三親等以内の親族

②各役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

＠各役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産

によって生計を維持しているもの

＠②又は③に掲げる者の親族でこれらの者と生計をーにしているもの

2 社団たる医療法人の社員の親族等について（法第42条の2第1項第Z号関係）

各社員及び次に掲げる親族等の数が、社員の総数の3分の1を超えて含まれる

ことがないこと．

①各社員の配偶者及び三親等以内の親族

②各社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様何事情にある者

③各社員の使用人及び使用人以外の者で当該社員から受ける金銭その他の財産

によって生計を維持しているもの

＠②又は③に掲げる者の親族でこれらの者と生計をーにしているもの

3 財団たる医療法人の評議員の親族等について（法第42条のZ第1項第3号関係）

各評議員及び次に掲げる親族等の数が、評議員の総数の3分のlを超えて含ま

れることがないこと。

①各評議員の配偶者及び三親等以内の親族

②各評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③各評議員の使用人及び使用人以外の者で当該評議員から受ける金銭その他の

財産によって生計を維持しているもの

＠②又は③に掲げる者の親族でこれらの者と生計をーにしているもの

4 救急医療等確保事業に係る業務の実施について（法第42条の2第1項第4号関

係）

（！）当該医療法人が開設する病院又は診療所（当該医療法人が地方自治法｛昭和

22年法律第67号）第244条のZ第3項に規定する指定管理者として管理す



' 

る公の施設である病院又は診療所を含む。以下閉じ。）のうち、 1以上（2以上の

都道府県の区域において病院又は診療所を開設する医療法人にあっては、それぞ

れの都道府県で1以上（（主）に掲げる場合を除く．））のものが、当該医療法人が

開設する病院文は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載された法

第30条の4第2項第5号イからホまでに掲げるいずれかの事業｛以下「救急医

療等確保事業Jという。）に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県に

おいて行っているとと。

(2) 2以上の都道府県において病院又は診療所在開設する医療法人のうち、 1の都

道府県においてのみ病院を開設し、かっ、当該病院の所在地の都道府県の医療計

画において定める法第30条の4第Z項第12号に規定する区域（以下『二次医

療圏」という．）に隣接した当該都道府県以外の都道府県の医療計画において定め

る二次医療圏において診療所を開設する医療法人であって、当該病院及び当該診

療所における医療の提供が一体的に行われているものとして次に掲げる基準に適

令するものは、当該診療所の所在地の都道府県においては救急医療等確保事業の

要件を満たすことを要しないとと．

① 当該病院及び当該診療所の所在地のそれぞれの都道府県の医療計画において、

当該病院及び当該診療所の所在地を含む地域における医療提供体制に関する事

項を定めていること。

② 当該医療法λの開設する全ての病院、診療所及び介護老人保健施設が、当該

病院の所在地を含む二次医療圏及び当該二次医療圏に隣接した市町村（当該病

院の所在地の都道府県以外の都道府県の市町村であり、特別区を含む。以下『隣

接市町村」という。）に所在するとと。

③ 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所及び介護老人保健施設が相互に

近接していること。

※ 「近接」とは、概ね1Okm圏内に所在し、自動車で移動する場合、概ね3

日分以内で到達が可能であるもの．

＠ 当該病院が、その施設、設備、病床数その他の医療を提供する体制に照らし

て、当該診療所（隣接市町村に所在するものに限る。）における医療の提供につ

いて基幹的な役割を担っていること。

※ 「基幹的な役割を担う」とは、当該病院の病床数が当該診療所の病床数に

出して10倍以上であり、かっ、患者がその状態に応じて、当該病院文は当

該診療所の受診を容易に選択できる地理的環境にあるもの。

(3）当該医療法人が1の都道府県の区域において2以上の病院文は診療所を開設す

る場合にあっては、救急医療等確保事業に係る業務を行う病院文は診療所の円滑、

な運営のため、他の病院文は診療所は、当該業務を行う病院又は診療所との連携

及び協力体制の確保を図り、地域医療において社会医療法人に求められる役割を

積極的に果たすことが見込まれること。

5 救急医療等確保事業に係る業務の基準について（法第42条の2第1項第5号関

係）

（！）当該医療法人が実施する4の業務について、次に掲げる事項ごとに告示に掲げ

る基準に適合していること。当該基準については、別添1を参照されたいこと。

① 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備

②当該業務を行うための体制

③ 当該業務の実績

(2）医療計画に救急医療等の確保に関する事業に係る医療連携体制を構成するもの

として社会医療法人が開設する病院文は診療所在記載するに当たっては、都道府

県医療審議会等においτ、当該病院又は診療所が所在する地域における当該事業

に係る医療連携体制の確立を図る観点から、十分な審議を行うこと固また、当核

病院又は診療所が当該事業に係る医療連携体制を構成するものでなくなったと認

めるときは、速やかに、医療計画における記載の削除、社会医療法人の認定の取

消し等を含め、所要の手続を行うこと．

(3）災害時における医療の確保に必要な事業に係る業務を行うことにより社会医療

法人の認定を受けている法人から都道府県が実施する防災訓練に参加希望があっ

た場合は、可能な限り参加させるよう配慮すること。

6 公的な運営に関する要件について（法第42条の2第1項第6号関係）

（！）医療法人の運営について（医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号。以

下「規則」という。）第30条の35のS第1項第1号関係）

①理事の定数は6人以上とし、監事の定数は2入以上とすること．

②財団である医療法人の評議員は、理事会において推薦した者につき、理事長

が委嘱すること。

③他の同ーの団体（公益社団法人又は公益財団法人文は医師会、医会及び学会

等の医学若しくは医術文は公衆衛生に関する学術団体であって法人格を有する

もの（医師以外をその構成員とするものを除く。）（以下「公益法人等』という．）

を除く。）の次に掲げる者である理事の合計数が理事の総数の3分のlを超えな

いものであること。監事についても同様であること。

イ 当該他の同ーの団体の理事又は使用人である者

ロ 当該他の同ーの団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理

人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人）文は業務を執行す



る社員である者

＠その理事、監事及び評議員（以下「理事等jという。）に対する報酬等（報酬、

賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。

以下同じ。）について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療

法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないよう

な支給の基準を定めているものであること。

なお、理事等に対する報酬等の支給の基準においては、理事等の勤務形態に

応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する

事項を定めるものとすること．

また、理事等に対する報酬等の支給の基準は、法第51条の2第2項の規定

に基づき備置き及び閲覧等の措置が講じられているものでなければならないこ

と．

＠ その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の当該

医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。

なお、当該医療法人の関係者とは、次に掲げる者とする．

イ 当該医療法λの理事、監事又は使用人

ロ 当該医療法人が社団である場合にあっては、その社員

ハ当該医療法人が財団である場合にあっては、その設立者又は評議員

ニイからハまでに掲げる者の配偶者及び三親等以内の親族

ホイからハまでに掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者

へイから円までに掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持

しているもの

ト ホ又はへに掲げる者の親族でこれらの者と生計をーにしているもの

⑥その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個々

大若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を

与える行為を行わないものであること．ただし、公益法人等に対L、当該公益

法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を

行う場合は、この限りでない．

なお、特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者とは、次に掲げる者と

する．

イ 株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与

える活動（公益法人等に対して当骸公益法人等が行う公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律第Z条第4号に規定する公益目的事業文は医

学若しくは医術文は公衆衛生に関する事業のために寄附その他の特別の利益

を与えるものを除く。）を行う個人文は団体

ロ 特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡、貸付け若しくは役務

の提供を受ける者又は特定の者の行う会員等相互の支援、交流、連絡その他

その対象が会員等である活動に参加する者に共通する利益を図る活動を行う

ことを主たる目的とする団体

①毎会計年度（医療法上の会計年度をいう。以下同じ．）の来日における遊休財

産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業（法第42条の

規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第42条の2第1項

の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。）に係る費用の

額（損益計算書（医療法人における事業報告書等の様式について（平成19年

医政指発第0330003号。以下「事業報告書等通知Jという。）の1の（4)

に規定する損益計算書をいう。第2の6の（2）の①及び③において同じ。）の本

来業務事業損益に係る事業費用の額をいう．）を超えてはならないこと。

なお、遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、

かっ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直

近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する資産の総額から次のイからへま

でに掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合

計額を控除した額に、純資産の額（貸借対照表（事業報告書等通知の1の（3）に

規定する貸借対照表をいう。以下間以）上の資産の額から負債の額を控除して

得た額をいう．）の資産の総額に対する割合（貸借対照表の純資産の部の合計額

の資産の部の合計額に占める割合をいう。ただし、評価・換算差額等を計上す

る場合にあっては、当該評価・換算差額等の額を純資産の部の合計額及び資産

の部の合計額からそれぞtは空除するものとする。）を乗じて得た額とする。

また、当該医療法人の経理は、その法人が行う業務の種類及び規模に応じて、

その内容を適正に表示するに必要な帳簿書類を備えて、収入及び支出並びに資

産及び負債の明細が適正に記帳されていること。

さらに、保有する資産の明細表は、法第51条の2第Z項の規定に基づき傭

置き及び閲覧等の措置が講じられているものでなければならないこと。

イ 当該医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務の用に

供する財産

ロ 法第42条各号に規定する業務の用に供する財産

ハ法第42条の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める収益業務（以下『収

益業務」という．）の周に供する財産

ニ イからハまでに掲げる業務を行うために保有する財産（現に使用されてい

ないが、イからハまでに掲げる業務のために使用されることが見込まれる財

産とし、業務の用に供するまでに発生する請負前渡金及び建設用材料部品の

買入代金等を含む。）



ホイからハまでに掲げる業務を行うための財産の取得又は改良に充てるため

に保有する資金（減価償却費に対応する資産の取得又は改良に充てるための

資金に限るものとし、減価償却累計額を上限とする。）

へ将来の特定の事業（定款又は寄附行為に定められた事業に限るJの実施の

ために特別に支出（引当金に係る支出及びホの資金を除く。）する費用に係る

支出に充てるために保有する資金（以下『特定事業準備資金」という。）

＠他の団体の意思決定に関与することができる次に掲げる財産を保有していな

いものであるこじただし、当骸財産の保有によって株主総会その他の団体の

財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有して

いない場合は、この限りでな~＇.

イ株式

ロ 特別の法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利

ハ合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権

＝ 民法第667条第1項に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に

関する法律（平成10年法律第90号）第3条第1項に規定する投資事業有

限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律（平成17年法律第

40号）第3条第1項に規定する有限責任事料E合契約に基づく権利

ホ信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利

へ外国の法令に基づく財産であって、イからホまでに掲げる財産に類するも

の

＠宜近の3会計年度（但し、新たに社会医療法人の認定を受けようとする場合

にあっては、宜近の3会計年度に加え、認定日の属する会計年度について認定

日の前日までを含む。）において、法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の

全部若しくは一部を隠ベいし、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実

その他公益に反する事実がないこと。

なお、法令に違反する事実とは；例えば、医療に関する法令の場合には次に

掲げるいずれかの事実がある場合をいうものとする．

イ 医療に関する法律に基づき医療法人文はその理事長が罰金刑以上の刑事処

分を受けた場合

ロ 医療法人の開設する医療機関に対する医療監視の結果、重大な不適合事項

があり、都道府県知事から改善勧告が行われたが是正されない場合

ハ法第30条の11の規定に基づく都道府県知事の勧告に反する病院の開設、

増床又は病床種別の変更が行われた場合

ニ 医療法人の業務若しくは会許が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、

定款若しくは寄附行為に違反し、文はその運営が著しく適正を欠くと認めら

れた場合であって、法第64条第1項の必要な措置をとるベき旨の命令若し

くは同条第2項の業務の全部若しくは一部の停止の命令又は役員の解任の勧

告が発せられた場合

ホ その他イから＝までに相当する医療関係法令についての重大な違反事実が

あった場合

(2）医療法人の事業について（規則第30条の35の3第1項第2号関係）

①社会保険診療（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第26条第2項

に規定する社会保険診療をいう．以下問じJに係る収入金額（労働者災害補償

保険法（昭和22年法律第50号）に係る患者の診療報酬（当該診療報酬が社

会保険診療報酬と同ーの基準によっている場合文は当該診療報酬が少額（全収

入金額のおおむね10 0分の10以下の場合をいう。）の場合に限る。）を含む。）、

健康増進法（平成14年法律第10 3号）第6条各号に掲げる健康増進事業実

施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業（健康診査に係るものに限る．

以下同じ。）に係る収入金額（当該収入金額が社会保険診療報酬と同ーの基準に

より計算されている場合に限る。）及び助産〈社会保険診療及び健康増進事業に

係るものを除く。）に係る収入金額（1の分娩に係る助産に係る収入金額が50

万円を超えるときは、 50万円を限度とするJの合計額が、全収入金額｛損益

計算書の本来業務事業損益、附帯業務事業損益及び収益業務事業損益に係る事

業収益の合計額をいう。）の100分の80を超えること。（この場合において、

規則第30条の35の3第1項第2号イの判定に当たっては、介護保険法（平

成9年法律第12 3号）の規定に基づく保険給付に係る収入金額の一部等志社

会保険診療に係る収入に含まれることに留意すること。）

なお、健康増進事業に係る収入金額は、次に掲げる健康診査等に係る収入金

額の合計額とする。

イ 健康保険法（大正11年法律第70号）第15 0条第1項の規定により保

険者が行う健康診査

ロ 船員保険法（昭和14年法律第73号）第・11 1条第1項の規定により全

国健康保険協会が行う健康診査

ハ国民健康保険法（昭和33年法縛第19 2号）第82条の規定により保険

者が行う健康診査

ニ国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）第s・s条の規定によ

り国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う健康診査

ホ地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）第112条の規定

により地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う健康診

査
へ私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）第26条の規定によ

り日本私立学校振興・共済事業団が行う健康診査

ト 学校保健安全法（昭和33年法律第56号）第5条の規定により学校にお



いて実施される健康診断又は同法第11条の規定により市町村の教育委員会

が行う健康診断

チ母子保健法｛昭和40年法律第141号）第12条又は第13条の規定に

より市町村が行う健康診査

リ 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第66条の規定により事業者

が行う健康診断若しくは労働者が受ける健康診断又は同法第66条の2の規

定により労働者が自ら受ける健康診断

ヌ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第2O；条文

は第26条の規定により保険者が行う特定健康診査及び第12 5条の規定に

より後期高齢者医療広域連合が行う健康診査

② 自費患者（社会保険診療に係る息者又は労働者災害補償保険法に係る患者以

外の患者をいう。以下同じ．）に対し請求する金額が、社会保検診療報酬と同ー

の基準により計算されること。

なお、社会保険診療報酬と同ーの基準とは、次に掲げるもののほか、その法

人の診療報酬の額が診療報酬の算定方法に関する厚生労働省告示の別表に掲げ

る療養について、同告示及び健康保険法の施行に関する諸通達の定めるところ

により算定した額程度以下であることの定めがされており、かつ、報酬の徴収

が現にその定めに従ってされているものであること。

イ 公害健康被害者に係る診療報酬及び予防接種に主り健康被害者に係る診療

報酬にあっては、法令等に基づいて規定される額

ロ 分娩料等健康保険法の規定に類似のものが定められていないものにあって

は、地域における標準的な料金として診療報酬焼程に定められた額を超えな

い額

③ 医療診療（社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に

係る診療をいう。）により収入する金額（損益軒算書の本来業務事業損益に係る

事業収益の額をいう。）が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用（投

薬費を含む。）等患者のために直接必要な経費の額（損益計算書の本来業務事業

損益に係る事業費用の額をいう。） IU 00分の15 0を乗じて得た額の範囲内

であること。

7 解散時の残余財産の帰属先について（法第42条のZ第1項第7号関係）

定款又は寄附行為において解散時の残余財産を園、地方公共団体文は他の社会

医療法人に帰属させる旨を定めていること。

8 その他

すべての理事をもって組織する理事会を置き、その運営について、次に掲げる

事項が定款文は寄附行為において定められ、適正に行われていること。

①理事会は、理事長が招集し、その議長となる。

②理事会を構成する理事の3分の1以上から連名をもって理事会の目的たる事

項を示して請求があったときは、理事：長は理事会を招集しなければならない．

③理事会は、議決事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事総数の

過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

＠次に掲げる事項は、理事会において議決事項について特別の利害関係を有す

る理事を除く理事総数の3分の2以上の多数による議決を必要とし、その他の

事項については議決事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事総数

の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

イ 定款文は寄附行為の変更

ロ 基本財産の設定及び処分（担保提供を含む。）

ハ毎事業年度の事業計画の決定及び変更

ニ財産の取得又は改良に充てるための資金の保有額の決定及び取崩し

ホ将来の特定の事業の計画及び変更並びに特定事業準備資金の保有額の決定

及び取崩し

へ収支予算及ぴ決算の決定

ト剰余金文は損失金の処理

チ借入金額の最高限度額の決定

⑤理事は、理事会において1個の議決権及び選挙権を有する。ただし、理事会

の議決事項につき特別の利害関係を有する者は、当該事項につきその議決権を

行使できない。

第3 社会医療法人の認定等に当たっての留意事項

1 社会医療法人の認定申請に関する事項

(1）社会医療法人の認定を受けようとする医療法人が提出しなければならない書類

を次のとおり定めることとしたこと。

①社会医療法人の認定申請等関係書類

②社会医療法人の定歌例

③ 社会医療法人の寄附骨子為例

別添2

別添3

E踊1'4

（幻社会医療法人の認定に係る書類を次のとおり定めることとしたこと。

①社会医療法人認定書 別添5

②社会医療法人認定取消書 別添日

(3）新たに社会医療法人の認定を受けようとする場合にあっては、法第54条の9

第3項の規定に基づき定款又は寄附行為の変更が必要であること。



2 都道府県医療審議会に関する事項

都道府県知事は、社会医療法人の認定に当たっては、法第42条のZ第2項の

規定により、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴かなければならないこと。

この場合、『医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会についてJ（昭和61年

健政発第4・10号）百第二の趣旨を踏まえ、必要に応じて部会等を設置すること

により、地域医療、法律、会計等に関する有識者の参画を求めることが望ましい

こと。

3 社会医療法人の名称の登記

（！）医療法人00会から社会医療法人00会への名称の変更については、登記事項

の変更の壁記（組合等登記帝（昭和39年政令第29号）第3条参照）が必要で

あり、社会医療法人の認定後2週間以内に主たる事務所の所在地において、 3週

間以内に従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならないこと。

(2) （！）により名称の変更について変更の登記をしたときは、登記事項及び登記の年

月日を、遅滞なく、都道府県知事に届け出るものとするとと（医療法施行令（昭

和23年政令第32 6号。以下『令Jという。）第5条の 12参照）。

(3）社会医療法人でない医療法人は、その名称中に、「社会医療法人Jという文字を

用いてはならないこと。

なお、都道府県知事は、社会医療法人でない医療法人が『社会医療法人」とい

う文字を用いていると認めるときは、当該医療法人に対し、法第64条第1項の

規定に基づく改善命令を行うこと。

4 社会医療法人の事業報告書等の作成等

（！）社会医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、次に掲げる書類を作成しなけ

ればならないこと。

①事業報告書

②財産目録

③貸借対照表

＠損益計算書

⑤ 法 第42条の2第1項第1号から第6号までの要件に該当する旨を説明する

書類

⑥法第54条の2第1項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人につい

ては、①から⑤までに掲げる書類に加え、次に掲げる書類

イ純資産変動計算書

ロ キャッシュ・フロー計算書

ハ附属明細表

(2）社会医療法人は、次I~掲げる書類を各事務所に備えて置き、請求があった場合

には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならないこと。

① （！）の①から＠までに掲げる書類

②法第46条の8第3号の監事の監査報告書

③定款又は寄附行為

＠法第54条の2第1項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人につい

ては、①から＠までに掲げる書類に加え、公認会計士又は監査法人の監査報告

書

ω社会医療法人は、毎会計年度終了後3月一以内に、次の書類を都道府県知事に届

け出なければならないこと。

① （！）の①から⑥までに掲げる書類

②法第46条の8第3号の監事の監査報告書

③法第54条の2第1項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人につい

ては、①から③までに掲げる書類に加え、公認会計士又は監査法人の監査報告

書

(4）都道府県知事は、次の書類（直近の3会計年度に係る書類に限る。）について請

求があった場合には、これを閲覧に供しなければならないこと。

① (3）の①から＠までに掲げる書類（ただし、（！）の⑤については、法第42条

の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類並びに理事等に対する報

酬等の支給の基準及び保有する資産の明細表に限る。）

②定款文は寄附行為

(5）都道府県は、毎年、社会医療法人の事業及び運営並びに救急医療等確保事業の

実施状況について、届け出られた書類を審査すること。この場合、実地検査等を

行うことにより要件の適合在確認すること。

5 社会医療法人の認定の取消し

（！）都道府県知事は、社会医療法人が法第64条の2第1項各号のいずれかに該当

すると認めるときは、必要に応じ、速やかに法第63条の規定による社会医療法

人の事務所への立入検査又は法第64条の規定による社会医療法人に対する改善

命令を発出した上で、法第64条のZ第1項の規定により、社会医療法人の認定

を取り消し、期間を定めて附帯業務のうち第一種社会福祉事業（ケアハウスを除

く。）及び収益業務の全部の停止を命ずること。

(2）都道府県知事は、社会医療法人が法第42条の2第1項第5号の厚生労働大匡



が定める基準（以下「救急医療等確保事業基準Jという。）を満たせなくなること

で、当該医療法人に係る社会医療法人の認定の取消し手続きを突然開始し、地域

医療に混乱を与えてしまうことのないよう、所管の社会医療法人について救急医

療等確保事業基準を満たすことができないおそれがないか適宜確認するとともに、

そのようなおそれのある社会医療法人が判明した場合には、当該社会医療法人に

対して事業の改善を指示すること。

また、社会医療法人が救急医療等確保事業基準を満たすことができない場合に

おいても、当該社会医療法人に事業の継続の意思があり、かっ都道府県知事が一

定の猶予を与えれば改善が可能であると認める場合には、当該社会医療法人に対

して1年聞の猶予を与えることができること。都道府県知事が猶予を与えるかど

うかの判断を行うに当たっては、改善計画書など必要な資料を提出させた上で行

うこと。

都道府県知事が定の猶予を与えれば改善が可能であると認める場合としては、

救急医療等確保事業に係る医師が一時的に確保できず、同事業に係る実績が

低くなったものの、別の医師の確保が可能であって、これによって、実績が回

復する見込みがある場合、

救急医療等確保事業に係る施設が破損したため、同事業に係る実績が低くな

ったものの、当該施設の修繕等が可能であって、これによって、実績が回復す

る見込みがある場合、

へき地医療に関して、災害等によってへき地診療所が一時的に閉鎖したもの

の、近いうちに再開し、これによって、実績が回復する見込みがある場合

など多様なケースが考えられるが、必要に応じて、厚生労働省に相談すること。

この猶予については、必要に応じて再度与えることが可能であるが、その際に

i士、事業の改善の実現性等について慎重に審査した上で行い、安易に繰り返し与

えることのないようにすること。

なお、上記の確認又は猶予中に、法第42条の2第1項第5号ハに掲げる要件

を欠くに至った場合で、その至ったことが天災、人口の著しい減少その他の当該

社会医療法人の責めに帰することができないやむを得ない事情があると都道府県

知事が認める事由によるものであり、かつ、猶予を与えても改善の可能性が見込

めないときには、当該社会医療法人に自の教急医療等確保事業に係る業務の継続

的な実施に関する許画の認定申請を行うよう促すこととし、社会医療法人の認定

については、その取消し手続きを開始するとと。

(3）都道府県知事は、社会医療法人の認定を取り消すに当たっては、法第64条の

2第2項の規定により、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴かなければな

らないこと。

(4）社会医療法人の認定が取り消された場合にあっては、当該医療法人は名称の変

更等について法第54条の9第3項の規定に基づき定款又は寄附行為の変更が必

要であること。

(5）社会医療法人00会から医療法人00会への名称の変更については、登記事項

の変更の登記が必要であり、社会医療法人の認定が取り消された日後2週間以内

民主たる事務所の所在地において、 3週間以内に従たる事務所の所在地において、

変更の主主記をしなければならないこと。

(6) (5）により名称の変更について変更の登記をしたときは、登記事項及び登記の年

月日を、遅滞なく、都道府県知事に届け出るものとすること。

6社会医療法人の認定を取り消された医療法人の救急医療等確保事業に係る業務

の継続的な実施に関する計画の認定等

(1）社会医療法人の認定を取り消された医療法人のうち次に掲げる事項に該当する

ものは、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画（以下『実

施計画」という。）を作成し、これを都道府県知事に提出して、その実施計画が適

当である旨の認定を受けることができること．

①社会医療法人の認定を取り消された事由が、法第42条の2第1項第5号ハ

に掲げる要件（救急医療等確保事業に係る業務の実績）を欠くに至ったことで

あって、当該要件を欠くに至ったことが天災、人口の著しい語妙その他の当該

医療法人の責めに帰することができないやむを得ない事情があると都道府県知

事が認める事由によるものであること。

※ 天災、人口の著しい減少その他の当該医療法人の責めに帰することができ

ないやむを得ない事情があると都道府県知事が認める事由としては、例えば、

イ 自然災害、事件、事故により施設が著しく破損したこと

ロ 地域の人口の著しい減少により医療従事者の確保が困難となっており、か

っ、当該地域において救急医療等確保事業に係る業務の実施主体が不足して

いること｛ただし、地域医療機関との連携不足等の状況、当該医療従事者の

待遇が不十分である等の状況があれば認めない。）

ハ道路整備等交通網の変化による他の病院等への患者の著しい流出があり、

かっ、当該地域において救急医療等確保事業に係る業務の実施主体が不足し

ていること（ただし、地域医療機関との連携不足等の状況があれば認めなU九）

ニ近隣の救急病院等の開設により当該病院等への患者の著しい流出があり、

かっ、当該地域において救急医療等確保事業に係る業務の実施主体が不足し

ていること（ただし、地域医療機関との連携不足等の状況があれば認めない。）

などが考えられるが、必要に応じて、厚生労働省に相談すること。

＠法第42条町2第1項各号（第5号ハを除く。）に掲げる要件に該当するもの

であること。



(2）実施計画の認定を受けようとする医療法人は、次に掲げる書類を提出すること。

①認定申請書別添7

②実施計画別添8 （規則第30条の36の3の様式第1の3)

※ 実施計画（変更があった場合はその変更後のもの）に記載された救急医療

等確保事業に係る業務の実施期間（以下「実施期間』という。）唱に整備され

る救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備は、別添1の

基準に記載されている施設及び設備のうち、法人税法施行令第13条第1号

から第B号までに掲げる資産に該当するものを記載すること。との場合にお

いて、同令第55条第1項に規定する資本的支出1；：核当するものは含まれる

が、それ以外の修繕費、賃借料等については含まれないこと、当該救急医療

等確保事業の用に供される見込みであるものであれば、その一部が当該救急

医療等確保事業以外の事業の用に供される見込みであるものであっても、対

象となることに留意すること。

③第Bの1の（1）の①の『社会医療法人の認定申請等関係書類Jのうち当該医療

法人が法第42条の2第1項第1号から第6号まで（第5号ハを除く。） 1；：掲げ

る要件に該当するものであることを証する書類

＠ 当該医療法人の定款又は寄附行為の写し

(3）都道府県知事は、実施許画が次に掲げる事項のいずれにも適合すると認めると

きは、その認定をすることができること（実施計画認定書別添9）.認定に当た

っては、必要に応巴て、厚生労働省に相談することとし、あらかじめ都道府県医

療審議会の意見を聴かなければならないこと。なお、各事項I主実地検査により確

認を行うこととし、特に、救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及

び設備の整備については、その実揖Iする救急医療等の内容に照らして適切なもの

であること及びその整備に係る支出の積算根拠となる資料等が適切なものである

ととについて確認を行うこと。

① 当該医療法人が、法第42条の2第1項各号（第5号ハを除く．）に掲げる要

件に該当すること。

②実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及

ぴ設備の整備がその実施期間において確実に行われると見込まれるものである

こと。

＠実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務がその実施期間にわた

り継続して行われると見込まれるものであること。

④その実施期聞が12年を超えないものであること。ただし、当該医療法人の

開設する救急医療等確保事業に係る業務を実施する病院又は診療所の所在地を

含む二次医療圏におけるその救急医療等確保事業の実施主体が著しく不足して

いる場合その他特別の事情があると都道府県知事が認める場合は、 18年を超

えないものであること。

※1 (4）の収益業務は、社会医療法人の認定取消日と実施計画の認定日とが同日

でないときは、その認定目前は行うことができないことに留意すること。

※2 社会医療法人の認定を取り消された場合に法人税の課税対象となる累積所

得金額（法人税法上回収益事業以外の事業による所得白金額の累積額をいう。

7 (6）及び（8）において同じ。）から、救急医療等確保事業に係る業務の実施に必

要な施設及び設備の取得価額の見積額の合計額を控除できる措置（ 7 (8）におい

て「税制上の措置」という。）は、社会医療法人の認定取消日と実施計画の認定

日とが同日でないときは、適用できないことに留意すること。

(4）実施計画の認定を受けた医療法人は、法第42条の2第1項及び第3項の規定

の例により収益業務を行うことができること。

(5）実施計画の認定を受けた医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げ

る書類を都道府県知事に提出しなければならないこと。

①実施計画の実施状況報告書別添10 （規則第30条の36の9第1項の様

式第1の4)

②第3の1の（1）の①の「社会医療法人の認定申請等関係書類』のうち当該医療

法人が法第42条の2第1項第1号から第6号まで（第5号ハを除く。）に掲げ

る要件に該当する旨を説明する書類

（的（5）の規定にかかわらず、実施計画の認定を受けた医療法人は、次に掲げる会計

年度においては、次I；：定める日後3月以内に、実施状況報告書を都道府県知事1;:

提出しなければならないこじ

①実施計画の認定が取り消された日の属する会計年度当該取り消された日

②実施計画に記載された実施期間が終了したこと又は社会医療法人の認定を受

けたことにより、実施計画の認定の効力を失った日の属する会計年度 当該効

力を失った日

σ）都道府県知事は、実施計画の認定を受けた医療法人から（5）の①の実施計画の実

施状況報告書が提出された場合には、当核実施計画に記載された救急医療等確保

事業に係る業務並びに当該業務の実施に必要な施設及び設備の整備の実施状況に

ついて、毎会計年度提出された書類を審査し、併せて実地検査により確認を行う

こと。当該実地検査により、当該施設及び設備の整備に係る支出を確認したとき

は、当該医療法人に対してその旨を証する書類（施設及び設備の整備に係る支出

確認書別添11）を交付すること。

(8）実施計画の認定を受けた医療法人は、その認定に係る実施計商を変更しようと



するときは、その変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書（実施

計画変更認定申請書別添12）にその変更後の実施計画を添えて、都道府県知

事に提出し、その認定を受けなければならないとふただし、当初の実施期聞か

らの1年以内の変更については、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出るこ

とで足りること。

(9）都道府県知事は、実施計画の認定を受けた医療法人が令第5条の5の6第1項

各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要に応じ、速やかに法第63条の

規定による医療法人の事務所への立入検査又は法第64条の規定による医療法人

に対する改善命令を発出した上で、令第5条の5の6第1項の規定により実施計

画の認定を取り消し（実施計函認定取消書別添13）、収益業務の全部の停止を

命ずること。取消しに当たっては、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴か

なければならないこと。

(10）実施計画の認定を受けた医療法人が、社会医療法人の認定を受けた場合には、

当該実施計画の認定は、当該社会医療法人の認定を受けた日から将来に向かつて

その効力を失うこと．

(11）実施計画の認定を受けている医療法人が他の医療法人と合併をする場合には、

次の事項に留意すること。

①合併後の医療法人が当該認定を受けた実施計画を引き続き行う場合には、当

該医療法人は合併の認可を申請する際、その旨を明示するとともに、法第42

条の2第1項第1号から第6号まで（第5号ハを除く。）に掲げる事項に該当す

るものであることを証する書類を提出すること。この場合において、都道府県

知事は（3）に準じて審査を行うこと。

②合併後の医療法人が当該認定を受けた実施計函を引き続き行わない場合文は

令第5条の5のE第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、都

道府県知事は実施計画の認定を取り消すこと。

(12）実施計画自認定を受けている医療法人（当該医療法人と合併する医療法人を含

む。）は、その認定が効力を有する期間内において分割することはできないこと。

7 その他

（！）持分請求権の放棄の決議について

規則第30条の39第1項の規定により、社団である医療法人で持分の定め

のあるものが、定款を変更して、社団である医療法人で持分の定めのないもの

に移行する場合にあっては、当該医療法人の社員総会において、定款の変更認

可がなされた日をもって持分請求権の放棄の効力が生ずるものとする決議を行

うものであることにつき、留意するものであること。

(2）財産の取得又は改良に充てるための資金（第2の6(1）⑦のホ）について

① 当該資金は、減価償却費に対応する資産の取得又は改良に充てるための資金

に限るものとし、減価償却累計額を上限とすること。

② 当該資金は、貸借対照表において次の科目をもって掲記し、他の資金と明確

に区分して経理されていること。

資産の部 減価問責却引当特定預金（固定資産のその他の資産に掲記）

＠ 当該資金の自的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができな

いものであるこじただし、 E当な理由がないのに当該資金の目的である財産

を取得せず、又は改良しない事実があった場合には、理事会及び社員総会又は

評議員会の議決を経て、当該資金の額を取り崩さなければならないこと。

(3）特定事業準備資金（第2の6(1）⑦のへ）について

① 当該資金の目的である事業が、定款又は寄附行為において定められていると

と。

② 当該資金の額が合理的に算定されているとと。

＠ 当該資金の目的である事業ごとに、貸借対照表において次の科目をもって掲

記し、他の資金と明確に区分して経理されていること。

ア資産の部 00事業特定預金（固定資産のその他の資産に掲記）

イ 純資産の部 00事業積立金（利益剰余金のその他利益剰余金に掲記）

＠ 当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができな

いものであるとじただし、正当な理由がないのに当該資金の目的である事業

を行わない事実があった場合には、理事会及び社員総会又は評議員会の議決を

経て、当該資金の額を取り崩さなければならないこと．

(4）附帯業務及び収益業務の実施について

定款文は寄附行為に定めのない業務を行うことは法令に違反する事実となる

ため、新たに法第42条各号に掲げる業務及1}同法第42条の2第1項又は法

第42条の3第2項に規定する収益業務を行うに場合にあっては、定款又は寄

附行為の変更等の手続きに遺漏がないよう留意するものであること．

ただし、当該医療法人の開設する病院等の業務の一部として又はこれに附隠

して行われるものは含まれないものとし、特段の定款変更等i主要しないものと

すること．

この場合、附随して行われる業務とは、次に掲げる業務であること。

①病院等の施設内で当該病院等に入院若しくは通院する患者及びその家族を

対象として行われる業務又は病院等の職員の福利厚生のために行われる業務

であって、医療提供文は療養の向上の一環として行われるものであること．



したがって、病院等の建物内で行われる売店、敷地内で行われる駐車場業

等は、病院等の業務に附随して行われるものとされ、敷地外に有する法人所

有の遊休資産を用いて行われる駐車場業は附随する業務に含まれないものと

して取り扱うものとすること。

②病院等の施設外で当該病院に通院する患者を対象として行われる業務であ

って、当該病院等において提供される医療又は療養に連続して行われるもの

であること。

したがって、当該病院等への、又i士、当核病院等からの患者搬送は、病院

等の業務に附随して行われるものとされ、当該病院等以外の病院から同じく

当該病院等以外の病院への患者搬送は収益業務とされること。

③①及び②において、当該法人が自らの事業として行わず、当該法人以外の

者に委託して行う場合にあっては、当該法人以外の者が行う事業内容が、①

又は②の前段に該当するものであるときは、当該法人以外の者への委託は附

臆する業務とみなし、①又は②の前段に該当しないものであるときは、附随

する業務に含まれないものとして取り扱うものとすること。

(5）収益業務の区分経理について

社会医療法人文は実施計画の認定を受けた医療法入が収益業務を行う場合に

あっては、収益業務から生ずる所得に関する経理と収益業務以外の業務から生

ずる所得It:関する経理とをそれぞれ区分して行わなければならないものとする

こ／： 0 

との場合の「所得に関する経理Jとは、単に収益及び費用に関する経理だげ

ではなく、資産、負債及び純資産に関する経理についても同様にその区分経理

が行わなければならないものとすること．

(6）社会医療法人の税制上の取扱い

①社会医療法人については、次の税制上の措置が講ぜられたこと。

イ 社会医療法人が法人税法（昭和40年法律第34号）別表第二（公益法人

等の表）に追加されたこと。併せて、社会医療法人の法人税は、法人税法第

6 6条第3項の規定による税率が適用されること．

ロ 社会医療法人が行う医療保健業（法第42条目規定に基づき同条各号に掲

げる業務としで行うもの及び法第42条の2第1項の規定に基づき同項に規

定する収益業務として行うものを除く．）が法人税法施行令（昭和40年政令

第97号）第5条に規定する収益事業の範囲から除外されたこと．これによ

り、当該医療保健業に係る法人税については、法人税法第7条の規定により

非課税となること。

ハ社会医療法人の法人税法上の収益事業に属する資産のうちから収益事業以

外の事業のために支出した金額は、法人税法第37条第5項の規定により当

該社会医療法人の収益事業に係る寄附金の額とみなし、その損金算入限度額

は、所得の金額の 10 0分の 50に相当する金額（当該金額が年200万円

に満たない場合は年200万円）であること。

ニ 医療法人が社会医療法人の認定を受けた場合には、法人税法第10条の3

第1項及び第2項の規定により、認定を受けた日の前日に当該医療法人が解

散し、認定を受けた日に当該社会医療法人が設立されたものとみなして、同

条第1項及び第2項に規定する規定を適用すること．

ホ ＝の場合については、法人税法第14条第22号の規定により、当該医療

法人の会計年度開始の日から社会医療法人の認定を受げた日の前日までの期

間及び社会医療法人の認定を受けた日からその会計年度終了の固までの期間

を事業年度とみなして、同法の規定を適用すること。また、社会医療法人の

認定を取り消された医療法人の会許年度開始の日から社会医療法人の認定が

取り消された日の前日までの期間及び社会医療法人の認定が取り消された日

からその会許年度終了の日までの期間についても同様とすること。

へ社会医療法人の認定が取り消された場合にあっては、法人税法第64条の

4第1項の規定により、当該社会医療法人の認定が取り消された目前の累積

所得金額又は欠損金額の累積額は、当該社会医療法人の認定が取り消された

日の属する会計年度の所得の金額の計算上、益金の額文は損金の額に算入す

ること。

ト 社会医療法人は、所得税法（昭和40年法律第33号）別表第一（公共法

人等の表）及び消費税法（昭和63年法律第10 8号）別表第三に掲げる法

人となること。

チ社会医療法人が取得する芭接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する

不動産（有料駐車施設、飲食店、‘喫茶店及び物品販売施設を除く。）に係る不

動産取得税については、地方税法（昭和25年法律第22 6号）第73条の

4第1項第8号の2の規定により非課税となること。

リ社会医療法λが直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産

（有料駐車施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設を除く。）に係る固定資産

税及び都市計画税については、地方税法第348条第2項第11号の5の規

定により非課税となること。



②社会医療法人の認定を受けたときは、当該社会医療法人は、速やかに、国税

庁長官が定める届出番！；＇.：都道府県知事の認定書の写し及び定款又は寄附行為の

写し等を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出するものとすること．な

お、社会医療法人の認定の取消しを受けた場合についても同様とし、この場合

においては、認定書の写しに代えて認定取消書の写しを添付するものとするこ

と。

＠都道府県は社会医療法人を認定し、文は認定を取り消した場合は、その旨を

速やかに厚生労働省医政局及び当該社会医療法人が開設する救急医療等確保事

業に係る業務を行っている文は行っていた病院又は診療所の所在地の市区町村

に報告すること．厚生労働省医政局は、都道府県からの報告を国税庁に情報提

供するものとする。

(7）特定医療法人が社会医療法人の認定を受けた場合の取扱い

租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けた医療法人 I以下「特定医

療法人』という。）が会計年度の中途において新たに社会医療法人の認定を受け

た場合にあっては、当該会計年度開始の日から当該認定を受けた日の前日まで

の期間について租説特別措置法施行令（昭和32年政令第43号）第39条の

25第5項及び担税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号）第2

Z条の 15第2項の規定に基づく特定医療法人の承認要件を満たす旨を説明す

る書類を当該認定を受けた日から3月以内に、納税地の所轄税務署長を経由し

て、国税庁長官に提出しなければならないこと。

なお、当該認定を受けた日から租税特別措置法第67条の2第1項の規定に

よる法人税率の特例は適用されないことから、租税特別措置法施行令第39条

の25第6項の規定に基づく特定医療法人の承認に係る税率の適用をやめるた

めの届出書を当該認定を受けた日以後速やかに、納税地の所轄税務署長を経由

して、国税庁長官に提出するものとすること．

(8）税制上の措置を受ける場合の取扱い

社会医療法人の認定を取り消された日と同日に実施計画の認定を受けた医療

法人は、その認定を受けた日以後に救急医療等確保事業に係る業務の継続的な

実施のために支出される金額として、実施計画に記載されたその業務の実施に

必要な施設及び設備（以下「救急医療等確保事業用資産」という。）の取得価額

の見積額の合計額に相当する金額を、（的の①のへにおける累積所得金額から控

除することができること。なお、この税制上の措置の適用に当たっては、次の

事項に留意すること。

①税制上の措置の適用を受ける事業年度の確定申告書に、累積所得金額から控

除する金額及びその計算に関する明細等（法人税法施行規則別表14(8））を記載

（各会計年度において都道府県知事に提出した実施状況報告書 (Zlj添 10）を

添付）し、かっ、実施計画の認定通知書（別添日）及び当該認定を受けた実施

計画（別添8）の写しを添付すること。また、その適用を受ける事業年度後の

各事業年度の確定申告書に救急医療等確保事業用資産の取得未済残額等（法人

税法施行規則別表14(8））を記載すること。

②税制上の措置の適用を受けた場合には、実施計画に係る認定の効力が有する

期間内に取得をした救急医療等確保事業用資産の税制上の取得価額は、累積所

得金額から控除された金額を上限として順次減額されることとなり、税務と会

計で救急医療等確保事業用資産の帳簿価額及び減価償却費として計上される金

額等については異なることとなるため、適切に管理すること。

③税制上の措置の適用を受けた医療法人は、原則として、その適用を受けた事

業年度開始の日から②の取得価額が減額された救急医療等確保事業用資産の全

てについて譲渡又は除却をしたこと、償却済となったこと等の事実が生じた日

までの期間内の日を含む各事業年度等については、社会保険診療報酬の所得の

計算の特例（租税特別措置法第67条、第68条の 99）の適用を受けること

はできないこと．



別添1

業務の区分 当骸業務を行う病院又は診療所の構造設備 当骸業務を行うための体制 当該業務：の量破

救急医療 次田基準に該当するとと。 次の基準のすベてに該当すること． lJ<Iま2の基準に骸当するとと．

当該病院が救急医療施設として点要な 1. 当骸病院の名称がその所在i地目都道府 1.当骸病院において時間外等加算割合が
診療部門（器察室、処置室、臨床検査施 県が定める医療計画に;o・いて救急医療の 20%以上であるとと．

設、＂＇＂クス締診療室、関車野博）及び 確保に関する事業に係る医療連携体制に
了※した「時3会間計タ同年勅度n算（割医合療J法上とは田会、部酎年丘度に終を

専用病床（専ら故意愚者のために使用さ 係る医療提供品股として記載されている

れる病尿をいう．）又は優先的に使用され こと。 いう．以下岡弘）における次に掲げる草定

る病床（専用病床を有していないが、救 2. 当骸病院において救智愚者に対し医療
件に数関す働る問楕陸自求給に付関及すびる省公令費負（担昭日和医療5の1年費用厚

急患者のために一定数確保されている病 を提併する体制（いわゆるオンロール体

床をいう．）を有していること。 制も官む．〕を常l乙確保しているとと． 生省令第36号）に定める方法により審査

支払機関に楕求を行い、主払を受けた件数

をいう。以下同じ．）の合計の初診料算定
件数に占める世恰（災害医療においても同

じ．）をいう．
①診療時間以外の時間（休日及び深夜

（午後10時から翌日の午前6時ま

でをいう．以下同じ。）を除く。）に
おいて初診を行った場合叩時間外加
算の算定件数

②体日（深在を除く．）において初診を

行った場合の休日加算の算定＃教
③深夜において初診を行った場合目深

夜加算の算定科教
＠時間外加算の特例の適用を受ける保

2搬．送当険該該件時数医病療間院が外機に7加お関耳算がい0件のて初特以診在例上間を行ので帯算輯っあ定急たる時場こ自z数合動と．車の等当

※「夜間等救急自動車等搬送骨費量」とは、

自Eに終了した3会計年度における夜
問（午桂6時から翌日の午前8時まで

をいうものとし、休日を除く．）及び休
日（日曜日、国民の祝日に関する法律

（昭和23年法待第178号）第3条
に規定する休日、年末年始の日（1月1
日を除く 12月2・9日から1月3日ま

で）及び土曜日又はその振普日）におけ
る執也自動車等による搬送を受け入れ
た件数を3で徐した判敬（災害医療に

おいても閉じ。）をいう。なお、「教急
下 自動車等による搬送J~I士、救急自動

車及びこれに準ずる酎両並びに抗意医

療用へ日コプターを用いた救巷医療の
確保に闘する特別措置法（平成19年
法律第103号）第2条に規定する救
意医療用へロロプター（！；.（下 I救急医

療用へ日ロプター」という．）及びこれ
に準ずるへPコプターによる搬送をい
う。

精特科救急医療 次田基準に核当すること． 次の基準のすべてに該当すること。 次の基輩に骸当すること．

の場合 当院病院が精神科救急医療施設として 1.当鞠青院の名称がその所在地の都道府 当該病院において直涯に終了した3会

必要な診療部門（診察室、処置室、保護 県が定める医療計画において精特科救急 計年度における精神疾患に係る時間外等

室、面会室等）を有していること． 医績の確保に関する事業に係る医療連携 診療件数が、当該掬院の所在地が属する

体制に係る医療混供施設として記載され 精神科救急医療圏内の人口 1万人対7.

ていること． 5件以上であること．
2 ..当該病院が精神保健及.v糟神障害者福 ※『時間舛尋診擦件罫Uとは、次に掲げ
祉に関する法律施行規則（昭和25年厚 る算定件数の合計をいうー

生省令官喜31号）第5条の2第1号から ①診療時間以外の時間（休日及び深夜

第3号までに掲げる基準を満たすこと． を除〈．）において初診又は再診を行
った場合の時間外加算の算定件数
（患者又はその看護に当たっている

者から電話等によって治療上の意見

を求められて掲示した場合に算定す
ることができる再診料の件数は除



く。~から＠までにおいても岡弘）
②休日（深夜を除く．）において初診又

は再診を行った揚告の休日加算の算
定判ユ数

＠深夜において初診又は再診を行った

場合の深夜加算の算定件数

④時間外加算の特例の適用を受ける保

険医療機闘が初診又は再診を行った

場合の当核時間外加算の特例の算定

件数

※精祢軒救晶医療圏内の人口は、直近I~
公表された国勢調査又は人口推酎年報

（総務省統酔局）による都道府県又は市

区町村別の人口総数の合軒数をいう．

災害医療 次の基準のすべてに該当すること． 次の基準のすAてに該当すること． 次回基準のすべてに該当すること．

1.当骸病院が災害医療施設として占要な 1.当防両院の名称がその所在地の都道府 1. 当骸病院において時明外等加算審l合が

次に掲げる施設（診療に必要な施設は耐 県が定める医療計画において災害医療の 16%以上、又は夜間等救急自動車等搬

震構造を有すること。）をすべて有してい 確保に関する事業にと係してる医記療戦連さ携れて体制いに 送件数が600件以上であることE

ること． 係る医療提供地殻 る 2.当骸病院に勤務する職員部産近に終了

(1）集中治療室 こと。 した会罰年度において、次に掲げる国！I練
ω診療部門（診察室、手術室、処置室、 2.当該病院において救急唱者に対し医療 又は曹確に参加していること。

臨床検査施設、エックス線診療室、開 を提供する体制（いわゆるオンコール体 (1）都道府県又は園部実施する防災m11練

師静）及t繍室 制も含む．）を常に確保していること。 (2）園が実施する災害派遣医療チーム
(3）備蓄倉庫 3.厚生労働省に登録された災害派遣医療 (DMAT）研修

2.当骸病抽出災害医療施設として占要な チーム（DMAT）を有していること， 3. 過去において、災害時における都道府

次に掲げる設備をすべて有していると 県又は1固からの災害派遣医療チーム（D

と． MAT）の派遣要請を拒否しなかったこ

(1）簡易ベッド と。ただし、やむを得ない理由があると

(2）携帯用医療機器 認められるときは、この限りでな＇＇－
(3）企料、飲料水及び医薬品等の物資

(4）自家発電装置

(5）トY7ージタッグ

(6）救急用自動車

1. 

(7）広域災害・救意医療情報シスァムの

端末

3.当防宵院の敷地内又はJ1i'接地にへyコ
プタ」の離発着場を確保していること．

へき地医療 1又は2の基準に該当すること． 次の基準に該当すること。 へき地医療施股が病院の場合、 1、2又は

※ 「へき地Jとl士、 1.当関商院がへき地医療施肢として必要 当骸病院又は診療所の名称がその所在 3の基準に該当すること．この場合におい

へき地保健医療 な診療部門（診察室、処置室、臨床検査 地の都道府県芦定める医療計画において て、医師の延べ派遣日数及び巡回診療の延

対策実施要綱（平 施設、エックス線診療室、鯛剤所等） '& へき地医療の確保に関する事業に係る医 ペ診療回数について、岡田岡場所に百越さ

成 13年医政発 t月育室を有していること。 府連携体制に係る医療提供施設として配 れ又は巡回する医師が複数の場合には、複

第529号）に基 また、必要に応じ、医師住宅又は看護 載されていること。 数の事礎又は巡回が適切な状況で行われて

づくへき地をい 師住宅を有していること． なお、へき地診療所を開設する医療法 いるかどうかについて再認し、短時間であ

う。 2. 当骸診療所前へき地診療所（へき地保 人が当骸へき地診療所の所在地の都道府 る等必要と判断する場合には、単数による

健医療対策実施要綱に基づくへき地診療 県において病院を開設する場合I~あって 派遣又は巡回として取り扱うこと．

所をいう．）として必要な診療部門ゆ療 は、当該すべての病院において、へき地
1年．度当該に病お院けにるおへいきて地直に近所に在終す了るし診た療会所計

室、処置室等）を有していること． の患者を受け入れるための病室その他h

また、必要に応じ、医師住宅又同看護 き地医療施設として必凄な診療部門（診 （当骸病院が所在ずる都道府県内のへき

師住宅を有していること． 察室、処置室、臨床検査施設、エックス 地日こ所在する診療所に限る。）に対する医

線診療室、爾申招待Jを有L、かっ、へ 師白延べ派遣日数（派遣日数を医師数で

き地の患者を受け入れる体制を常に確保 乗じた日1肢をいうJが53人目以上であ
しているこ左。 ること．
また、へき地医療拠点病院に医師を派 2.当該病院において臨丘に終了した会計

遣する当骸病院にあっては、当該病院に 年度におけるへき地（当該病院が所在す

おいて、当核へき地医療拠点病院が医師 る都道府県内のへき地に限る。）における

を派遣する当核へき地診療所に係るへき 十巡回診療田延A診療日数（診療日数を医

地の患者及び当該へき地医療拠点病院が 師数で乗じた日数をいう．）が53人目以

也咽診療を行う当核へき地の患者を受け 上であること。

入れる体制を常に確保していること． 3.当該病院において直近に終了した会酔

年病度院がに所お在けするるへ都き道地府医県療内拠の点へ淵き院地（当医核療

拠点病臓に限る．）に対する医師の延べ派
遣日数（診療日数を医師数で乗じた日数

をいう．）が106人目以上であること、

かつ、当該ρ唱地医療拠点病院からへき



地診療所に対する医師の延ベ派遣日数

｛当政病院から医師の派遣を受けて行わ

れた当核へき地医療拠点病院から当核へ

き地診療所に対する医師の延べS雨量日数
に限る．）が106人目以上であるとと、

又は当骸へき地医療拠劇宵院のへき地に

おける巡回診療の延べ診療日数（当骸病

院から医師の派遣を受けて行われた当骸

へき地医療拠点病院の当該へき地におけ

る巡回静療の延べ普療日数に限る．）が1

06人目w..上であること．
との場合において、当該病院から当該

へき地医療拠点病院に派遣される医師の

診療科と、当骸へき地医療拠点病院から

当該へき地診療所内派遣される医師及び

当骸へき地における巡回診療を行う医師

の診療科は1同一であることが望まl-o'.
へき地診療所町場合、次の基準に該当する

こと．

当該へき地診療所において庖丘に終了
した会計年度における診療日が209日

以上であること。

周産期医療 次の基準のすべてに該当すること． 次の基準のすべてに核当すること。 次の基準のすべてに該当すること。

1.当骸病院が周産期医療施設として必要 l目当防宵院の名称がその所在地四都港府 1.当骸病問完において直近に終了した3会

な次It掲げる施設をすべて有しているこ 県が定める医療計画において周産期医療 計年度における分挽実施持殺を3で除し

と． の確保に関する事業に係る医療連携体制 た持勢＇＂＇ 50 0件札kであること．
(I）母体胎児集中治寵管理室 に係る医療提供施設として記載されてい 2.当該病院において臨fi'lt；終了した除B会し
(2）新斜里集中治療管理室 ること． 計年度における母体搬送件数を3で

(3）診療部門（診察室、処置室、臨床検 2，当該病院において産科110係る救急患者
た怖が「1母0体件搬以送」j主でとあはる、ことa

査施設、エックス綿診療室、調剤師樽） に対し医療を提供する体制及び無意帝王 なお、 救急自動車及

及び専用病床（専ら周産期患者のため 切開術を実施できる体制（いわゆるオン びこれに摺ずる車両並びに救急医療用へ

に使用される病尿をいう。） コール体制も吉む．）を常に確保している 日コプター及びこれに準ずるへリコプタ
2. 当核病院が周産期医療施設として必要 こと。 ーによる婚冊、産婦又はじよく婦の搬送

な次に掲げる設備をすベて有していると をいう．
と。 S，当該病院において臨庄に終了した3会
(I）分娩蹴見装置 酎年度におけるハイリスク分娩菅理加算
(2）新生児用呼吸循環臨思議置 の算定時唾妨！3件以上であること．
(3）超音波診断装置

(4）新生児用人工換気装置

(5）微量輸醐置

(6）保育器

小児救急医療 次の基準に該当すること． 次の基準のすベてに該当すること。 次の基準に核当ずること。

当骸病日院が小児救急医療施設として必 1，当防青院の名称がそのF植地の都道府 当該病院において6歳末満の朝l幼児の

要な診療部門（診察室、処置室、臨床検 県が定める医療計困において小児救急医 時間外等加算割合が20%以上であるこ

査施設、エックス線診療室、調車明帯） 療の確保に関する事業に係る医療連携体 と．

及び専用病尿（専ら小児救急車者のため 制に係る医療提供施設として記載されて ※「6歳未満の事助児の時＇r；秒博加算割

に使用される病床をいう．）又は優先的に ，，ること。 合j とは、臨庄に終了した3会計年度

使用される病床（専用病床を11'有一定し数て確い保な 2. 当骸病院において小児教急車者に対し における次に掲げる算定件数の合計の

いが、小児救急車者のため 医療を提併する体制（いわゆるオンスー 6歳未満の車劫児の初診料算定件数It

されている病床をいう。）を有しているこ ノレ体制も含む．）を常に確保しているこ 占める害恰をいう．

と． と． ①診療時間以外町時間（休日及t路間主
を除く．）において6歳未満岬幼児

の初診を行った場合の時間外加算の

揮定件数

②休日（深夜を除く．）において6歳未

満田覗幼児の初診を行った場合の休

日カ嘆の算定件数

③深在において6歳未満の事幼児の初

官舎を行った場合の深夜加算の算定件

数

＠時間外加算の特例目適用を受ける保

険E療機闘が6歳未満の車幼児の初

診を行った場合の当該時間外加算の

特例の算定件数

（何考）
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日~三日（社会医療法人が関係書類を毎会計年度終了後3月以内に届け出る場合）
平成年月日 1 社会医 療 法 人 関 係 書 類 一 覧

決 算 届

同ド 諦 書 類 究 申楕時 毎決算後 備考

口社会医療法人認定申論書 口

口決算届 。
口別表（医療法第42条の2第1項第4号の要件に該当する旨を説明する書類｝ 。 。
｛医療法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類｝

口添付書家｛構造段傷及び体制） 。 。 業

口添付書頚1-1 （救急医療）

時開外等加算件数明細表

添滑脊類1-2【救急医療）

日夜間等救急自動車等搬送件数明細表

夜間等救急自動車等鰍送件数をliE明する書類｛敏も徹送証明書等写し）

添付書類1-3 （精神科救急医療）

日時間昨等診療件数明細表

応急入院指定病院である旨を証明する書類（指定書等写し｝

添付書雛2 （災害医療｝

口添付書類1-1 （軌包医療）又は1-2 （救急医療）｛添付資料を含む｝

訓練又は研修に参加したことを証明する．寂（修71iEJl.は参加依額文等写し）

添付書類3-1 （へき地医療）

口医師派遣明細表 友記の添 左記の添

医師の延ペ派遣日教をlil'明する害額（支援診療所との協定書等写し） 付書類の 付書類の

添付書類3-2 （へき地医療｝ うち餓当 うち該当
翌＆

ロ巡回診療明細表 する要件 する要件

湿回診療の延ペ診療回数を証明する書唖［事業許画書等） のものを のものを

口語付書類3-3 c~き地医療） 添付 添付

へき地診療所to療日明細衰

添書書類3-4（へき地医療）

口医師派遣明細表

医師の延べ派遣日数をliE明す6害額｛協定書等写し）

添付書類3 sc~き地医療｝

ロ医師派遣明細表、巡回診療関線表

医師の延べ派遣臼散を貫E拐する書類、巡回診療の延べ診療日教を佳明する書類

添付書類4 個産期医療｝

口母体機送件数明細表

母体搬送件数を証明する書類［救急縁送証明書等写し）

添付省頚5 刷、児救急医療）

日時間外等加算件数明細表

（公的な運営に関する要件に該当する旨を税明する書類）

添付書類6 （公的な運営に関する要件（医療法第42条の2第1項第1号から 。 。
ロ第3号まで及び第6号）に政当する旨を践瞬する書類（運営｝）

理事、監事及び僻議員に対する報酬等の支給基準 。 。 淡

直近に終了した会酔年度の貸借対策ぎを及び領益計算書 。
白書類付表1 （理事、監事、佐員及び評簸買に関する明細表） 。 。
白書類付表2 （経理等に関する明細表） ロ 。
口容額付表3 （保有する資産の明細表｝ 。 。 業

都道府県知事殿

印

会

地在所の所

人

務

法

事

療

長

る

医

事

た

会

理

主

社

平成 年 月 日から平成 年 月 固までの決算を終了したので、

医療法第52条第1項の規定により届出します。

記

救急医療等確保事業を行っている病院又は診暗所

教急医療等確保事業の別
名 称 所 在 地

注 1)『教急医療等確保事業を行っている病院又は普療所」欄には、医療法第42条の2第 1項第

5号の基準に適合する病院又は診療所｛指定管理者として管理する病院又は診療所在含むJ
を全て記事t-rること。

注2）.『救急医療等確保事業の別」欄には、当該施設で行っている医療が、医療法第30条町4第

2項第5号に掲げる医療（以下参照）のいずれに係るものであるかの別（当該施設で医療法

第 42晶の2第1項第5号の基準を満たすものが撞数ある場合は、その全て｝を記載するこ

~. 

O故意医寵（輔神科教急医揖の要件を構たす帯合は、『精神科救急医療Jと記載することJ
O災害医療 Oへき地医療 O周産期医療 O小児教急医療



添付書類7（公的な運営に関する要件（医療強第4Z条舟2第1項第6号）に

口｜該当する旨を悦現する書類（事掛〉

鯵療報酬規車

注） （！）該当する書類にチzyクをすること．

。
。

。
。

(2）備考梱の諜印は、毎会計年度耕了後3月以内の届出に係る書類のうち都道府県において
閲覧に供するものであること旬
ω申請関係書類の中にある申請者名町欄は法人名≫.v電車事長名、住所の欄は主たる事務所目
所在地を記載すること．
ω閲覧に供する書類について、個人情報に係る記載（（3）を除く．｝部ある場合にあっては、
必要な措置を講ずるものとする．

2. 定款（寄附行為）変更認可申請関係書類一覧

同ド 持 ，， 車 覧

口定歎【寄附行為）変更認可取締書

口定着k又は寄柑行為の変更内容（新18粂照表を添付することJ及びその事由を記載した書類

口定通欧又は寄柑行為に定められた変更に関する手続きを経たことを征する書原

日社団の医療法人にあっては、社員総会の譜事録

－財団の医療法人にあっては、理事会｛評職員会｝の聴事録

｛医療法第42条の2第1項の収益業務を行う場合7

口収益業務の概要及び運営方訟を記載した書類

口定.. 又は脊附行為変更後2年聞の事事計砥及びとれに伴う予算書

日新たに寄附を受ける場合、その申込書の写し

（寄附が不動産の場合、その申込書の写し、登記事唖証明書及びその評価額を医務する書頓］

口土地、建物等を賃貸する場合、その契約書の写しと畳記事項証明書

世：） （！）新たに社会医療法人の箆定を畳けようとする場合、又は社会医療法人目認定が取り消さ

れた場合にあっては、医療法第50条第1項の規定に基づき定歌又は寄附行為の変更が必

要であること．

(2）該当する書類にチェックをすること．

3.決算届出関係書類一覧

届 出 司昼 亜 覧

口事業報告書

口財産目録

口貸借対照表

口鍋益計算書

口監事の監査報告書

医療法第42条の2第1項第1号から第6号までの要件に該当する旨を説明する書類

｛『1.社会医療法人関係書類ー覧J重量照｝

（医療法第54条のZ第1項に線定する社会医療法人債を発行した場合7

上記に掲げる書類

口純資産変動計算書

ロキャyシュ・フロー掛算書

口附属明細表

ロ公認会計士又は監筆法人の監套報告書

注） （！）社会医療法人が医療法第52条第1項目規定に基づく書類の届出をしようとする場合、

社会医療法人目認定要件に該当する冒を説明する書類も併せて届出する必要があとえこと．

（副会計年度町中途において新たに社会医療法人の認定を畳けた場合にあっても、当該会計

年度開始の日から当該認定を畏けた自の前日までの期聞を含めて届出することに留置する

こと．

（司会計竿度の中途において社会医療法人の認定が取り補された揖合にあっては、社会医療

法人の認定要件に該当する旨を説腐する書類を届出する必要がないこと．

ω該当する書類にチェッタをするとと．



直三王コ口
医療法第42条の2第 1項第4号（ロを除く）の要件に該当する旨を説明

する書類

皇重重金 印

主一一孟ム

以下のとおり相違ありません。

開設する全ての病院主は診療所
教急医療等確保事業の別

名 称 所 在 地

（記斡上の注意事項）

0 『開設する全ての病院又は診療所J欄には、医療法第42条百2第1項第5号の基準に適合

するか否かに係わらず開設する病院又は診療所（指定管理者として管理する病院又は診療所

を含む．）を全て記戟するとと．

02以上の都道府県の区域において病院又は診療所を開設する場合は、都道府県毎に顕に記載

すること。

or教急医療等確保事業の別j欄に記載する内容は、申請書（別添2-1)JI.は決算届 (jjlj添

2 2）に記輯した内容と一致していること．

oc豆ヨ
医療法第42条の2第1項第4号ロの要件に該当する旨を説明する書類

皇畠孟盆 印

主一一亙i

以下のとおり相違ありません。

1 開設する全ての病院、診療所及び介護老人保健施設

名 称 所 在 地 教室医療等確保事業の別

2 隣接市町村｛由に開設する全ての診療所及び介護老人保健施設

名 称 所 在 地 教急医療等確保事業の別

＼ ＼  
I萄1轟雇面両育E証；当該医療瞳人の関投する病棋の所在地を含む二次医療圃に隊瞳した市町村｛当該病院の所

在地の都暗府県以外の都道府県の市町村であり、特別区を含む．｝のこと．

（記載上回注意事司｝

0 医療法第42条の2第1項策5号の基準に適合するか否かに係わらず開設する病院、診療

所（指定管理者として管理する病院又は診療所在官む.） lkび介護老人保健施設を全て記裁す

るとと．

0 r救急医療等確保事業の別J欄に記載する内容は、申請書伺lj添2-1）又は決算届（別

添 2 2）に記載した内容と一致していること．

直面
0 当該医療法人が開設する全ての病院、診療所且び介護老人保健施設の所在地が示された地

図



別添3

担金医療法人の定款例

社会医療1法人00会定款

第1章名称及び事務所

第1条本社団は、社会医療法人00会と称する．

第Z条本社団は、事務所在00県00郡（市） 00町（村）

OD番地に置く。

第Z章目的及び事業

第3条本社団は、病院（診療所、介護老人保健施設）を経営

し、科学的でかつ適正な医療（及U寝介護者に対する看護、

医学的管理下の介護汲び迎宴な医療等）を普及することを目

的とする．

第4条本社団の開設する病院（診療所、介護老人保健施設）

の4称及び開設場所は、次の』とおりとする．

(!) 00病院 00県oci郡（市） 00町 C対）
(2) 00診療所 00県00郡（市） 00町肘）

(3) 00園 00県00郡（市） 00町（村）
2 本社団が00市（町、村）から指定管理者として指定を受

けて管理する病院（診療所、介護老人保健施視）町名称及び

開設場所は、次のとおりとする．

(!) OD病院 00県00郡｛市） 00町（村）
(2) 00診療所 00県00郡（市） 00町（村）

備考

・社会医療法人は、医療法施行

規則（昭和田年厚生省令第50

号）第四条町 37に規定する

基金制度を採用することがで

きないため、基金制度を採用

する医療法人出社会医療法人

の認定を受ける場合には、拠

出者に基金を返還し、定款か

ら基金の章を削除するととが

必要であること．

・医療法人00会から社会医療

法人00会への名称の変更に

ついては、登記事項目変更の

登記備会等登記令何和田

年政令第四号）第6条参照）

及び登記事項変更登記完了の

届出｛医療法樹T令（昭和田

年政令第3店号）第5条町四

番照）が必要であること．

－事務所については、複数の事

務所を有する場合は、すべて

これを記載し、かっ、主たる

事事新を定めること．

－病院、診療所又は介護老人保

健施設のうち、開設する施設

を掲げる。（以下、第4条第1

項及び第Z項、第5条並びに

第四条第4項において間以）

－本項には、地方自治法｛昭和

22年法律第67号）に基づいて

行う指定管理者として管理す

る病院（診療所、介護老人保

健施設）の名称及び開設場所

白） OD園ーco県OD郡（市〕 DO町｛村）

3 本社団が00県知事から担金医療法人として認定を受けて

実施する救急医療等確保事業に係る業務犯繍続｛診療所）

の名称は、次のとおりとする。

(!) 00県医療計画に記載された救急医療（00病院）
(2) 00県医療計画に記載された災害医療（00病 関

（司 00県医療計画に記載されたへき地医療（00診療関

(4) 00県医療計画に記載された周産期医療（00病関

(5) 00県医療計画に記載された小児救急医療（00病院3

第5条本社団は、前条に掲げる病院（診療所、介護老人保健

施設）を経営するほか、次の業務を行う．

00看護師養成所由経営

第6条本社団は、前2条に掲げる業務のほか、次の収益業務

を行う．

(1）駐車場業

(2）料理品小売業

第3章責産及び会計

第7条本社団の賢産は次のとおりとする．

。）設立当時の財産

(2）設立猿郁甘された金品

(3）事業It伴う収入

(4）その他の収入

2 本社団の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備

え置くものとする．

第8条本社団の資産のうち、次：It掲げる財産を基本財産とす

る。

(1）前条第1項第1号の財産中の不動産原地00万円

ω基本材産に編入すべきものとして指定された害時金品

2 基本財産怯担分し、又は担保に供してはならな＇・＇・ただし、

を掲げる。行わない場合には、

掲げる車、要はな川（以下、第

四条第4項及V':第四条第5項

において同じ。）

・本項には、医療法（昭和田年

法律第 205号．以下「法Jと

いう．）第岨条の2第 1項第

4号の規定に基づいて行う救

急医療等確保事業に係る業務

及び法第担条の2第1項第5

号の基準に適合する病院又は

診療所在掲げる．

・当該医療法人が開設する病院

又は診療所のうち、 1以上（2

以上の都道府県の区域におい

て病院又は診療所在開設する

医療法人にあっては、原頃lj、

それぞれの都道府県で1以

上）のものが、法第岨条の2

第1項第5号の基準に適合し

ていることが必要であるこ

と．

－本条には、法第42条各号の規

定に基づいて行う附帯業務を

掲げる．行わない場合には、

掲げる必要はな＂・

・本条には、法第担条の2第1

項の規定に基づいて行う収益

業務を掲げる．行わない場合

には、掲げる必要はない．

・不動産、運営基金等重要な責

産は、基本財産とすることが

望まし同



特別の理由のある場合には、理事会及び社員総会の議決を経

て、主扮L、又は担保I＜：世令することができる．
第9条本社団の資産は、社員総会又は理事会で定めた方法に

よって、理事長が管理する．

2 前項の費産のうち、財産の取得ヱは改良に充てるための資

金及び次に掲げる将来の特定の事業の実施のために特別に支

出する費用I＂係る支出に充てるために保宥する特定事業準備

資金については、｛血の資金と明確に区分して管理するものと

する．

(!) oo病幌町病床の増床（黒成00年実施予定）

ω診療所由華視開設（平成00年実施予鈎

(3）訪問看護ステーションの新規開設（平成：oo年実施予定）

3 前項の責金は、当該資金の目的である支出に充てる場合を

除雪、取り崩すことができなu、。ただし、当該資金の目的で

ある財産を取得せず、若しくは改良しない場合又は事業を行

わない場合にあっては、理事会及Z舟t員総会の議決を経て、

取り崩すものとする．

第四条資産のうち現金は、医業経営の実癌のため確実な鮒T
又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しく

は確実な有価証券に換え保管するものとする．

第 11条本社団の収支予算は、毎会割年度開始前に理事会及び

社員総会の議決を経て定める。

第四条本社団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月
31日に終る．

第 13条本社団の決算については、事業報告書、財産目録、貸

借対照表、損益許算書及t地会医療法人の要件i＂該当する旨
を説崩する書類（以下「事業報告書等Jという．）を作成し、

監事の監査、理事会の承認及t地主員総会の車認を受けなけれ

ばならない．

2 本社団は、事業報告書等、監事の監査報告書及び本社団の

定款を事務所に備えて置き、官官求があった場合には、正当な

・財産の取得又は改良に充てる

ための資金及び特定事業準備

貴金は、他の資金と明確に区

分して経理されていること．

－特定事業準備費金を保有しな

い場合については、「2 前項

目資産のうち、財産自取得又

は改良に充てるための資金に

ついては、他の資金と明確に

区分して管理するものとす

るJ、『8 前項の置金は、当

該資金の目的である支出に充

てる場合を除吉、取り崩すこ

とができない．ただし、当該

資金の目的である財産を取得

せず、又は改良しない場合に l

あっては、理事会及び社員総

会の議決を経て、取P崩すも

のとする．』とする．

－任意に1年聞を定めても差し

支えな川（法第53条参照）

・法第臼条の2第1現に規定す

る社会医療法人債を発行した

医療法人（以下『社会医療法

人債発行法人j という．）につ

いては、 t事業報告書、財産目

録、貸借対照表、損益苦十算書、

純資産変動計算書、キャッシ

ュ・フロー計算書、附属明細

表及t玲住告医療法人の要件に

該当する旨を説明する書類

（以下「事業報告書等Jとい

うJ」とする．

・社会医療法人債発行法人につ

いては、「事業報告書帯、墜事

理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならな

u、白

3 本社団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等及

び監事の監査報告書を00県知事に届け出なければな巨な

b、。

第14条決算の結果、剰余金を生じたとしても、配当してはな

らなu、。

第4章社員

l第 15条本社団の社員中、親族等の数は、社員四総数の3分の

1を超えて古まれてはならない。

第四条本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承認を

得なければならない。

2 本社団は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに

必要な変更を加えなければならない。

第 17粂社員は、次に掲げる理由によりその賓格を失う。

(I）除名

ω死亡

(3）退社

2 社員であって、社員たる義務を皆Tせすで本社団の定款に違

の監査報告書、公認会計士又

は監査法人の監査報告書及び

本社団の定豹とする．

・社会医療法人債発行法人につ

いては、「事業報告書等、監事

の監査報告書及び公認会計士

又は監査法人の監査報告書j

とする．

・2以上の都道府県の区域にお

いて病院、診療所又は介護老

人保健施設を開設する医療法

人については、主たる事務所

の所在地の都道府県知事に届

け出るものとする。

・社員の親族等とは、次に掲げ

る者とする．

①社員のいずれか1人

②①に掲げる者の配偶者及

び三親等以内の親族 ｜ 
＠①に掲げる者と婚姻の届

出をしていないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある

者

＠①に掲げる者自使用人及

び使用人以外の者で当該社

員から受ける金銭そ四他の

財産によって生計を維持し

ているもの

＠＠又は＠に掲げる者の親

族でこれらの者と生計を

にしているもの



反し又は品位を傷つける行為のあった者は、社員総会の議決

を経て除名することができる．

第四条やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を理事

長I＜届け出て、退社することができる。

第5章社員総会

－退社について社員総会の承認

の議決を要することとしても

差し支えない。

第四条理事長は、定時社員総会在、毎年O園、 O月に開催す｜・定時社員総会は、収支予算の

る． ｜ 決定と決算の決定のため年2

2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員

総会を招集することができる．

3 理事長は、結担二員の5分の1以上町社員から社員融会の目

的である事項を示して臨時住民総会の招集を請求された場合

には、その請求があった日から20日以内に、これを招集し

なければならない．

4 社員絡会の招凍は、期日の少なくとも5目前までに、その

社員総会の目的である事項、日時及び場所在記載し、理事長

がこれに官協した書宿で誼負に通知しなければならなν、．
第四条社員総会の議長は、社員の中から社員総会において選

任する．

第21条次の事項は、社員総会の議決を経なければならなu、。
(l）定款の変更

(2）基本財産自設定及rMl.扮（担保提供を宮む。）

(3）毎事業年度の事業計画の決定又は変更

(4）財産の取得又は改良に充てるための貴金町保有額の決定

Ike廠崩し

(5）将来の特定の事業の計画及Vl聖頁並びに特定事業準備資

金の積立額の決定Ike服崩し

(6）収支予算及び決算の決定又は変更

。｝重要な資産町担会

(8）借入金額の最高限度目決定

(9）理事及び監事に対する報酬等の支給の基準の決定及Vl£:
更

(10）社員四入担：及び除名

(11）本社団の解散

(12）他の医標法山との合併契約の締結

2 その他重要な事項についても、社員総会町議決を経ること

ができる．

第22条社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ、その

議事を開吉、抗議することができない。

2 社員総会の議事は、法令又はこの定款に別設に定めがある

場合を除き、出席した担二員の議決権の過半数で決L、可否同

数のときは、議長の決するところによる。

回以上開催することが望まし
u、＠

・5分の1を下回る割合を定め

ることもできる．

－招集の通知は、定款で定めた

方法により行う．書面のほか

電子的方法によることも可．

3 前項の場合において、議長は、社員として議決に加わるこ

とができない。

第23条社員は、社員総会において各1個の議決権及ぴ選挙権

を有する。

第24条社員総会においては、あらかじめ通知のあった事項の

ほかは議決することができなu、．ただし、急を要する場合は

この限りではなb、．

2 社員総会に出席することのできない社員は、あらかじめ通

知のあった事項についてのみ書面をもって議決権及び選挙権

を行使することができる．

第25条担二員総会の議決事項につき特別の利害関係を有する社

員は、当該事項につきその議決権を行使できない．

第26条社員総会の議事については、法令で定めるところによ

り、議事録を作除する。

第27条社員総会町議事についての細則は、社員総会で定める．

第6章役員

第28条本社団に、次の役員を置し

（！）理事 6名以上O屯以内

うち理事長1名

(2）監事 24';以上O名以内

第四条理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する．

2 本社団の役員を選任するにあたっては、理事は6'1iを、監

事はZ名をそれぞれ下るととがなく、かっ、親族等の数は、

役員の総数の3分の1を、他の同ーの団体由理事専の数は、

理事及び監事のそれぞれの数の3分の1を超えて含まればな

らな＇＇・な布、監事については、他の役員の親族等が含まれ

てはならない．

・理事は6'1i以上、監事は2名
以上を置かなければならな

u、．

・役員の親族等とは、次に掲げ

る者とする．

①役員のいす苛もか1人

②①に掲げる者の配偶者及

び三親等以内町親族

③①に掲げる者と婚姻の届

出をしていないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある

者

＠①I＜掲げる者の使用人及

び使用人以外の者で当該役

員から受ける金銭その他の

財産によって生計を維持し

ているもの

＠＠又は＠に掲げる者の親

族でこれらの者と生計をー

にしているもの

他の同ーの団体の理事帯とは、

次に掲げる者とする．

①他田岡ーの団体（公益社

団法人又は公益財団法人又

は医師会、医会及び学会等



3 理事妄は、理事会において、理事司中から選出する。

4 本社団が開設（指定管理若として管理する場合を含む．）す

る病院（診療所、介護老人保健施設）の管理者は、必ず理事

に加えなければならな＇＇・

5 前項の理事位、管理者の職を退いたときは、理事の職を失

うものとする．

6 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者世欠

けたときは、 1月以内に補充しなければならない。

第四条理事長は本社団を代表し、本社回目業務に関する一切

司自 の裁判上又は説判外の行為をする権限を有する。

2 理事甚は、医療法人の業務を新j'！，、

（例1) 3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会

に報告しなければならな＞＼

（例2）毎事業年度に4箇月を超える間隔でZ回以上、自己の

職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない．

3 理事喪に事故があるときは、理事喪があらかじめ定めた順

位に従い、理事がその職務針Tう．
4 監事は、次昭職務を行う．

（！）本担こ団の業務を監査すること．

の医学若しくは医術文は企

衆衛生に関する学術団体で

あって法人格を有するもの

（医師以外をその構成員と

するものを除く．）を除く．

以下岡弘）の理事又は使用

人である者

＠他の同ーの団体の理事以

舟トの役員（法人でない団体

で代表者又は管理者の定め

のあるものにあっては、そ

の代表者又は管理人）又は

業務を執行する社員である

者

－病院、診療所又は介護老人保

健施設を2以上開設する場合

において、都道府県知事（2

以上の都道府県の区域におい

て病院、診療所又は介護老人

保健施設を開設する医療法人

については主たる事務所の所

在地の都道府県知事）の認可

を受けた場合は、管理者（指

定管理者として管理する病院

等の管理者を除く．）の一部を

理事に加えないことができ

る．｛法第 46条町5第6項審

照）
・理事の職への再任を妨げるも

のではな＇＇・

－この報告は、現実に開催され

た理事会において行わなけれ

ばならず、報告を省略するこ

とはできなU、。

ω本社団の財産の状況を監査すること。

。）本社団の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監

査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総

会及び理事会に提出すること．

｛叫第1号又i立第2号による監査の結果、本社団の業務又は

財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反す

る重大な事実があることを発見したときは、これを00県
知事、社員総会文は理事会に報告すること。

(5）第4号の報告をするために必要があるときは、社員総会

を招集すること．

｛的理事が社員総会に提出しようとする議案、書類、その他

の賢料を調査し、法令若しくはこの定款に違反し、ヱは著

しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を

社員総会に報告すること．

5 監事は、本社団の理事又は職員（本社団の開設する病院、

診療所又は介護老人保健施設（指定管理者として管理する病

院等を官む．）の管理者その他の職員を吉む．）を兼ねてはな

らない．

第31条役員の任期は2年とする．ただし、再任を妨げな＇＇・

2 補欠により説任した役員の任期は、前任者の残任期間とす

る．

3 役員は、第四条に定める員数が欠けた場合には、任期の満

了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任

するまで、なお役員としての権利義務を＃する．

第32条役員は、社員総会の決議によって解任することができ

る。ただし、監事の解任の決議は、出席した社員の議決権の

3分の2以上回賛成がなければ、決議することができない．

第33条役員の報酬については軍筋実態に即して支給すること

とし、役員の地位にあることのみによっては支給しない．

第34条役員の報酬等はZrJに定める基準により支給する．

第 35条理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理

事会において、その取引について重要な事実を開示し、その

承認を受けなければならな＇＇・

（！）自己主は第三者のためにする本社回目事業の部類に属す

る取引

｛司自己主は第三者のためにする本社団との取引

(3）本社団がその理事の債務を保註すること壬の他その理事

以外の者との聞における本社固とその理事との利益が相反

する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引桂、遅滞なく、その取

引についての重要な事実を理事会に報告しなければならな
> 

u、．

. 3分の2を上回る割合を定め

ることもできる．

第 36条本社団は、役員が任務を怠ったことによる損害賠償責｜・本条を規定するカ密かは任意

任を、法令に規定する額制渡として、理事会の決議により l



免除することができる．

2 本社団は、役員との間で、任務を怠ったことによる損害賠

償責任について、当該役員部職務を行うにつき普意でかつ重

大な過失がないときに、損害賠償責任の限定契約を締結する

ことができる。ただし、その責任の限度額は、 0円乱上で本

社団があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額と

のいずれか高U頓とオる．

第7章理事会

第 37条理事会は、すベての理事をもって構成する。

第四条理事会は、こ田定款に別に定めるもののほ治、次回職

務を行う．

（！）本社団の業務樹拘決定

(2）理事叫臓の新拘監督

(3）理事長の選出及び解職

(4）重要な資産の処分及び譲受けの決定

(5）多額の（昔財の決定

(6）重要な役割を担う職員の選任及T}解任即決定

(7）従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び胞団

決定

第四条理事会は、理事喪が招集する．との場合、理事長が欠

けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事部理事会を

招集する．

2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも理事会を

招集することができる。

3 理事会を構成オる理事の3分の1以上から連事をもって理

事舎の目的たる事項を示して誇求があったときは、理事長は

理事会を招集しなければならな~＇.

4 理事会の招集は、期日の1週間前までに、奇理事及び各監｜・ 1週間を下回る期間を定める

事に対して理事会を招集する旨の通知を発しなければならな｜ とともできる．

''・ 5 前項にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意

があるときは、招集府手続を経ることなく開催できる。

第40条理事会町議長は、理事長とする。

第41条理事は、理事会において各1個の議決耀及t漣挙権を

有？する．ただし、理事会町議決事項につき特別の利害関係を

有する者は、当該事項につきその議決権を行使できな＇＇・

第42条理事会の決議は、法令又はこの定款に別段に定めがあ

る場合を除き、議決事項について特別の利害関係を有する理｜・過半数を上回る割合を定める

事を除く理事の過半数が出席し、その過岸数をもって行う． ｜ こともできる．

2 前項の規定にかかわらず、第21条第1号から第8号までに

掲げる事項は、理事会において特別の利害関係を有する理事

を除く理事め8分の2以上回多数による議決を必要とする．

3 第1項の規定にかかわらず、理事前理事会の抗議の目的で卜本項を規定するか否かは在意

ある事項について提案した場合において、その提案について

特別の利害関係を有する理事を除く理事全員が書面又は電磁

的記録により同意の意i思表示をしたときは、理事会の決議が

あったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議

を述ベたときはこの限りでなu、
第43条理事会町議事については、法令で定めるところにより、

議事録を作成する．

2 理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名し、

又は記名押印する．

第44条理事会の議事についての細則は、理事会で定める．

第8章定款の変更

第45条との定款は、社員総会の議決を経、かっ、 00県知事

の認可を得なければ変更することができな＇＇・

第9章解散＆U'合併

第46条本社団は、次の事自によって解散する．

（！）目的たる業務の成功の不能

｛副社員総会の抗議

(3）社員の欠亡

ω他の医療法人との告静

臼）破産手続開始の決定

白）設立認可の取消し

2 本社団は、総担工員の4分の3以上の賛成がなければ、前項

第2号の社員総会の決議をすることができなb、．

3 第1項第1号又は第2号の事由により解散する場合は、 0

0県知事の認可を受けなければならない。

第47条本社周が解散したときは、合併＇lkV唱蟻手続開始の決

定による解散の場合を除吉、理事がその清算人となる．ただ

し、社員総会の議決によって理事邸外の者を選任することが

できる，

2 清算人は、社員の欠亡による事由によって本社団が解散L
た場合には、 .00県知事にその旨を届け出なければならなu、．

3 清算人は、次回各号に掲げる職務を行い、又、当該職務を

行うために必要な一切の行為をすることができる．

（！）現議の結了

（副債権の取立て且び債務の弁済

(3）残余財産の引渡し

第48条本社団が解散した場合の残金財産は、合俳及び破産手

続開始の決定による解散の場合を除吉、国若しくは地方公共

団体又は他回世会医療法人に帰属させるものとする．

第49条本社団は、総社員の同意があるときは、 00県知事の

認可を得て、他の社固たる医療法人又は財団たる医療法人と

－署名し、又は記名押印する者

を、理事会I~出席した理事長

及び監事とすることも可．

戸勺



合唱干することができる。

第10章雑則

第sa条本社団の公告は、

（例1）官報に掲載する方法

（例2)00新聞に掲載する方法

（例3）電子公告（ホームページ）

によって行弘

（例3の場合1
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をす

ることができない場合は、官報（又は00新聞）に掲載する

方法によって行弘

第51条こ回定款の施行細則は、理事会及び社員総会の議決を

経て定める．

別添4

社会医療法人の帯附行為例

社会医療法人00会寄附行為

第1章名称及び事議所

第1条本財団は、担金医療法人00会と称する．

第2条本財団は、事審所を00県00郡（市） 00町（村）
00番地に置し

第 2章目的及び事業

第3条本財団は、病院（診療所、介護老人保健施設）を経営

し、科学的でかつ適正な医療（及び要介護者に対する看護、

医学的管理下町介護及び必要な医療等）を普及することを目

的とする。

第4条本財団の開設する病院（診療所、介護老人保健施設）

町名称及び開設場所は、次回とおりとする．

(1) 00病院 00県00郡（市） 00町（村）
(2) c o診療所 00県00郡（市） 00町（村）
(3) oc園 0 0県00郡（市） 00町（村）

2 本財団が00市（町、村）から指定管理者として指定を受

けて管理する病院（診療所、介護老人保健施設）の名称及び

開設場所は、次のとおりとする．

(1) 00病院 00県00郡（市） 00町（村）
(2) 00診療所 00県00郡｛市） 0 0町（村）

（司 00園 00県00郡（市） 0 0町（村）

3 本財団が00県知事から社会医療法人として認定を受けて

実施する救急医療等確保事業に係る業務及百積院（診療所）

の名称は、次のとおりとする．

(!) 00県医療計画に記載された救急医療の0病院

備 考

－医療法人00会から担金医療

法人00会への名称由変更に

ついては、霊記事項目変更の

登記（組合等登記令（昭和田

年政令第四号）第6条参照）

及び登記事項変更登記完了の

届出（医療法班行令（昭和 23

年政令第326号）第5条の 12

書用｝が必要であること．

－事務所については、複数の事

務所を有する場合は、すべて

これを記韓し、かっ、主たる

事務所を定めること．

・病院、診療所又は介護老人保

健施設のうち、開設する施設

を掲げる．（以下、第4条第1

項及び第Z項、第5条並びに

第27条第4項において同じ．）

・本項には、地方自治法（昭和

22年畢謀者第67号）に基づいて

行う指定管理者として管理す

る病院（診療所、介護老人保

健施設）の名称及び開設場所

を掲げる．行わない場合には、

掲げる必凄はない．（以下、第

27条第4現及lJ'j事四条第5項

において閉じ．）

－本項には、医療法（昭和23年

法律第 205号．以下『釦と

いう．）第 42条の2第1項策

4号の規定に基づいて行う救



(2) 00県医療計商に記載された災害医療（00病院）

(3) 00県医療計画に記載されたへき地医療（00診療所）

(4) 00県医療計画に記載された周産期医療（00病 関

（日 00県医療計画に記載された小児虫色急医療（00病 関

第5条本財団は、前条に掲げる病院（診療所、介護老人保健

施設7を経営するほカ主、次の業務を行う．

00看護師養成所の経営

第6条本財団は、前Z条に掲げる業務のほか、次の収益業務

を行う．

（！）駐車場業

｛由料国品小売業

第3章貴産E<.＜治計

第7条本財団の資産は放のとおりとする。

ω設立当時の財産

ω設立後寄1附された金品

ω事業1；：：枠う収入
(4）その他の収入

2 本財団由設立当時四財産目録は、主たる事務所において備

え置くものとする。

第8条本財団の責産のうち、次に掲げる財産を基本財産とす

る．

ω前条第1項第1号の庶箆中の不動産及び企00万円

ω基本財産に編入すAきものとして指定された寄附金品

2 基本院産は処分し、又は担保に供してはならな＇＇・ただし、

特別の理由のある場合には、理事塗及び評議員会の議決を経

て、処分し、又は担保に供することができる．

第9条本財団の資産は、理事会で定めた方法によって、理事

長が管理する．

2 前項の賢産のうち、民主謹白取得又は改良に充てるための資

金E<.t舟~·こ掲げる将来の特定の事業の実施のために特別に支
出する費用に係る支出に充てるために保有する特定事業準備

資金については、他の資金と明確に区分して管理するものと

急医療等確保事業に係る業務

及び法第岨条の2第1項第5
号の基準に適合する病院又は

診療所在掲げる．

－当該医療法人が開設する病院

又は診療所のうち、 1以上（2

以上の都道府県の区域におい

て病院又は診療既圭開設する

医療法人にあっては、原則、

それぞれの都道府県で1以

上）のものが、法第42条のZ

第1項第5号の基準に適合し

ていることが必要であるこ

と．

・ヌド条には、法第42条各号の規

定に基づいて行う附帯業務を

掲げる。行わない場合には、

掲げる必要はなν、．
－本条には、法第岨条の2第1

項の規定に基づいて行う収益

業務を掲げる．行わない場合

には、掲げる必要はない。

－不動産、運営基金等重要な量

産は、基本財産とすることが

望ま＼.，＞、

・財産の取得又は改良に充てる

ための資金及び特定事業準備

資金は、他の置金と明確に区

分して経理されていること。

する．

(!) 00病院の病床の増床（宅成00年実施予定）

包）診療所の新規開設（平成00年実施予定）

(3）訪問看護ステーションの新規開設（平成00年実施予定）

3 前項の資金は、当該曹金の目的である支出に充てる場合を

除き、取り崩すことができない．ただし、当該資金の目的で

ある財産を取得せず、若しくは改良しない場合又は事業を行

わない場合にあっては、理事会及び評議員会の議決を経て、

取り崩すものとする．

第四条資産のうち現企は、医業経営の実施のため確実な鮒T
ヱは信託金社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しく

は確実な有価証券に換え保管するものとする。

第 II条本財団の収支予算は、毎会計年度開始前に理事会及び

評議員会の議決を経て定める．

第12条本財団町会前年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月

31日に終る．

第四条本財団の決算については、事業報告書、財産目録、貸

借対照表、損益計算書Eび社会医療法人の要件に該当する旨

を説腐する書類（以下「事業報告書等JというJを作成し、

監事の監査、理事会的承認及び評議員会の承認を受けなけれ

ばならなu、。

2 本財団は、事業報告書等、監事の監査報告書及び本財団の

寄附行為を事務所に備えて置き、請求があった場合には、正

当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければな

らない．

3 本調団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等及

び監事の監査報告書を00県知事に届け出なければならな

•'. 

－特定事業準備資金を保有しな

い場合については、 rz前項

の資産のうち、財産の取得又

は改良に充てるための資金に

ついては、他の貴金と明確に

区分して管理するものとす

る.J、f3 前項の責金は、当

該賢金の目的である支出に充

てる場合を除吉、取り崩すこ

とができない．ただし、当該

資金の目的である財産を取得

せず、又は改良しない場合に

あっては、理事塗及び評議員

会の議決を経て、取り崩すも

のとするJ とする．

・任意に1年間を定めても差し

支えない．（法第53条書照｝

・法第54条のZ第1項に規定す

る社会医療法人債を発行した

医療法人（以下「社会医療法

人債発行法人Jという．）につ

いては、『事業報告書、財産目

晶、貸借対照表、損益計算書、

純資産変動計算書、キャ＂；.－

ユ・フロー計算書、附属明細

表及び社会医療法人の要件に

該当する旨を説明する書類

（以下「事業報告書等」とい

う。）Jとする．

－社会医療法人債発行法人につ

いては、 I事業報告書等、監事

の監査報告書、公認会計士又

は監査法人の監査報告書及び

本財団円相附行為」とする。

・社会医療法人債発行法人につ

いては、「事業報告書等、監事

の監査報告書及び公認会計士

又は監査法汰の監査報告書」

とする．



第 14条決算の結果、剰余金を生じたとしても、配当してはな

らなu、。

第4章評議員

第四条本財団に、評縫員O名以上O名以内を置く。

第四条評議員は、次に掲げる者から理事会において選任した

者につき、理事長部委嘱する．

（！）医師、歯科医師、薬剤師、看護節その他の医療従事者

白）病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に闘して識見

を有する者

(3）医療を受ける者

（叫本財団の評議員として特に必要と認められる者

2・ 評議員を選佳するにあたっては、評議員の数が理事の定数

の同数以下となることがなく、かつ、親族等の数討、評議員

の総数の3分のlを超えて含まれてはならなし、．

3 評議員は、役員又は職員を兼ねることはできない。

第5章評議員会

第17条理事長は、定時評議員会を、毎年O回、 0月に開催す

る。

• 2以上回都道府県の区域にお

いて病院、診療所又は介護老

人保健施設を開設する医療法

人については、主たる事務所

の所在地の都道府県知事に届

け出るものとする．

・評議員は理事の定数を超える

数とする．ただし、都道府県

知事の認可を受け理事が1人

又は2人の場合にあっては、

3人以上とする．

・評議員四襲族等とは、次に掲

げる者とする。

①評議員のいずれか1人

＠①に掲げる者の配偶者及

び三親等以内の親族

＠①に掲げる者と婚姻の届

出をしていないが事実上婚

甥関係と同様の事情にある

者

＠①に掲げる者の使用人E
び使用人以外の者で当該評

議員から受ける金銭その他

の財産によって生計を維持

しているもの

＠③又は＠に掲げる者四親

族でこれらの者と生計をー

にしているもの

2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時評議

員会を招集することができる．

3 理事長は、総評議員の5分のl以上の評議員から評議員会

の目的である事項を示して評議員会の招集を請求された場合

には、その請求があった日から20日以内に、これを招集し

なければならない．

4 評議員会の招集は、期日の少なくとも5目前までに、その

評議員会の目的である事項、日時及て瑚所を記載し、理事長

がこれに記名した書面で評議員に通知しなければならない．

第四条評議員会の議長｝士、評議員の互理によって定める．

第四条次の事項は、評議員会町議決を経なければならな＇＇.

（！）寄附行為の変更

(2）基本財産の設定＆WI.扮（担保提供を含む。）

白）毎事業年度目事業計画の決定又は変更

(4）財産の取得又は改良に充てるための資金の保有額の決定

及工廠崩し

(5）将来の特定の事業の計画及び変更並びに特定事業準備資

金の積立額四決定及び取崩し

｛的収支予算及び決算の決定又は変更

。）重要な責産の処分

但）借入金額の最高限度の決定

但）理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

の決定及び変更

(10）本財団の解散

(11）他の医療法人との合併契約。締結

2 その他重要な事項についても、評議員会の議決を経ること

ができる。

第四条評議長会は、総評議員の過半数の出席がなければ、そ

の議事を開き、決議することができなu、．
2 評議員会の議事は、法令又はこの寄附行為に別段の定めが

ある場合を除き、出席した評議員の議決権の過半数で決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる．

3 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わる

ことができなu、
第 21条評議員は、評議員会において1個の議決権及t月霊挙権

を有する。

第22条評議員会においてr:J:.あらかじめ通知のあった事項の

ほかは議決することができなu、。ただし、急を要する場合は

この限りではな＇＇・

第23条評議員会の議決事項につき特別の利害関係を有する評

議員は、当該事項につきその議決権を行使できなu、．
第 24条評議員会の議事については、法令で定めるととろによ

り、議事録を作成する．

. 5分の1の割合については、

これを下回る割合を定めるこ

とができる．

－招集の通知は、寄附行為で定

めた方法により行う。書面の

ほか電守的方法によることも

可。



第25条評議員会の蕗事についての締則は、評議員会で定める。

第6章役員

第25条本財団に、次の役員及び評議員を置し

(1）理事 6名以上041以内

うち理事長14¥

ω監事 241以上O名以内

第27条理事且び監事は、評議員会の決議によって選任する．

2 本財団の役員を選任するにあたっては、理事は6名を、監

事はZ名をそれぞれ下ることがなく、かっ、親族等の数は、

役員の総数回3分の1を、他の同一町団体の理事等の数は、

理事且び監事のそれぞれ回数の3分の1を超えて含まれはな

らない．なお、監事については、他の役員の親族等が含まれ

てはならなu、。

・理事は6名以上、監事は24¥

以上、評議員は理事の定数を

超える数を置かなければなら

ない．

・役員の親族等とは、次に掲げ

る者とする。

①役員のいずれか1人

②①に掲げる者の配偶者及

び三親等以内の親族

＠①に掲げる者と婚姻の届

出をしていないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある

者

＠①に掲げる者の使用人及

び使用人以外四者で当該役

員から受ける金銭その他の

財産によって生計を維持し

ているもの

＠＠又は＠に掲げる者の親

族でこれらの者と生計をー

にしているもの

－他の同ーの団体由理事等とは、

次に掲げる者とする。

①他の同ーの団体（公益社

団法人又は公益財団法人又

は医師会、医会Eび学会等

の医学若しくは医術又は公

車衛生に関する学術団体で

あって法人格を有するもの

（医師以外をその構成員と

するものを除く．）を除く．

以下岡弘）の理事又は使凋

人である者

＠他の同ーの団体の理事以

外の役負｛法人でない団体

で代表者又は管理者の定め

のあるものにあっては、そ

の代表者互は管理人）又は

業務を執行する社員である

者

3 理事長は、理事会において、理事の中から選出する．

4 本財団が開設（指定管理者として管理する場合を含む。）す

る病院（診癒所、介護老人保健施設）の管理者は、必ず理事

に加えなければならない．

5 前項の理事は、管理若の職浩退いたときは、理事の職を失

うものとするイ

6 理事又は監事のうち、その定数の5分のlを超える者が欠

けたときは、 1月以内に補充しなければならな均九

第四条理事長は本財団を代表し本財団の業務に関する一切

の裁判上JUJ；裁判外の行為をする権限を有する。

2 理事長は、医療法人の業務を執行し、

（例1) 3箇月に1回以上、自己の職務の樹拘状況を理事会

Ir報告しなければならな＇＇＂
（例2）毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の

職事の新T白状況を理事会に報告しなければなら加、

3 理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ定めた順

位に従＂・理事がその職務を行う。

4 監事は、次の職務を行う．

ω本財団の業務を監査オること．

ω本財団の財産の状況を監査すること．

ω本財団の業務又は財産白状況について、毎会計年度入監

査報告書を作成し、当談会計年度終了後3月以内に評議員

会lk.U'o理事会理事に提出すること．

ω第1号又は第2号による監査の結呆、本財団の業務又は

財産に闘し不正の行為又は法令若しくはこの寄附行為に違

反する重大な事実があることを亮見したときは、とれを0

0県知家評犠員会又は理事会に報告すること．

(5）第4号の報告をするために必要があるときは、理事長に

対して評議長会の招集を請求するとと．

(6）理事が評議員会に提出しようとする議案、書類、その他

の資料を調査し、法令若しくはこの寄附行為に違反し、又

は著しく不当な事項があると認めるときは、そ白調査の結

果を評議員会に報告すること．

・病院、診療所又は介護老人保

健施設を2以上開設する場合

において、都道府県知事（2

以上の都道府県の区域におい

て病院、診捺所又は介護老人

保健施設を開設する医療法人

については主たる事務所の所

在地の都道府県知事）の認可

を受けた揚合i士、管理者（指

定管理者として管理する病院

等の管理若を除く．）の一部を

理事に加えないことができ

る．（法第 45条の5第6項審

照）

・理事の職への再任を妨げるも

のではな＇＇ o



5 監事は、本財団の理事、評議員又は職員（本財団の開設す

る病院、診療所又は介護老人保健施設（指定管理者として管

理する病院等を吉む．）の管理者その他の職員を吉む．）を兼

ねてはならない．

第四条役員の任期は2年とし、 tだし、再任を妨げな~＇.
2 補欠により鼠任した役員の任期は、前任者の残任期間とす

る．

3 役員は、第26条に定める員数が欠けた場合には、役員の伝

期又は辞任lとより退任した後も、新たに退任された者間就任

す石まで、な＂＂役員としての権利義務を有する．

第30条役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の

決議によって解任することができる．ただし、監事の鱗3佳の

決議は、出席した評議員の議決権の3分の2以上の賛成がな｜・ 3分の2を上回る割合を定め

ければ決議することができない． ｜ るとともできる。

ω 職務上町義務に違反し、又同様務を怠ったとき．

(2) 4骨の故障のため、職務の新？に支障があり、又はこれ

に埴えないkき。

第31晶役員の報酬については軍瀦実態に即して支給すること

とし、役員又は評議員の地位にあることのみによっては支給

しない。

第32条役員の報酬等は、 ~ljに定める基準により支給する。
第33条理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理

事当主において、その取引について重要な事実を開示し、その

承認を受けなければならない．

(1)自己又は第三者のためにする本財団の事業の部類に属す

る取引

(2）自己又は第三者のためにする本財団との取引

(3）本財団がそ由理事由債務を保証することその他その理事

以外の者との聞における本財団とその理事との利益が相反

する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なしその取

引についての重要な事実を理事会に報告しなければならな
u、。

第34条本財団は、役員が任務を怠ったことによる損害賠償責｜・本条を規定するか否かは任意

任を、法令に規走する額を限度として、理事会の決議により

免除することができる。

2 本財団は、役員との間で、任務を怠ったことによる損害賠

償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重

大な過失がないときに、損害賠償責任の限定契約を締結する

ことができる．ただし、その責任の限度額は、 0円以上で本

財団があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額と

のいずれか高い額とする．

第7章理事会

第36条理事会は、すべての理事をもって構成オる．

第四条理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次

の職務を行う．

(1）本財団の業務事前の決定

ω理事誌の職務の射すの監官

。）理事長の選出及び解職

(4）重要な資産の処分及口預受けの決定

（的多額の借財の決定

（同重要な役割を担う職員の選任及び解任の決定

(7）従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び船主の

決定

第37条理事会は、理事長が抱擁する．理事長が欠けたとき又

は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する．

2 理事長I宜、必要があると認めるときは、いつでも理事舎を

招集することができる．

3 理事会を構成する理事の3分のl以上から連名をもって理

事会の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長部

理事会を招集しなければならなu、．
4 理事会の招集は、期日の1週間前までに、各理事及t絡監I・ i週間を下回る期閣を定める

事に対して理事会を招集する旨の通知を発しなければならな！ こともできる．

b、．

5 前項にかかわらず、理事告は、理事及び監事の全員の同意

があるときは、招集の手績を経ることなく開躍できる。

第四条理事会の議長は、理事長とする．

第四条理事は、理事会において各1伺の議決権汲び選挙権を

有する。ただし、理事会町議決事項につき特別の利害関係を

有する者は、当該事項につきその議決権を行使できない．

第40条理事委の決議l士、法令又はこの寄附行為に別段の定め

がある場合を除き、議決事項について特別の利害関係を有す

る理事を除〈理事由過半数が出席L、その過半数をもって行｜・過半数を上回る割合を定める

う． ｜ こともできる．

2 前項の規定にかかわらず、第四条第1号から第8号までに

掲げる事項は、理事会において特別の利害関係を有する理事

を除く理事の3分のZ以上町多数による議決を必要とする．

3 第1項の規定にかかわらず、理事前理轄の決擦の目的で｜・柑を規定するカ明暗蹴

ある事項について提案した場合において、その提案について

特別の利害関係を有する理事を除く理事全員が書面又は電礎

的記録により同意の劃思表示をしたときI主理事会の決議が

あったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議

を述べたときはこの限りでない．

第41条理事会の議事については、法令で定めるところにより、

議事離を作成する．

2 理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名L-.I・署名し、又は官協押印する者

又は記名押印する． ｜ を、理事会に出席した理事長



第42条理事会町議事についての細則は、理事会で定める。

第8章寄附行為の変更

第43条この寄附行為在変更しようとするときは、理事及び評

議員の総数のそれぞれ3分のZ以上町議決を経、かつ、 00
県知事の認可を得なければならなu、

第9章解散及び合併

第44条本財団は、次に事由によって解散する．

ω目的たる業務の成功の不能

(2）他の医療法人との合併

(3）破産手続開始の決定

（叫設立認可の取消し

2 前項第1号の事由による解散は、理事及び評議員の総数の

それぞれ3分Q)2以上の議決を経、かつ、 00県知事の認可

を受けなければならない．

第45条本財団が解散したときは、合併及V'll握手続開始の決

定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただ

し、評膳員会の議決によって評議員の中からこれを選任する

ことができる．

2 清算人は、次の各号に掲げる職務を好い、又、当該職務を

行うために必要な一切の行詰をすることができる．

（！）現若田結了

(2）債権の取立て及び債務の井済

(3）残余財富田引渡し

第岨条’本財団が解散した場合の残余財産は、合併及て服産手

続開始の決定による解散の場合を除き、国若しくは地方昔共

団体又は他の桂会f医捺法人に帰属させるものとする．

第47条本財団は、理事及び評議員の総数のぜれぞれ3分の2

以上の議決を経、かっ、 00県知事の認可を得て、他の財団

たる医療法人又は社固たる医療法人と合併することができ

る。

第10章雑則

第晶条本財団の公告は、

（例1）官報に掲斡する方法

｛例2)00新聞に掲載する方法

（例3）電子公告（ホームベージ）

によって行弘

（例3の場合3
2 事故その他やむを得ない事由によって前項目電子公告をす

ることができない場合は、官報｛又は00新聞）に掲載する

方法によって行弘

及び監事とすることも可。

「竺干の蹄一一:cーl



~ 

平成00年00月00日

医療法人00会

理事妄 o o・ o 0 殿

0 0県 知 事

社会医療法人の認定について

貴法人から平成00年00月00日付けでされた医療法（昭和23年法律第205

号）第42条の2第 1項の規定に係る認定申請については、同条同項の要件を満たす

ものとして認定したので通知します。

なお、認定後においても、当該要件を満たさないとととなったと認められる場合に

は、この認定を取り消すこととなるからとの旨申し添えます。

注1 認定後2週間以内に主たる事務所の所在地において、 3週間以内に従たる事務所由所初出に

おいて、名称変更の畳記をすること．

注2 認定を受けた後速やかに、国税庁長官が定める届出書10本認定書司写L及び定款ヱは翻附行

誌の写し等を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出すること。

00亙E

平成00年00月00日

社会医療法人00会

理事長 0 0 0 0 殿

0 0県知事

社会医療法人の認定の取消について

貴法人については、下記のとおり医療法｛昭和23年法律第205号）第42条の

2第 1項第O号の要件を満たさないことが認められたため、同法第64条のZ第 1項

の規定により、社会医療法人の認定を取り消します．

言Cl

（取り消した浬由）

注1 定款又は寄附行為に規定された名称の変更及び収益業務の削除等について、定款又は寄附行

為の変更認可申諦を早急に行うこと．

注2.認定の取消しを受けた桂速やかに、国税庁長官が定める届出書に本認定取消書の写し及び定

款又は寄附行為の写し等を添付し、これを輯税地の所轄税務署長に提出すること．



ほ語通語晴造設轟友示体制lI 

医療法第42条のZ第 1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類

皇霊堂企」 印

住所：

以下のとおり相違ありません。

I 施設名 I ・ I 
I 搬の問 ｜ 

｜醐臨｜

1 診癌科目

｜｜科｜軒｜科｜軒｜科｜科｜

科目｜ 科｜ 科｜ 軒｜ 科｜ 科｜ 科｜

科｜科｜科｜科｜科｜科｜

2 許可病床数

｜一般｜聾養｜結輯｜精神｜瞳染症｜合許｜

｜室｜床｜室｜床｜室｜庶｜室｜底｜室｜床｜室｜床｜

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜  

3 構造設備
( 1 ）総括表｛設当する業務の区分及び所有する施設，設備等の口にチエツヴすること．）

業務の区分 施 設 設 備 等

口敏急医療 口集中拍策室 口分娩監規装置

ロ精神科救急医揖 口母＃肱児轟中治療智富盛 日新生児用呼眠循環監視遊軍

ロ災害医療 口窓佳児集中総療管理室 口超音並署断装置

口へき地匡聾 口器察室 口手荷室 口把置室 日新生児用人工換気装置

口病暁 ロ臨時検査値段 ロ エyタス揖器控室 口植量輸液装置口県育器

口へき耀軍軒家所 口問掬厨 口保護童 ロ面会室 ロ簡易ベッド 口携帯用医癌揖器

ロ周産期医揖 ロ専用開席［ 床） 口会第｝ ロ飲料水 ロ匡藁品

口小~歓急医聾 口置先的に憧用される摘尿 目白車揖電装置

口備蓄倉庫 ロ トPアージタッグ

口へFポート｛ロ懸地内口近接弾。 ロ救急局自動車

口医師住宅 口君曹日節住宅 口広核民害・救急医麗情報システム

(2）災害医療の確保に関する事業に係る病院の概要

区 分 構造の被要 耐震韮準 周盆の区分 室数

(3）へき地医療拠点病院に医師を派遣する場合、又I立開設するへき地診擁所田所在地の都道府県

において病院を開設する場合の当骸病院の概要

病院名 施 設 へき地診車芳而＝らの入院趨者叩呈入れ体制

ロ診察室 口手権室 口担置室

口臨床髄溺ミロエックス揖埋端室

口調剤所

ロ揖床控（ 店）

口医師住宅 口看唖師住宅

口器事室 ロ手術室 口処置室

口臨時検査措置ロエyタス線診車室

口調車防

目指床数｛ 床｝

口臨師住宅 口看謹師住宅

口器察室 口手争障室 口処置室

口臨床樟査強設ロエックス輝愚暗室

口開剤所

ロ摘床費支（ 床）

口医師住宅 口看護師住宅

※へき地医療拠点病院に医師を2置量する病院にあっては、（1）輯括表の r措置』欄の記輯と重複するため、本車

の『施設』欄は記車不要．



可

4 職種別従業員数

I~ 
I 養栄士 他主 針

定員

突入員

内特孫
膨係者

5 勤務体制

体
昼閣（15時現右ヨ 夜間何時現掴 休日 051時現由

制
専任 兼任 専任 兼 任 専任 兼任

医師
病院内

オンロール

内精神科医傍措訪
病院内

オンコール

内小児科医＠瑚
病桂内

オンコール

内道錫人科医伊描｝
病慌内

オンコール

薬剤師
病院内

オンロール

診療放射線設節
病院内

オショール

臨床検査技師
病韓内

オンコール

看護獅
病院内

オンョーール，

合 ，十
病院内

オショール

内放急厚遇民伊詩司自 病院内

｛縛持帯救急医鎌倉むJ オンロール

内照産潮医療伊訪問。
信龍内

オショール

内小児数急医療惇描｝
病韓内

夏ドンコ』＿，レ

6 その他の体制
（！）精神科救急医療の場合のみ
・精神樺健：＆：a精神障害者福祉に関する世講噛市規則第5条の2第1号に基づく都道府県知事の指定の有摂（有・無）
・精縛暢健及<1*耐申障害者福祉に関する世話軸斬す葺視lj第5条の2揮8号に基弓〈常時量規？する指定涯の人世（ 人］
(2)j込書匡躍の場合のみ
・見書lli¥遣匡車チーム（DMAT）の有帯傭・無）

f務付書類（構造設備及び体制）Jの記載要領

1 各表共通

市詩書又は決算届に言噂した救急医療等確煤事業を行っている病院（診療所）毎に詑較すること．

2 『2許可病床数I
医療法に基づき「患者収容定員」として使用許可を受けている「前司病床J回数を記較すること．

3 「3構珪鍛備J

(1）『（1）総括和には、該当する業務の区分（複数の基準に該当する場合はその全て）及口空青青する施設

又は設備等の口にチェックすること．

(2）『（2）災害医療の確保に関する事業に係る病院の概要Jは、以下のとおり言百検すること．
① 「区分」欄には、建物の棟等の異なるごとに、その建物の名称（例えば、本館、第1外来診療棟、
第1病棟等）を言首骨するとと。

② 「構造の概要』柵には、その建物の構造の概要（例えぽ、鉄筋コンクロート3階建、木骨モルタル

造2階建等）を記載すでること．
＠ 『耐震基準」捕には、「耐震基準を有する」又は『耐震基準を有しな＞＇ Jを言首官すること。
※耐震構造を有する場合とは、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物であるか、昭和

56年5月31日以前に建築されtd鋤であっても、建築基準法（昭和56年6月1日樹子令改泊
に基づく耐震基準を満たすものや耐震補強工事等により新耐震基準を満たすものをいう．

＠ 「用途の区分」欄には、その建物の用途の異なるごkに、その用途（例えば、診察室、処置室、臨

床検査施設、エックス線診療室、調克服芳、病室、医師住宅等）を記載すること．
＠ 「量議む欄には、その建物の用途別の区分に応じ、その室数を記載すること．

(3）「（3）へき地医療拠点病院に医師制商量する場合、又は開設するへき地診療所の所吉池田都道府県民

加、て矧院を開設する場合の当梯青院の概要Jには、医豊臣法第42条の2第1項第5号叩要件に該当す

るへき地診療所の所在地の都道府県において、当該医療法人出開設するすべての欄院について言2i較する

こと．
① f揖設j欄には、該当する施設のロにチェックすること（へき地医療拠点病績に医師を派遣する病
院にあっては、（1）総括表に記載済みのため記載不要）。

② 「へき地からの入院事者の受入れ体制J欄には、その具併骨な体制（例えば、病院j開院時間におけ
るへき地の患者の受け入れ併来、入院、検査等）の可否、 00病院が所有する患者輸送車により搬
送できる体制、情報システムにより診療を支援できる体制等）を詑撤する・：：1:.. -
なお、へき地医療拠点病院へ医師を派遣する病院にあっては、へき地医療拠点病院Dからへき地診療

所ハ羽田宣された医師との連携を図るため、へき地診療所で対応困難な場合帯において、当翻両院の窓
口を経由して対応可能な医師等に相談し、必要な助言・指導を受けられる体制（例えば、『担当窓口．
00室、対格方法：へき地診療所からの応援要請（へき地医療拠点病院を経由する場合を古tf.）に対
して対応可詑な医師等に院内PHSで連絡し、適切な助言指導を行う。jなど）についても吉田依するこ

と. I 

4 「4聴権別従業員数J ｜ 

(1）自丘に終了した会計年度φ末日における人数を記載すること．

(2）特殊関係者とは、医療法みの設立者、理事、監事、社員若しくば評議員似下『設立者等Jという．）

又はこれら白者と親族等の関係を宥ずる者をいう．なお、親族等とは、次の者をいう．
①設立者等回目偶者及び三親等以内町親族
②設立者等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
＠設立者等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維

持しているもの
＠ ロ又はハに掲げる者の親展でこれらの者k生計をーにしているもの

s rs勤務体制」

(1）休日（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和周年控講場178号）第3条に規定する休日及び年末年



始の日（1月1日を除く 12月29日から1月3日まで）を指すこと．）の欄には、部丘に終了した会計年

度の最轄の体日における勤務体制を記載すること．

(2）昼間、夜間の欄には、直近に終了した会計年度の（1）の休日を除く最終の日における量証書体制を記

、脅すること。

(3）専任とは、救急医療（精神科教急医療）、周産期医療又は小児教急医療を担当するために毘置された者

を指す。

｜添付書語1三 1（救蚕雇面1

医療法第42条のZ第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類

申請者名． 印

隼一一亙4

以下のとおり相違ありません。

寸
〔時間外等加算割合〕

匡 分 6歳以上の併載 6揖未満の件数 合 香十

初器科の算定例噴 件 件 A 件

内時間外却算の揮定輔教 件 件 ① 件

肉体帥曜の算定件数 件 件 ＠ 件

内樺夜加算の算定件数 件 件 ＠ 件

内開占外加揮の特倒町第定時世 件 件 ＠ 件

時間外専加算割合｛（①＋R＋＠＋c） /A) % 

［記載上の芭ヨ軍事項｝

O 直近に終了した3会計年度における初診料（診療報酬の算定方法（平成18年厚生労働省告示揮92号）別表

掃区分番号A問。に掲げるものをいうJの算定併撃を悶検すること．

匿歪到
0 開問外等訓算件数明細表



｜時間外等加算件数明細表｜

｛自平成年月 日 歪 平 成 年 月 日）

匹 分 6揖以上町僻世 6歯車輔の件量

初器科の算定性教 件

内時間外カ携の算定科教 件

内体同噂の草定件数 件

内樺直加主専の揮定俗世 件

内時明外加算の特倒の算定何世 件

（自平成年月日至平成年月日）

匡 分 6車以上田侭帯 6輩未満の併教

初診輔の算定件数 i 件

内時間外却揮の算定輔教 件

内休日加算の算定併噴 件

内深夜加事の算定併噴 件

内聞朝方嚇の特倒の揮定件費k 件

（自宅成年 月日至平成年月日）

区 卦 6量以上の併普段 6歳未満の件数

初診科の算定件教 件

内時間外カ噂の算定相教 件

肉体S1J01摩町算定併教 件

内需夜苅嘆の事定締z量 件

内時間外却算の特倒の算定得世 件

（合計）

区 分 6歳以上の件数 6樹舗の再教

初語輔の算畳件数 件

内時間外車噂の算定件数 件

内体日加算の算定件数 件

内揮夜加算の算定併章 件

内時間外力噂の特倒の算定件数 件

信萌t上の注意事窃

0 （古管刊の表以外については、会割年度毎に宮古慣すること．

•F 

合 計

件 件

件 件

件 件

件 件

件 件

合 計

件 件

件 件

件 件

件 件

件 件

合 針

件 件

件 件

件 件

件 件

件 件

合 計

件 件

件 件

件 件

件 件

件 件

市両嘉戸玄磁器船｜

医療法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類

以下のとおり相違ありません。

｜ 甫院 名 ｜ 

｜ 病院間宮醐 ｜ 

｜臨臨｜

〔夜間等救急自動車等搬送件費目

消防櫨聞の殺意自動車による搬送件数

車重重企」

隼一一亙4

医症施置が保有する敬意用自動車による描港併骨

民間会社が保有する救急用自動車による搬送件数

ヘリコプターによる極量件量

合 香十

3会計年度平均

（記載上の註奪事項）

① 

② 

＠ 

＠ 

印

件

件

件

件

件

件

0 直近に終了した3会計年甚における夜摘｛午後6時和ら翌日の午前8時までとし、体日を除くJ及び体日（日

曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年畢斧持事178号）草3条に規定する体日且v年末揮始の日（1月1

Rを偉く 12升29Sから1月3Sまで）且びま：曜日又はその揖薯日）の救増綿繕件数を宮百世すること。

匿霊到
O 在間等救急自動車！等鍛送件章生明細表

0 夜間等救急自動車等搬送件数を在萌する書類（枇呈撮珪証明書等の写し他者の氏名及び住所に保訂E殺の部

分については、楠去等の先盟をすること.））



｜言問事扇面扇轟麗繭明顧1

（自平感年月 日 至 平 成 年 月 日）

消防揖聞の救急自動車による撮珪件費度 件

E療施設が保宥する救急用自動車による錨港併世 件

民間会社が県有寸る救急局自動車による世浩件費k 件

へPコプターによる撞珪件数 件

（自平成年月 日至平成年月日）

梢臨櫨闘の敷地自動車による郷措併教 件

医療施世が保宥する救急用自動車による蝿浩件数 件
、

Mo品全省:il＇保有する救急周自動車による録送件強 件

へPコプターによる蝿畳件数 件

（自平成年月日至平成年月日）

消防措国の救急自動車による担能付世 件

医療施設が保有する救急凋自動車による撮港件数 件

民澗会社が保有する救急用自搬嘩による搬港併唖 件

へリロプターによる搬畳件数 件

（合計）

摘勝揖聞の教亀自動車による世送件数 件

E産施設が保宥する救急周自動車による揖送件数 件

民閉会社が品有する救急凋自動車による搬送科教 件

へ9~プターによる搬珪件批 件

（配紙上の注意事国

0 （合貯）の表以外については、会計年車毎に置噂すること．

｜語肩書類1-3（精神科救急医療）｜

医療法第42条のZ第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類

以下のとおり相違ありません。

｜云云 4 I 
｜ 描院の帝醐 ｜ 
｜ 醐保問 ｜ 

〔時間外等診療件費出

区 分

時間休加算の算定併教

休日力嘆の算定件数

理夜方自揮自尊定件数

時間開放揮の特明の算定例世

呈謹章迄」

住所．

初器科 再診料

ω 血）

／ 件

件

件

件

時閉＃器官井数（①＋＠＋＠＋申）

（吉田肱kの注意事司自

件

件

件

件

O 臨丘に栴了した3会計年度における時間外等罷療情教をZ白骨すること。

塵亘週
0 時間外等診揮科教明細表

印

内電話等による 合 計

再器軒 （凸 仏illーC)

件 ＠ 件

件 ＠ 件

件 ＠ 件

件 ＠ 件

＠ 件

O 精神保健及び精粋陣答者稿訟に関する桂樟（昭和25年法縄場12 3号）第33条の4の草淀に基づく応急λ

院指定措院である旨を証明する書類（椙定書等の写し｝を冊付するこ~－

［精神科救急医療圏〕

精符唱歌急医揖圏4'. 人

＠ 人 （統針費名

人口1万人封時間外管診時件数⑬川直 "10，叩0)

（記龍kの注書事現

ロ

人

0 臨丘に公表された国勢調査又は人口推計年報線開炉首統計局）による都道府県又は市区町判官1の人日韓散の合

制噛を記官すること．



｜時間外等診察件数明細蚕司

（ 自平成年月日至平成年月日）

初診軒 再診軒
区 分 ω ｛防

時間外却揮の算定件数 件 件

体日加揮の算定科教 件 件

時夜恕揮の揮定符教 件 件

時「制力噂の特例の算定件数 件 件

（ 自平成年月日至平成年月日）

巨 分
初器科 再器科

ω 個）

時明外加算の算定件数 件 件

休日車噛の算定件普段 件 件

樟割噂の算定併噴 件 件

時閣外却携の特例の算定件数 件 件

（自平成年月 日 至 平 成 年 月 日）

匡 分
初診料 再宮参軒

ω (B) 

暗耐陥車庫の算定件数 件 件

体同噂の算定持参政 件 件

深夜方噂の揮定輔教 件 件

時間外加算の特例の算定科教 件 件

（合計）

匡 分
初診軒 再診料

ω ＠） 

民抑制力噂の算定利骨 件 件

体日却揮の算定件数 件 件

時樹耳障の算定輔教 件 件

開制加算の特例の算定骨骨 件 件

｛時祉の詮議事羽

0 （合計｝の表日外については、会軒年度録に記輸すること．

内電話等に 合 計

よる再華（C) (Ml日）

件 件

件 件

件 件

件 件

内電話等に 合 計

よる再審 ω 仏＋B-<:) 

件 件

件 件

件 件

件 件

内電話等に 合 許

よる再器（C) (A切ーC)

件 件

件 件

件 件

件 件

内電話等に 合 計

よる再審（凸 (A+B-<: ) 

件 件

件 ｛牛

件 件

件 件

｜云付書類2 （災害医療）｜

医療法第42条のZ第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類

以下のとおり相違ありません。

｜ 病院名 ｜ 
｜ 病 院 時醐 ｜ 

｜開問 ！｜

皇霊堂企」

隼___jfu

［時間関等加算書合又は夜間等救急自動事等搬送件紡

印

DI嵩f-t書類1-1（教皐医療）民団置付書類1-2（融畠医療日H認識し、提出保付費軒を吉弘）すること．

(DMAT専問彦等の実積〕

訓融又は研修
参加者の世職名

実施者名 罰桂文岡玲蹄 実施日Zは湧訪節句閉

（記載上の注意事項

0 E丘に持了した会計年度における防焔陣［都道府県又は国）又は研修（DMAT・穆醐の割賦担を記輸す

ること．

隆盛週
O 司植又は寄曜に歩加したことを証明する書類惜ヴ柾又は実施者からの歩加依頼主等の写し（個人品繍は消去

すること.p

［都道府県文は国からの災害派遣チーム（DMAT）の派遣要請への対応］

捕腰輔自時 踊宜先｛彼民地 冊遣者数 E商畳要諦拒否の理幽

｛ま蛾上の註宜事項

0 過去の総置要時への枇串について結依すること。錨去において罰司D!摘がない場合は記韓する必要はな凡）

0 u両蹄樹式医師O名、看瞳師Of,のように詑輩すること．



｜添幅扇－ 1 雨屯医療）l 亘睡孟画面

医療法第42条のZ第 1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類

皇蓋盤」 印

以下のとおり相違ありません。

病院名

へき地医療拠点病院の指定 （有 ・無｝

荊民間所在地

管轄保健胃格

［へき地に所在する診療所に対する医師の延べ派遣日初

支援診療F陥 初種目数 据遣匡師事女 医師の延ペ据遣日散

日間 人 人目

日間 人 人目

~ 日間 人 人目

日間 人 人目

日開 人 人民

合 計 ※ 人目

※ 「医師の延4雨量日数J'1)合酢柵は、＂人目乱上（へき地医療技協謀説の指定を畳けている担金 E揮濯誌にあ

って~他の医療世人から医師の宮市宜を呈けて行われたへき描診揮所に対する医師同E荷量の恐苛雨量日韓は肱＜.）

であること．

億車上の註軍事羽

0 il!i丘に終了した会計年度におけるへき地に百琵<-rる畢療研（当苗匡車法人が聞股瓦昨指定菅理書として管理す

るものを除くJに対する医師町延べ派遣日散を昭世すること．

0 当醸描涜問所富抽の都道南県において行っている匡節団忌置について詰較すること．

匿童週
0 医師据遣明細表

O へき地に所在する酷場閉Tに討する医師の延〆9荷量回数を証明する書類白司董1診療所との協定書帯の写し）

富市宜日又岡田鶴間 派遣日数 書面銑｛普療所名） 百礎医師世
医師の延べ 呈器可飽

派遣回数 酷露科目

日間 人 人日

日間 人 人目

H問 人 人日

日間 人 人目

日問 、 人 人目

日間 人 人日

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 人 人日

日間 人 人目

日開 人 人目

合 計 人日

（記韓上の注意事窃

0 派遣日は r＇！＇.強O年O月O町、旅遣期聞は f平成O年O月O日～'I'.成O年O月O日J と記載す昂こ~.

0 畳器可能音量寵科目は諏遺医師が実際に診捧できる科目を全て記韓ずること．



｜添調書類！3＝－亙予蚕函雇語1

医療法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類

里謹主主」 印

主一一底i

以下のとおり相違ありません．

病院名

へき地匡聾拠点病院の指定 （有・軒）

病院の所在地

管糖保瞳所当包

〔へき地に対する巡回診療の延べ診療日数］

地区高惨事場開 診聾日聖女 器属医師敷 延ペ診揖日数

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 人 人目

合 計 ※ 人目

提 「延べ診療日数ヨの合剖柵は、53人目以上（へき地医療粗点病院の指定を畳けている担金医療法人にあっては、

他の匡揮監誌から医師町踊置を畳けて行主ホたへき地における巡回診療の延ベ診報回数は除く．）であること．

但ヨ艦上の注意事窃

0 直近に終了した会計年度におけるへき地に対する過E踏療の＇li1~1掛目散を配置すること。

O 地区名欄に地区洛及び診撞揖所（00公畏盤朝を（ ）番でIOI検すること．

0 当詰持暗寄河湾荏EJl!の都道府県において行っている巡図書参療について官白骨すること．

匿圏
0 巡回畢療明細表

0 へき地に対する巡回器揮の延べ審曹日散を恒明する書類骨剛健計画書等）

四旦塑塑塑窒」

宮参 療 "' "' 受診可能 畳語延
診曜日又は診曜期間 署捜回数 巡回先｛塾療場開

医師数 酷曜日数 診揖科目 患者数

日間 人 人日 人

日間 人 人目 人

日間 人 人目 人

日間 人 人目 人

日間 人 人日 人

日間 人 人目 人

日間 人 人目 人

日間 人 人目 人

日間 人 人目 人

日間 人 人罰 人

日間 人 人目 人

日間 人 人目 人

日間 人 人日 人

日間 人 人目 人

日間 人 人目 人

日間 人 人目 人

合 軒 人目

（配車上の注意事司

O 静療日は『平成O年O月O町、普療期聞は「平成O年O月O日～平成O年O月O日J~記輸すること．

0 畳診可能診療科町首墨田塾療に従軍した医師が実際に診療できる科目を全て記除すること．



｜寝付書類3-3 （.へき地医療） l 1へき地診療所診察日明細表｜

医療法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類

以下のとおり相違ありませんa

I 診醍晴名 ｜ 
｜ 閥の問 ｜ 

｜ 菅轄保障耐 ｜ 

［へき地診療所診療日朔

診聾日散［年間）

日間

（記載上の注意事明

申請者名 印

隼~」

病院等への救急搬送対応唱況

撮送件費k 掘珪手段 揖 送 先

件

O 畠丘に轄了した会酎年度におけるへき地骸療所の診車日韓等を記較すること．

匿霊翻
0 へき地酷爵居時釘寮日明縮瞳

器E駐日又は華麗期間 器症時制 器療日韓 量揖匡師輩
呈診可能 畳器延べ

診寵科目 車者数

日間 人 人

日間 人 人

日間 人 人

日間 人 人

日間 人 人

日間 人 人

日間 人 人

日間 人 人

日間 人 人

日間 人 人

日間 人 人

日間 人 人

日間 人 人

日間 人 人

日間 人 人

合 計 日間

（置議上の註軍事事羽
O 静寂日は「平成O年O月O町、診揚欄聞は『平成O年O月O日～黒成O年O月O日jと記斡すること．
0 畢療時聞は『午前00時から午後00時まで」のように記載すること．
O 酷療日韓は普車時間の長短にかかわらず、静寂を行った日韓を記載すること．
0 畳器可能器療科目位当該へき地謹持車開とおいて笑障に畳診できる草場瞬目を全て由倹すること．



｜添付書類語三瓦1示吾面雇事1

医療法第42条のZ第 1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類

申請者名 印

住所：

以下のとおり相違ありません。

医療法人名

病院名

荊院所在地

へき地産聾拠点病院

百拍立也

へき地器療所唱

所在地

管轄保健所名

［へき地医療拠点病院に対する医師の延べ派遣日劃

支援〈！き地医聾
眠遣日数 据遺医師f融 医師の延ベ派遣日世

晶点病院名

日間 人

日岡 人

， 日間 人

日間 人

日間 人

合 計 ※ 

諜 f医師の延べ据量日数jの合計欄は、 1田人目以上であること．
t舗U＜＞注意事司自

0 車道に帯了した会計年度における、へき地医書世点病院に対する医師の延ベ据遺日離を記輯すること．
0 当該病院問所在地の都道班県白へき地医療拠調青院に討して行っている医師時遣について担検すること．

匿彊君
0 医師派遣明細表

人目

入国

人日

人目

人日

人目

O へき地医揖抱車購読に対する医師の延吋百宜日教を在萌する書類伎畢へき地匡聾拠点病f院との協定書等の写
し｝

「医嗣福扇語表1当該病院→へき地医療拠点病院）｜

踊童図又は踊置期間 据遣日数
提遣先

宮越医師量生
医節の延ペ 畳静可能

｛へき地医療拠点病欝描｝ 派遣員数 診車科目

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 人 人日

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 l 九 人日

日間 人 入日

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 人 入院

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 人 人目

R閑 人 人日

日品T 人 人目

合 計 人R

｛配離上月注意事項

0 派遣問主「平成O年O月O町、派遣期聞は［ljl，成O年O月O日～平成O年O月O日j と官白世すること．

0 畳器可能器療科目岡田宜医師が実際限雷揮できる科目を全廿百世すること．



［へき地医療拠点病問もへき地診療所に対する医師の延吋雨宜日劇

支援へき地診揮所名
百砥日韓

百雨量医師量
医師の延ベ派遣回数

（うち、純増日掛 ｛うち、新甜日掛

日間
人

人目

伶捕 日間） （純増 人目）

日間
人

人目

ゆ母国 日開） ＠醐 人日）

日間
人

人日

仰醐 日間｝ 櫛瑚 人同

日間
人

人日

伶智歯 日間） 偽湖 入国

日間
人

入日

傍醐 日間） 備増 人目）

合 計
目問 業 人目

備増 日間｝ 仰凶 人目）

※ 『医師回世く据遺日数jの傍恕省 人目）の合計梱は、 1冊人目以上であること。

｛記載上m註意事項）

0 i03丘に終了した会計年度における、当該へき地医療拠点劇院からへき地島療所に対する臨師の延吋種目散を

11出離すること．
0 当世へき地医揖拠点病院の晋花田告の都置府県のへき地語揖所に対して行っている医師四喧について記韓すると

と．
6 備増 日間）には、臨丘に酔了した会針年症に制する、事該へき地匡聾拠点病院からへき地診療所に対

する医師の派遣日教のうち、当詰医揖法人から医師の踊宜を畳けて行われたへき地酷療所に対する匡師の時遣日

散を記離すること．

匿璽君。医師派遣明細表

O へき地診訴耐に討する医師の延式折櫨日数を在明する書類｛へき地匡易蝿点描院とへき雑措療新との協定書等

の写し）

｜ 雇 翻 福 繭 蚕 ｛ へき地医穣拠点病跨吟へき活語京両寸

派遣日数 総量先
医師の延べ

畳器可能
古田童日又は欄期間 振遣曜師数 派遣回数

（うも、終噛日掛 ｛へき地診家開
（うち．純治日掛

診寵科目

日間
人

人目

櫛滑 日間） 伶醐 人目）

日間
人

人目

伶醐 日間） 仰醐 人日）

日間
人

人日

般開 日間） 備b目 人的

日間
人

人日

ゆ醐 日間） 傍醐 入国

日間
人

入院

偽醐 日間） 傍開 人日）

日間
人

人目

備増 日間｝ 骨随 人目）

日間
人

人日

仰醐 日間） 飽醐 入国

日間
人

人目

傍開 日間） 傍醐 人間）

日間
人

人目

備滑 日間） 傍捕 人目）

日間
人

人目

ゆ槻 日間） 像機 人目）

日間
人

人目

（純科目 日間） 伶繍 人目）

日間
人

人目

傍醐 日間｝ 保闘 人目｝

日間
人

人日

傍捕 日間） 傍醐 人日）

日間 人目

（純糟 日開）
人

（終甜 入国

日間 人目

旬開 日間｝
人

傍鯵包 人的

合 書十
飽醐

人目

人目）

（記載上の注意事項

0 派遣日は＇＇！＇：成 O年O月OSJ、既遣期間は f黒成O年O月OS～SJ'.成O年O月O日Jと規融するとと．

0 畳診可能静療科目胡苗宜医師が実際に診寵できる科目を全て語検すること．



三｜添付書類3-5 （へき地医療）｜

医療法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類

里遺室主」 印

盆一一亙4

以下のとおり相違ありません．

医療法人名

荊院名

荊院所在地

へき地医聾拠点病院名

病院問所在地

管轄保健所名

［へき地医療拠点病院に対する医師の延べ総量回数］

主語ト、き地直麗
掠童日数 派遣匡師量 医師の延ベ派遣日世

担点病院名

日間 人 人目

日間 人 人日

日間 人 入国

日間 人 人目

日間 人 人目

合 計 ※ 人目

t 一一一一一．一一一一
諜 f医師の亙ド据置日数j町合計概は、 1田人目以上であること．

慌犠上町注意事羽

0 記丘に終了した会酎年度におけるへき地医療拠点病院に対Tる医師の延吋種目散を記検すること．

0 当該捕鯨の百話曲の都道府県舟へき地医療彊点病院に対して行っている匡師町遣についーヴE枕すること．

医盈週
0 医師時遣明細表

0 へき地医揖拠点病院に対する医師の延吋碕日数を柾明する書類（支援へき地医揖拠点病院との協定書等の写

し｝

｜医師派遣明細表（医脅法人→へき地医療拠点病院）｜

古田宜先
百植医師監

医師の延ペ 畳診可能
派遣日又は派遣期間 百種目数

［へき地医療拠点病被翁〉 派遣回数 畢療科目

日間 人 人民

日間 人 人目

日開 人 人目

日間 人 人目

日間 )( 人目

日間 人 人目

震関 人 人日

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 人 人日

日開 人 人目

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 人 人目

日間 人 人R

日間 人 人目

A ロ 百十 人目

信白旗上の注意事明

。耐宜日は『平成C坪O月O町、総量期間は『与噛O年O月oa～'I'，成O年OJlO日j !:Jla;駐すること．

0 畳語可能器露骨閉ま諦遣医師が実際に串療できる科目を全廿E載すること．



［へき地に対する巡回診療の延べ診療日劉

地E名 t普時場開
器療日散

語療医師事支
延ベ器療日韓

（うち、純増日書拍 （うち、科浦日書拍

日間 人 人目

偶湖 日間｝ 伶醐 人目）

日間 人 人目

傍醐 日間） 線開 人目）

日間 人 人目

傍醐 日間） ゆ醐 人目）

日間 人 人目

仰醐 日間） 伶捕 人目｝

日間 人 人目

仰醐 日間｝ ゆ醐 Jに日）

自問 ※ 人日
合 計

傍醐 日間） 構瑚 人目）

※ 『延ベ診廉日数』の像態省 入日）の合計柵は、 1由人目以上であること．

（記歳上の注意事羽

0 iil:近に終了した会酎年車における、当該へき地匡捷拠点病院からh き地に討する巡回器嘩の延ベ器廃日散を記

輸すること．

0 地区名欄に地区名及び静療揖所（O:l曲民館等）を［ ｝容で宮噂骨すること．

0 当該へき地医療拠点病院四百首弛の輔随府県において行っている避回器聾について吉田骨するとと．

0 傍砂曽 日間）に＂＇ λ直涯に終了した会副年度における、当誌へき地医療晶点病院からへき地に対する巡回

診曜回診擁日数のうち、当酷医療法人から医師の富市量を畳けて市フれた、へき脇謙所に対する医師の蓄積日散

を置晴すること．

匿歪週
0 巡回酷療明細表

0 ·~き地に対する巡回静寂同延べ睦療日散をliE朋する書類閣議計画書等）

属国噸扇面蚕下両一面嗣扇長巡面扇面7

普輯日数 巡回先 診 療 延 ’〈 畳診可飽 畳器延
診捧日又は愚療期間

（うち．純増日紛 （骨密場開 医師数 普療日数 器鹿科目 血者数

臼間
人 人目 人

（鋲甜 目問）

日間
人 人目 人

備淘 日間口

日間

検醐 日間）
人 人目 人

日間
人 人目 人

（脚首 日間）

日間

楓鴻 日間）
人 人日 人

日間
人 人目 人

備増 日間｝

日間
人 人目 人

ゆ醐 日間）

日間
人 人日 人

線開 日間）

日間
人 人目 人

傍拶首 日間）

日間
人 人目 人

樟依旬 日間｝

日間
人 人日 人

彼醐 日間｝

日間
人 人目 人

傍醐 日間）

・日間
人 人目 人

傍開 日間）

日間
人 人目 人

倒殉 日間）

日間
人 人目 人

保醐 日間｝

日開

的措 日間）
入 人R 人

合 計 人目

(IC載上の注意事羽

O 診曜日は「串成O'l'O月O町、診事夢見綱は「弔暁0年OJlO日～'I'.晶O年O月O臼」と百般ずること．

0 畳酔可能器療科目は世田普療に世事した医師が実際に器揮できる科目を圭守司tすること．



｜添件書類瓦1扇雇扇雇扇汀

医療法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類

以下のとおり相漣ありません。

｜ 病院名 ｜ 

｜ 病院繍幽 ｜ 
｜ 菅僻断唱 ｜ 

ゆ娩実施件数〕

会計年度

平成 年 月 日～平成

平成 年 月 日～ .!j2;戒

平成 年 月 日～県成

A ロ 計

3会副年度平均

（記載上の注意事羽

皇霊堂企」

隼一一足」

年 月 日

年 月 日

年 月 日

0 終了したS会計年度における量減量菰件数を配離すること．

［母体搬送件費幻

会計年度

平成 年 月 日～平成 年 月 日

平成 年 月 日～平成 年 月 日

平成 年 月 日～平成 年 月 日

A ロ 計

3会計年度平均

（配車上旬注意事項〉

件

0 臨丘に終了した3会計年度における母体撮送時教を官萌量すること．

慶重罰
0 母体揖送件数明細表

印

教
内，、ィPスク分韓滑湾皇

加揮の草定件費政

件 件

件 件

件 件

件 件

件

件 量

件

件

件

件

件

0 ~.胎搬送件散を証明する書類（救急搬送証明書等の写し｛且若田氏名及。住所に揺る記載の都知こついては、
禍害等の処窪をすること.））

｜母体搬送件数明細表｜

（自平成年月日至平成年月日）

消防措聞の救急自動車による縁珪輔教 件

E提措置が保有する救急用自動車による搬送件数 件

民間会社が保有する抗告凋自動車による搬送何世 件

へ日コプターによる搬珪件数 件

（自宅成 年 月 日 至 平 成 年 月 日 ）

抽匠朝関の批急自動車による搬送科教’ 件

医療施設時呆有する救急用自離障による搬譜何世 件

畏潤会社副保有する救書店自雌嘩による搬鑑件数 件

へリコプターによる施法件数 件

（自平成 年 月 日 至 烹 成 年 月 日 ）

消障機関の救急自動車による揖港特番 件

匡擁施設が保有する救急用自動車による搬送件数 件

開閉会社が碍有する救急用自動車による搬送併噴 件

ヘリコプターによる搬畳件数 件

（合計）

摘防樟閣の救急自動車による搬送併教 件

医療施置が保宥する救急用自動車による搬送儒教 件

民間会担コが保有する救急凋自動車による搬送輔教 件

へPコプターによる構法件数 件

(Ja鞍上の注意事現

0 （－合許）の表以外については、会計年度毎に記輸するとと．



｜添付書類5 （小児救急医療）｜

医療法第42条のZ第 1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類

以下のとおり相違ありません。

｜ 病院名 ｜ 
｜ 病院繍幽 ｜ 

[ t即時 ｜ 

(6歳未満の時間外等加算割合］

区 分

初診料の算定儒教

内時惜＞；IJp嘆の算定併教

内体帥噂の算定例撤

内需剖曜の算定件数

内時防同晦の特倒の草定骨教

皇登季急4

隼ー瓦4

6揖以上町件数

時間列陣力調割合｛｛①十R＋＠＋＠） /A} 

阪瀬上の注意事項〉

6輩未満の件数 A ロ

件 A 件

件 ① 件

件 ＠ 件

件 ＠ 件

件 ＠ 件

% 

印

計

件

件

件

件

件

0 ii!近に終了した3会計年症における初診料f曽聾報酬の算定方法便成18年厚生労働省告示第92号）別表

軍一区分番号A曲。に掲げるもの軒、うJの算定村教を置瑚廿ること．

匿軍習
0 時間外定勅噂持者主明細表

層面外等加算件数明細表｜

（自平成年月日至平成年月日）

区 分 6歳以上の件数 6歳未講師併教 告 計

初診料の算定件数 件 件 件

内時間外加算の算定件批 件 件 件

内体日カ噂の算定件数 時 件 件

由深夜車爆の算定件数 件 件 件

内時f融同幌の特剖の事定併帯 件 件 件

（自平成年月日至平成年月日）

g 分 6歳弘上の件数 6揖未満の件数 合 計

初普料叩算定件数 件 件 件

内時間外加算の算定件数 件 件 件

内休日カ噂の算定付噴 件 件 件

内深抑噂の算定件数 件 件 件

内時間舛加耳の特倒の算定件数 件 件 件

（自平 成年月日至平成年月 日）

区 分 6量以上の併帯 6揖未満の件数 合 計

初華料同算定件数 件 件 件

内時間外カ噂の算定併噴 件 件 件

内休日カ岬の算定件数 件 件 件

内需醐噂の算定併教 件 件 件

内時明外加算の特倒の算定件数 件 件 件

（合計）

区 分 6歳以上町例措 6揖未満の件数 合 計

相診料同事定件数 件 件 件

内時間外加曹の草定件数 件 件 件

内体冒加揮の算定件数 件 件 件

内需酎噂の算定件数 件 件 件

内時品明加算の特倒の算定何世 件 件 件

（配車上の注意事項〕

0 （合計）の表以外に.-0いては、会例年度講に記粧すること．



直通重訂

公的な運営に関する要件（医療法第42条の2第 1項第1号から第3号まで及び

第 6号）に該当する旨を説明する書類（運営）

申請者名： 印

住所：

以下のとおり相違ありません。

1 運嘗組織｛法第42条のZ第1項第1号から第3号室で、規則第30条の35の2第1項第1
号イ及びニ）

最も人数の多い 最も入量の多い

数 ｜ 親 族 等 の
親 旗 等

他グル町ー問プ団の人体数町 I 他の同割一団合体韓
の割合

グJV-プ町人数

理事 人 人l

人 世

監事 人

社員 人 人

評議員 人 人

2 役員等の選任方法（規則第30条の35の2第1項第1号ロ及びハ）

（骸当する項目欄のロにチエッウすること．）
(1）共通事項

ロ理事、監事及t席輯議員の選任方法について、定款又は寄附行為に定めがある
(2）社団医療法人

ロすべての理事及び盤事を社員総会で遺伝

(3）財団医療法人

口すべての理事及び監事を評議員会で選任

日すべての評議員を理事会において推講

% 

3 報酬等の支給基準（規則第30条の35のZ第1項第1号ホ）

｛骸当する項目欄のロにチエツヲすること。）

口理事、監事及び評議員に対する報酬等について、支給基準を定めている

支持基準町内容

理事

監事

評融員

匿壷E
O 理費匹、監事：i;.v事再蜂員に対する報酬等の主蕗基準

4 経理内容（規則第30条の35の2第1項第1号へ及びト）

区 分
医療法人の関係者、韓式会社そ叫也営利事業を営む者又は

特定の個人若しくは団体に対する特矧M坤溢の怯与の内容

施設の利用

金銭四貸付け

置車の龍滋

結与の支給

世員等の選任

その他財産の運用
E官事業町連世 ¥ 

特別由利益の有無

有・祭

有・無

有・無

有・無

有無

有・無



5 遊休財産制則第30条の35の 2第1項第1号チ及び第Z項） 6 保有財産（規則第30条の35の Z第1項第1号リ）

匡 分 金 額 区 分 具体的な内容
他の団体の意思決

定《.Q)関与の有蕪

A 'l!産の輯額 円
株 式 有・然

B 純置E量の額 円

出 賢 有・揮

c 嗣草壁産の額の賢産の総額に対する割合（B/AX100) % 

桂週怯人の社員権 有・無

D 控除対象財産の帳簿価高（イからへまでの合計籾 円

組合契約 宥・無

イ本来揖轄の用に位する財謹 円

ロ 附帯構曹の用に供する財産 円
悟 ’t 

有・無

ハ収韮業惑の用に俳守する財産 円
外国の法令に基づ〈

有・無
財産

ニイからハまでに掲げる業惑を行うために保宥する財産 円
7 法令違反（規則第30条の35の Z第1項第1号ヌ）

ホ揖価市開引当特定書撞 円 匡 分 具体的な内容 事実の有無

へ特葺書昭世阿庸貴金 円
法令違圧 有・無

E 遊休財産額（（A D〕XC) 円 勧告同王する聞官、
有・無

楢床、置期噛ヨ更

F 事帯費用の額 円
恒簿喬類の隠ペい、

有・無
征装匿亜！！

O 直近に終了した会計年庄の貸借対関車ll;t瑚益酎弾番目町たに担金医麗法人の毘定を畳けようとする場合に限

る。｝ その他公益にEする

事畏
有・無



t公的な運営に閲する要件に該当する冒を説明する書類 G軍営）Jの記載喪領

1 「1 運営組織I

(1）「理事、監事、社員及び評議員に関する明細表J（書類付表1）の記鞍内容に基づき、各欄を言白依する
、F h 
」~.

(2）「最も人JI<の多b噛周同一団体の釣いープの人数j欄には、公益社団法人又は公益財団法人又は医師会、

医会及び学会等の医学若しくは医術文は公車衛生に関する学術団体であって法人格を有するもの（医師

以外をその構成員とするものを除く.） （以下 I公益法人等Jという．）を除く他の同一回体のグループ白

人数を宮古給すること．

2 「2 役員等の選任方法」

該当する項目欄の口にチェックすること．

a ra 報酬等崎支給基準』

該当する項目欄の口にチ~＂クすること．
支給基準を定めている場合には、その内容を記載し、当該支給基準を添付すること。

4 r 4 経連内容』

(1）「医療法人の関係者、株式会社その他営利事業を営む者又陪特定の個人若しくは団体に対する特別の利

益田供与の内容J欄には、 r経連等に関する明細表J（書類付表2）の記載内容に基づき、次のように記

載するとと．

① 『施設由利用」欄

医療法人の関係者、株式会社その他営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体が医療法人の施

設を利用している場合に、その1日開状況の内容を置鷲すること．

② 「金銭の貸付け」欄

医療法人の関係者、株式会社その他営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体に金銭を貸し付

けている場合に、その貸付けの内容を記載すること．

③ 『貴産の譲渡』欄

医療法人の関係者、株式会社その他官判事莱を営む者又は特定の個人若しくは団体に責産を譲渡し

尭場合に、その譲渡の内容を記載すること．

＠ 『給与の支給J欄

医療法人の関係者、株式会社その他営申リ事業を営む者又は特定の個人若しくは団体I~対し支給して
いる給与について、その支給の内容を置常すること。

＠ 「役買等の遷伯欄

医療法人の関係者、株式会社その他営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体が理事、監事、

社員又は評議員に遺伝された場合に、その選任状況の内容を置殺すること．

＠ 『そ田他財産の運用及U哩喋の運営』欄

医療法人の関係者、株式会社その他営利事業を営む者文は特定の個人若しくは団体からの借用物件、

借入金汲時綬賢産等がある場合に、その取引の内容について置殺すること．

(2）医療法人の関係者とは、次に掲げる者とTる．

イ 当該医療法人の理事、監事又は使用人

ロ 当該医療法人語准団医療法人である場合にあっては、その社員

ハ当該医療法人前財団医療法人である場合にあっては、その設立者又は評議員

エイからハまでに掲げる者のE偶者及び三親等以内の親族

ホ』イからハまでに掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実劫蜘関係と同様の事情にある者

へイからハまでに掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

ト ホ又は内iこ掲げる者四親族でこれらの者と生計をーにしているもの

(3）特定の個人又は団体由利益を図る活動を行う者とは、次に掲げる者とする．

イ 株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他四特別の利益を与える活動（也益法人等

に対して当該公益法人等治苛Tう公益目的の事業又は医学若しくは医術又は公衆衛生に関する事業の

ために寄附その他の特別の利益を与えるものを除く．）を行う個人又は団体

ロ 特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡、貸付け若しく陪役務の提供を受ける者又は

特定の者の行う会員等相互の支援、交流、連絡その他その対象が会員等である活動に参加する者に

共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体

5 「5 遊休財劃

『保有する量産の明細表」｛書類付表3）の記載内容に基づき、次のように記載すること．

① 『A 貰産の総額1欄

直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する量産の部の合計額を記載すること．ただし、純貴

産の部に評価・換算差額轄の額を計上する場合にあっては、当該評価・換算差額等の額を賢産の部の

告計額から樹障するものとする。

② 「B 純賢産の華町欄

臨丘に終了した会計年度の創昔対照表に計上する純量産の部の合計額償借対照表七の置産の総額か

ら負慣の額を控草食した翻を記載すること．ただし、評価・換算差額等の額を計上する場合にあっては、

当該評価・換算差額等の額を純資産の部の合計曹訪ミら控除するものkする．

@ re純資産の額四資産の総額に対する劃恰」欄

純資産の部の合計額の資産の部の合計領に占める割合（その劉司教点以下一位革請の端数がある

ときは、これを四捨五入するJをま殺する乙L
＠ 『イ本来業務の用に供する財産む柵

当該医療法人が開霞する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務の用に供オる財産の帳簿価額を記

載すること．

＠ 「ロ 附帯業務の用に供する財産訂欄

医療甚議42条各号に規定する業務の用に併する財産の帳簿価績を記離すること。

＠ 「ハ収益業務の用に供する財産j欄

医療法第42条の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める収益業務の用に併する財産の帳簿価額

を記載すること．

⑦ 『ニイからハまでに掲げる業務を行うために保有する財産』欄

現に使用されていないが、イからハまでに掲げる業務のために使用されることが見込まれる財産の

帳帯価額倒織の用に供オるまでに発生する請負前渡金肥縫誤用材料榔品の買入代金揮を古む。）を

吉田検すること．

＠ 「ホ減価慣却引当特定預金』欄

イからハまでIC掲げる業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金として、

高丘に終了した会計年度の貸借対照表に計上する f減価償却引当特定頭釦の額を記較すること。

＠ 『へ特定事業準備資金J欄



将来の特定の事業民議又は寄附行為に定められた事業に限る．）の実施のために特別に支出（引当

金に係る支出及び南町資金を除〈．）する費用に係る支出に充てるために保有する資金として、部丘に

終了した会許年度の鮒昔対照表に計上する「00事業特定預金jの合制領を記較すること。

⑩ 「E 遊休財産額1欄

庖丘に終了した会計年度の貸借対照表に計上する資産の総額から控除対象財産の帳簿価額の合計額

を控除した額に純資産の額の量産申総額に対する割合を乗じて得た額｛その数ILJJ敬点未満の端数

があるときは、これを四捨五入する。）を言首官すること．

a ra 保有財産む

① 『株均欄

医療法人が株式を保有している場合に、その内容を記較すること．

＠ 『出資J欄

医療法人が特別の法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利を保有Lている場合に、

その内容を置溺tすること．
③ 地理法人の社員蜘欄

医療法人が合名会社、合貰会社、合同会社その他の社団法人目社員権を保有している場合に、その

内容を吉国骨すること．

＠ 「組合契約」欄

医療法人が民法第667条第1項に規定する組合事網、投資事業有限責任組合契約に関する法律、（平

成 10年法俸第90号）第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契

約に関する法律（平成17年法律第40号）第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約に基づく

権荊Iを保有している場合に、その内容を証瑚Eするとと．

⑤ 「信託J欄

医捺法人治鴇討議駒lと基づく香託者又は受益者としての権利を保有している場合に、その内容を記

載すること。

＠ 「外国の法令に基づく財産J欄

医療法人部外園田法令に基づく財産であって、①から＠までに掲げる財産に類するものを保有して

いる場合に、その内容を首琳するとと．

7『7 法令違反j

「法令違反J欄には、直近の3会計宇度において、次に掲げる事実がある場合に、その内容を記載す

るこ~.

イ 医療に関する法律に基づき医療法人又はその理事長が罰金刑以上の刑事処分を受けた場合

ロ 医療法人の開設する医療機関に対する医療盤視の結果、重大な不適合事項があり、都道府県知事

から改善勧告が行われたが是正されなU場合

ハ医療法第30条の11の規定に基づく都湖守県知事の勧告に反する病幌町開設、増床又は病床種

別の変更が行われた場合

ニ医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為

に違反し、又はその運奮が著しく適正を欠くと認められた場合であって、医療法第64条第1項の

占要な措置をとるべき旨の命骨若しくは第2項の業務町全部若しくは一部の停止の命令又は役員の

解任の勧告が発せられた場合

ホその他イから＝までに相当する医療関係法令についての重大桁童反事実があった場合

（書類付表1)

理事、監事、社員及び評議員に関する明細表

匡 分 氏 名 親睦等の関係 職 業 語人格の有持

有・無

有・無

有・無

有・無

宥・無

有・輯

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

宥・畢

有 ・ 聾

有・輯

有・拒

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・需

有・無

有・無

有・軒

有・無

有・無

有無

有ー無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無



「理事、監事、社員lk.l痔磯員に関する明細表J（書類付表1）の記載要領

(1）理事、監事、社員及び評議員（以下市長等j という．）について、申請時に就任しているすべての者

を、それぞれ：ZIJ.薫に記載すること．

(2）「区分』欄には、社員等刷、ずれかを言首官すること。なお、担調路官軍事長等〕を記載すること．

(3）『親族等相関係』欄には、社員等申それぞれについて、それぞれのグループの中で親族関時、を有する者

-＂＆：ぴ特殊の関係がある者がいる場合に、その旨 C到えば、 00由記偶者、 6.6.の使用人等）を吉田除する

こと．

なお、親族関係を有する者及U鴨森の関傍がある者とは、次に掲げる者をいう．

<'( 社員等のE偶者及び三親等以内の親族

ロ社員等と撤回申届出をしていない栴民主上摘姻関係と同様の朝曹にある者

ハ社員等師使用人及び使用人以外の者で当該社員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維

持しているもの

＝ ロ又』主ハに掲げる者の親族でこれらの者と生計をーにしているもの

(4）「暗掛包欄には、当該医療法人における役職等及び当該医療法人W'十四勤務先又は所属している学術団

体等町名朝並びに役職等をすべて具体的に（例えば当法人00病院院長、 00会社世護、 00事若宮津

務員、 00医師会会員等）記載し、当該勤務先又は学術団体等に村唱法人格司有無について『法人格

の有無J欄に記較すること。

経理等に関する明細表

1 医療法人の関係者等の施訟の利用明細

匡 分
関保者等の

特殊の関係
氏名又は名称

施設の貸与

そ の 他

2 医痛法人の関係者等に対する貸対金の明細

貸付先の氏名又は名称 ｜ 貸付金規定商

利＇＊＇ 年間同畏政利邑掴

貸付先田氏串又は名称 貸付金現在粛

利率 年聞の呈取利息額

3 医療法人の関係者等に対する嬢濃資産の明細

内 湾隼 制周年月日

貸付当初の元本

担揮の種類及び数量

貸付当初の元本

担保の種類及び数量

（書類付表2)

制用料金

貸付当初の年月日

特揖町閲保

貸付当初の年月日

特揖町民悟

｜醐暁何時称｜ 言明の醐 ｜一関｜ 時 ｜ 

I 韻昨月日 ｜ 置酬額 ｜ 幡 畑 鵬 ｜ 僻 I 

I I L_  －」一一一 一一」

醸渡先の氏名又は名称 韓議資産の種類 地目、構造、規格等 面積致量

百回醇手月日 議睦面積 特聾の関惇 備考



4 医療法人の業務に従事している関係者等である従業員の明細 (3）医療法人の関係者等からの接受資産由明細

民 名 職務内容 崩澗厚手月日
常勤又は 社 員 等 給与の支給

非常勤の別 との関悟 の有無

譲受先の氏名主｝拍称 競歪置車の種類 地目、構造、規格等 面積量量

有 ・ 無 語版年月日 譲畳価額 特時の関悟 備考

有無

有 ・ 無

有無 車置先の氏名文比名称 草萱買産の種類 地目、構造、規格等 面積数量

有無

有 ・ 需 百世F手J尽日 醒畳価額 特時の関係 輔考

有 ・ 無

有 ー 無

有無 (4）医療法人の関係者等市惟員等となっている他の法人の明細

有 ・ 無 関係者等 特轟の 医療法人の関係者等が社員等となってb、る他の怯人の明細

の氏名 関 慌 法人名 所在地 代表者名 取引状況 役職等

宜主の氏名又は名称 物件名 地目、構造、規絡等｜ 面積数量 用量

借用年月日 借用期間 賃借料 ｜ 特殊の関惇 輔考

貸主の氏名又は唱調 物件名 地目、構造、規絡等｜ 面積数量 用途

借用年月日 借用期間 質惜料 ！ 梓障の関係 情考

(2）医療法人の関係者等からの借入金の明細
(5）その他財産の運用及び事業の運堂

医療法人の関揮者等
具 体 的 な 内 事

の氏名又は名称
借入金現在高 借入当初回元本債権者の民名ヱは名称 借入当初防坪月日

利率 年聞の支払利.！！額 担揮の種類lk.TJ唱曲量 特時の関陣

債権者の氏名ヱは名称 借入金現在高 借入当初の元本 借入当初限メ手月日

利率 年間の支払利息額 担保の種類lk~温 特時の関保



「申請者の経産等に関する明細劃（書類付表2）の記載要領

1 各欄供通

医療法人の関係者等とは、次に掲げる者とする．

イ 当該医療法人の理事、監事又は使用人

ロ 当該医療法人が社団医療法人である場合にあっては、その社員

ハ当該医療法人が財団医痕法人である場合にあっては、その設立者又は評議員

＝イからハまでに掲げる者の記偶者及び三親等以内の親族

ホイからハまでに掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ヘイからハまでに掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計制備しているもの

ト ホヱはへに掲げる者の親族でこれらの者と生計をーにしているもの

チ株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動 C位益法人等に

対して当該公益法人等虫可子う公益社団法人及び公益財団法人の認定等に閲する法樟第2条第4号に規

定する公益目的事業又は医学若しくは医術又は企串衛生に関する事業のために寄附その他の特別の利

益を与えるものを除く．）を行う個人又は団体

日 特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡、貸付け若しくは役務の提供を受ける者又は特

定の者の行う会員等相互の支援、交減、連絡その他その対象が会員等である活動に参加する者に共通

する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体

2 「1 医療法人の関係者等の施設の利用明細」

①申請時における医療法人の関係者等について、次の区分に応じて記載すること．

イ 医療法人司関係者等に対して、医療法大の土地、建物等の駒件を賃貸（無償で使用させている場合

を宮む．）している場合には、「施設の唆与』欄にその内容を記較すること．

ロ 医療法人の関係者等に対して、上記以外に当該医療法人の量設を利用させている場合には、「その他J

欄にその内容を記載すること．

② 『特殊の関係」欄に民使用者治宝理事長であれば『理事長j と、理事の記偶者であれば『理事00の

配偶者Jと、株式会社その他町営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行

う者であればその個人名又は団体唱を翫殺するとと．

＠ 「内容」欄には、その施設の利用状況（例えば、社宅として建物を貸与、他の法人（会的の事務室

等）を官萌官すること。

＠ 『利周年月日J欄には、その施設の利周年月日（例えば、担君の貸与の場合等にI却l周期間）を記載

すること．

a r2 医療日法人の関係者等に対する貸付金町明細u
①医療法人の関係者等に対する貸付金がある場合に記喰すること。

② この衰の記載は、貸付先申異なるごとに昔前世すること．

③貸付金現在高は、直近に終了した会計年度の末日現在の金額を記較すること．

＠貸付当初の元本f"i-貸換えによP継続しているものについては、当初の金額を記載すること．

⑤ 『特殊の関係」欄には、貸付の相手方が理事長であれば『理事長Jと、理事の配偶者であれば「理事

00の配偶者Jと、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団惜の利益を図る活動

を行う者であればそ田個人名又は団体名を詑歳するごと。

4 ~T3 医療法人の関係者等に対する譲渡資産の明細J

①臨Eに終了した3会計年度において、医療法人の関係者等（額獲時に医療法人目関係者等であった者

を含む。）に対して、医療法人の土地、建物、医療機械君主具等の主要な資産の譲渡がある場合lこ記載する

こと．

＠ 「特殊刊の関係J欄には、貸付の相手方が理事長であれば f理事長」と、理事の配偶者であれば「理事

00の配偶者Jと、株式会社その他町営利事業を営む者又は特定の個人若しくは回目宇田利益を図る活動

を行う者であればその個人名又は団体屯を記載すること．

s r 4 医療法人の業務に従事している関係者等である4操員の明細J
① 申請時の従業員（医療法人の業務に従事Lている社員等（理事、監事、社員及び評議員をいう．以下

岡弘）のう昔、医療器誌の関係者等について記載すること．

干② 「職務内容J欄には、現在の担当している職務の内容（例えぽ、副院長、内科部長、事蕃長等Jを記

載すること．

＠ 地：員等との関蜘欄には、医療法人の社員等との関係（例えば、その者が理事長であれば「理事長」

と、理事誌の配偶者であれば『理事00の配偶者JI:＇株式会社その他の官事時喋を営む者又は特定の個

人若しくは団体の利益を図る活動を行う者であればその個人名又は団体名等）について静債ずること．

s rs その自也の「（1）医療法人の関係者等からの借用駒榊の明細J

①直近に終了した会計年度の末日現在において、医療法しへの関係者等から土地、建物、医療機械誤等

の物件を貫借（無償で使用している場合を含む．）している場合に宮古依すること。

② 「特殊の関係J欄には、貸主部理事長であれば「理事長jと、理事の配偶者であれば「理事00の配

偶者」と、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の痢溢を図る活動を行う者

であればその個人名又は団榊鳴を言首古すること．

＠ 「備考J欄には、賃借に際し、権利金、敷金田支払の有無及びその支払金額を記載すること、

7 「5その他Jの『（2）医療法人の関係者等からの借入金町明細J

①医療法人の関係者等からの借入金がある場合に記較すること．

② この表の記載は、債権者の異なるごとに記較すること．

＠借入企現在高は、臨丘に終了した会計年度の末日現在の金額を記載すること．

＠借入当初の元本は、借換えにより継続しているものについては、当初の金額を言国債すること。

⑤ 「特韓の関係d欄には、債権靖つが理事長であれば『理系喪Jと、理事の記偶者であれば『理事00の

配偶者Jと、株式会社その他の営手I）事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う

者であればその個人名又は団体唱を記較すること．

a rsその他jの「（3）医療法人の関係者等からの譲受賢産の明細J・-

①直近に終了した3会計年度において、医療法人の関係者等（穣議時に医療法人の関係者等であった者

を含む．）から、医療法人に対して土地、建物、医療機悌棋等の主要な資産の譲受がある場合に言日除す

ること。

＠ 『特殊由関係」柵には、譲受の相手方が理事長であれば「理事長J／：， 理事の配偶者であれば『理事

00の配偶者j と、株式会社その他の営判事業を営む者又は特定の個は若しくは団体の事且主を図る活動

を行う者であればその個人名又は団体唱を記較すること悶



9 『5その他』の「（4）医療法人の関係者等が社員等となっている他の法人の明細J

①申請時において、医療法人の関係者等が社員等（従業員を含む．）となっている他の法人がある場合に、

その明細を記載すること．

＠ 「特殊の関係J欄には、当核関係者等が理事長であれば『理事長j と、理事の配偶者であれば『理事

00の配偶清＇JI;，株式会社そ自他の営串埠喋を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動

を行う者であればその個人又は団輔を記較すること．

＠ 「取引状加欄には、当該他の法人と申詩医療法人との取引の状況（例えば、病院の清掃を請け負う

等）をま徹すること．

＠ 『役璃樽」欄同士、他の法人における当該関係者曹の倒酔等（例えぽ、役員、従業員等）を記輯する

こと。

10 『5その他jの「（5）その他財産の運用及口事業由連官」

申簡時において、上記以外に財産の運用及び事業の運営に関し、医療法人の関係者等が利益を受けて

いる場合に、その内容を置殺すること．

1 総括表

区 分

読動贋産

現金正び預金

事業期祝金

有価証券

たな卸置産

前睦金

前払費用

韓延税金賢産

その他の流動置産

固定置産

有帝固定費率

建物

構畢物

匡車用器揖備品

その他の器輔備品

車両E時輔自

土地

建物恒勘定

その他周有形固定資産

融部固定資産

惜地擢

Yプトクエア

そ叫也の無形固定覧車

そ叫也の畳産

有価証券

長期貸付金

役職員等長期貸付金

長期前払費用

崩昼覗企賢産

融価償却引当特定預金

00事署特定預金

その他の固定資産

資産合計

｛配最上の注意事司司

保有する資産の明細表

保有財産
業務の用に

骨する財憧

円l、

① 

0 直近に終了した会軒年庄の貸惜対照表に計上する賢車につ削て配離すること．

情類付表3)

0 表中の科目については貸借対開表に合わせ、必要な科目の従軍IDJU±'l'要都科目の削除を行うこと．



2 業務の用に供する財産の明細

区γ哩竺｝ A ロ 計

流動費産 円 円 円 円

事業組金 円 円 円 円

たな卸賢産 円 円 円 円

前撞金 円 円 円， 円

前払費用 円 円 円 円

繰延現金量産 円 円 円 円

そ時他の流動責産 円 円 円 円

固定費産 円 円 円 円

有帝国定費産 円 円 円 円

車鞠 円 円 円 円

構量輸 円 円 円 円

匡聾用量由按惜品 円 円 円 円

その他の器輔備品 円 円 円 円

車両及工用輔自 円 円 円 円

土地 円 円 円 円

その他の有形固定資産 円 円 円 円

聾摺固定資産 円 円 円 円

借地権 円 円 円 円

ソフトウエア 円 円 円 円

その也の無形固定責産 円 円 円 円

その他の賢産 円 円 円 円

長期前払費用 円 円 円 円

組延税金資産 円 円 円 円

その他の固定資産 円 円 円 円

資産部十 ＠ 円 円 円 円

自由龍上の註諸君民局

O直涯に終了し士会計奇華町貸借対照表に計上する費産について、開設する措置宣録に置噂｛同一揖E設内において

祖激の’喋をオTっている場合にあってI主主たる事実については施置描、その他については事調路を語劇する

こと．

O 表中の科目については貸借対照表に合わせ、必要な科目白追加又は不要な科目の削障を行うこと．

ただし、現金、幸治、有価直球k建抽匝勘定、貸付金その他これに類する資産について出島加しないこと．

ORが①と一致すること．

3 保有財産の明細

保有財産（慣用目的） 使用予定年月日 取持年月日 取持価額
＂｛￥；有財産の

帳簿価額

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

合 計 円 ＠ 円

｛記韓上の注意事羽

ORが＠と一世するとと．

4 減価償却引当特定預金の明細

当障資金の目的
財産の取帯主は 左記の予定年度

減価償却累計額
措価慣却引当特定

改良の予定年度 に必要な畳低額 預金の幅骨価額

円 円 円

円 円 円

同 円 円

円 円 伺

円 円 円

円 円 円

A ロ 計 円 円 ⑦ 円

［記組上回注宜事考古

0 E鴻・⑬とー晋たすること．

5 特定事業準慌資金田明細

当世貴金の目的
特定事業の開始 左記の予定年度 毎会計年度に 特定率蝉備資金

予定年度 に必要な最低調 積み立てる額 の帳簿価額

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

合 官十 円 円 ＠ 円

侃載上の注意事司自

0 Rが串と一世すること．

O 当証賢金白目的毎に必要な最睡額に関する合理的な揮定犠拠について、同軒芸事藁準惜貰金の明細の目路臼（任

意の様均を作成し、併せて提出すること。［なお、当該目脂副こついても閲覧対象であること）



6 土地の明細

住 所 輯面積 内借地の面積

n! n! 

n! n! 

n! n! 

7 建物の明細

区 分 構建の概要 総面積 自家・借家

n1 

n1 

n1 

8 医療用器械備品の明細

品 名 規 格 数量

内自地の面積 用遣の区分

n! 

n! 

周遊の区分 用途別の面積

n1 

n1 

n1 

n1 

n1 

n! 

n! 
n1 

n! 

単価 自周・借用 用傘の区分

『保有する資産の明細表J（書類付表3）の記載要領

1 「1 総括表」、 r2 業務の用に併する財産の明細』、『3 保有財産の明細J、「4 減価慣却引当特定

預金の明細J、「5 特定事業準備費金の明細」

①総括表の『業務の用に供する財産J欄及び r2 業務の用lo供する財産の明細」は、次に掲げるもの

を記較すること．

-r 2 業務の用に供する財産の明細」は施設毎に記載し、『施設名j欄に当該施設名体来業務を行う

施設て噌骨帯業務又由民益業務も行う場合にあっては、当該附帯業務又は収益業務に係る事業名）を詑載

すること。

イ 当該医療法人が開設する病院、診療所又は升護老人保健施設の業務の用に供オる財産の帳簿価額

ロ 医療法第42条各号に規定する業務の用に供する財産の帳簿価額

ハ医療法第42条のZ第1項に規定する厚生労働大臣が定める収益業務の用に供する財産の帳簿価額

②総括衰の『保有財自概及び「3 保有貫主箆の明細JI士、次に掲げるものを置戒するとと．

「3 保有財産の明細J陪保有財産の種類毎に記載し、 f保宥財産』欄にその種類と当該財産の使用目

的（例えば、土地繍閥、建物（診療所）等）を記載すること．

＝現に使用されていないが、イからハまでに掲げる業務のために使用されることが見込まれる財産の

帳簿価額憐務の用に供するまでに発生する持負前援金＆.t鴻設用材料部品の買入代金等を吉む．）

＠総括表の［績価慣却引当特定預金J欄及び『4 減価慣却引当特定預金の明細」は、次に掲げるもの

を記載すること。

『4 減価償却引当特定預金町明細jは、当該賢企の目的毎に宮古検すること．

ホイからハまでに掲げる業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金として、

底丘に終了した会計年度の貸借対照表に計上する『減価償却引当特定預釦の額

＠総括衰の『特定事業準備貴金j柵Eび『5 特定事業準備資金の明細JI士、次に掲げるものを記較す

ること．

「5特定事業準備置金の明細Jは、当該賢金目目的毎に記較するとと．

へ将来の特定の事莱白歌又は寄附行為に定められた事業に限る。）の実施のために特別に支出（引当

金にかかる支出及びホの資金を除く．）する費用に係る支出に充てるために保有する責金として、直近

に終了した会計年度の貸借対照表に計上する「OD事業特定額釦の額

2 「6 土地目明細j

①医疲法人部所有する土地（借地を吉む．）を住所毎に記殺すること。

＠ 『総面積J欄には、その土地の総面積を記載すること．

＠ 『内借地の面積j欄及び「内 自地の面積1捕には、その土地の借地i＂俣る面積及び医療法人が所

有する土地に係る面積をそれぞ財団世すること。

＠ 『用途の区分J欄には、その土地の用途の異なるごとに、その用途（例えば、 00病院、 OC）診療所、

介護老人保健施設00、医師住宅等）を記載すること．

3 [7建物の明細J

① 「区分J欄には、建物日昔家を含む．）の棟等の異なるごとに、その建物的名称（例えぼ、本館、第1

外来診療株第1病棟等）を記載すること．

＠ f構造の掴連」欄には、その建物の構造の概要（例えば、鉄筋コンクロート3階建、木骨モルタ/Vj宜



Z階建等）を記載し、耐震構造を宥する場合は『編劇J邸調官するとと。

なお、耐震構造を宥ずる場合とは、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物であるか、昭和

56年5月31日以前に建築された建物であっても、建築基準法（昭和56年6月1日脳玲改正｝に

基づく耐震基準を満たしている場合キ耐震補強工事等により新耐震基準を満たしているものをいう．

＠ 「総面積」欄には、その建物自延ペ面積を言萌官するとと。

＠ 「自家・借毒む欄同士、『自家JJ<は f借家:J1'言首世すること．
⑤ 『用途の区分J欄には、その建物の用途の異なるごとに、その用途（例えば、診察室、処置室、臨床

検査施設、エックス縁診療室、爾距断、病室‘医師住宅等）を誌除すること．

＠ 『用途別の面劇欄には、その建物の用途別の延べ面積を詑較すること．

4 rs 医療用器械備品の明細j

①医療法人語顎有する主要な医療用器械備品｛借用を含む．）を器械毎に記載するとと．

＠ 「単価」欄には、その器械の商li'I~終了した会計年度における帳簿価額（借用の場合は、その器械の
臨丘に終了した会計年度における年間賃借料）を記較すること．

＠ 「自周・借用」欄には、『自用JJ<は『借帰J1'百Ill依すること．
＠ 「用途田区分j欄には、その器械の用途｛例えば、診察室、処置室、臨床検査施設、エックス線診療

室、調剤所、病室等）を記斡するこ』＇・

ρ 

直E唾ヨ

公的な運営に関する要件（医療法第42条の2第1項第6号）に該当する旨を説

明する書類（事業）

皇盟主企4 印

主一一亙4

以下のとおり相違ありません．

1 収入金額（規則第SD条の35のZ第1項第Z号イ）

病院普疫所l>UJ'fr
12!: 分

支払基金等＇＂＇ら 車者から畳げた
収入金額計

診聾

護老人保瞳施設等名 畳Itた血入金額 収入金額 割合

社会保障診磨 円 円 円 % 
労民保院診器

韓康器査

助産

その弛

香＋

担金保険診樟

労民保険診檀

憧康器韮

助産

その他

計

在全保障語揮

世災保験器掠

健噂帯査

助産

その他

計

祉会保憤珍擁 ① ＠ 

労島県険診車 ② ⑦ 

健寂静査 ＠ ＠ 
合 計

助産 ＠ ＠ 

その他 ＠ 

計 1曲 0%

（記載上の注意事萌

(1)直近拡粧了した会計年度の診症等について、病院診様胃fllU明暗老人備強勘回受等目別に記較すーること．

白）合計＠、＠、＠、＠、＠の合封輔が、損益野算書の本来業務事業損益、附常業務事業損益及U'lll!益草書事書損

益にかかる事業取益の合剖噸と一致すること．



2 労働者災害補償保険法による患者回診捷報酬（規則第30条の35のZ第1項第Z号イ）

労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第50切に係る息者の診疲報酬が担会保険診療と

同ーの基準により計算するか否か、いずれか該当する項目欄の口にチェックすること。

口同ーの韮津による

日間ーの基撃によらない

3 健康診査に係る収入の明細（輝則第30条の35の2第1項第Z号イ）

瞳康保険法 円学技保瞳安全法 円

船員保険怯 円骨子保憧語 円

国民瞳康保隣接 円労働首会衛生法 円

国書公務員共晴組合法 円
高齢者の医療の確保に関

地方公務員等共揖組合桂 円
する法律

円

私立学校教職員共商法 円

計 円 計 円

億療器査に毎る収入合言＋ ⑪ 円

（記草上町注意事考古

0 喧泌・＇Rと一宮たずること．

4 助産に係る収入の明細｛規則第30条の35のZ第1項第2号イ）

分娩件数 助産に係る収λ金額

自由暫輔のうち助産にかかる収入 ⑪ 件 ⑫ 円

分揖創世［⑪＇） x 5 0万円 ＠ 円

（宮団員上の註君事事司

0 cが＠又は壇即金舗のうちいす乱吟唱ド方の金調とーをたすること．

匿翠週
0 普樺報酬規程

5 自費患者に対し請求する金額（規則第30条の35のZ第1項第2号口）

診療収入について、自費患者に請求する金額は、祉会保険診療と同ーの基準により計算する

か否か、いずれか該当する項目欄のロにチェッタすること．

口同ーの基準による

口同ーの基準によらない

6 経費の額等由明細（規則第30条の35のZ第1項第Z号ハ）

巨摩愚曜により
且者のために直強記喜な経費の額

病院、器提訴且切ト
収入する金額 E師、看謹師等

医療の量供に亜
合 計

割合

謹老人保揖艦腔等名
(A) の給与

する費用倍探
(B) 

A/B 

費を含むJ

円 円 円 円 % 

% 

% 

合 計 ＠ ⑮ % 

句E載上の註意事現

(I）庖丘に終了した会計年度の器揖について、病院器産所且.t!1t護老人保瞳施置等司自jに記較すること．

(2）巨揖器療により収入する金頭合前4加に損益併算書の本来業務薄号樹匙益にかかる事業車益の金額と一世するこ

と．

(3）患者のために甚接必要な経費の額合計＠が、損益計算書の本来華麗事業損益にかかる事業費用の金額と一世す

ること．



[][I!]] 
平成年月日

都道府県知事殿

主たる事務所の所在地

医療法人、 会

理事長

救急医療等確保事業に係る業務の

継続的な実施に関する計画の認定申請書

印

社会医療法人の要件を欠〈に至ったことが、本法人の責めに帰するととができない

事由として、 00であるととから、医療法施行令（昭和23年政令第326号）第5

条の与の2第2項並びに同法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第30条の3

6の5及び第30条の36の6の規定に基づき、医療法（昭和23年法律第205号）

第42条の3第1項に規定する実施計画の認定について、実施計画等を添えて申請し

ます。

白~
医揖法施行規則樺式調1の3（第四条の36の3関係）

救急医標等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計函

1.執急医療等確保事業に係る業務

(1）救急医療等確保事業に係る業務を継続的に実施する趣旨

(2）救急医療等確保事業に係る業務の実梅村容

(3）実施期間中に整備される救急医療等確保事業に係る業務的実施に必連な施設及V1設備の脱号価額の見績

額の合剖額（潟：一一一一一一一一円

(4）実施期間中に盤繍される救急底療等確保事業に係る業務由実施に必凄な施設lk.V稜備の詳細

整備される脇田長。世備の内容 酎号価額の見珊額

円

円

円

円

円

合部額（潟

円

(5）抵急医療等確保事業に係る業慈の実施期間平成年月 日から平成年月 日までの期間（ 年）

帽団員上町注官事現

01. (2）「教急屋擁等確保事業に係る業務の実施内容jiご弘、実脂する事聾の別、実指する匪串構図名などを吉田食すると
1:. 

01. (3）町田＠は、 E (4）の関）と一世させること．

01. (4）唾帽される腫革担回世惜の内容J柵には、 1. (2）に記輯した教活極諌等確保事曹に係る捧慈の翼撞巳必要

な捷お由回世備であり、カ町、 1 (5）に宮古依した実掘調関内に袖壌に重朝されると見込まれるものの内容を間食する

こと．
01. (4）間帯価額の見謂撤j捕に位、骨付書類唾備される麓設l<Uil珊の耳喰輔国語部の見調聞こ揺る貝Z開等（写し〕

の自議団聞jで確蝿可能な事項捜を寵離すること．
01. (5）「軌懇厘療等荷崩司樟に揺る業務の実議湖町民事業開始日（予定日）を走革関として、 12年｛教書虐靖欝軒産

保事業に惇る業轄を離する病院主位輔所の所在地を古む闘における救急醐等確保事曜の実施主僻著しく不足

している場合その他純剖四割育があると都道府県お埠Zが認め石ときは、四年）以内とすること．



2.収益業務

(1）収益業務の実施内容

(2）収益業務の実施期間．平成年月 日；から平成年月 日までの期間（ 年）

信萌t上回注書事羽

02. (1）の収益業務の実施内容については、目的及び単年度の民益見込みを語検すること．

02. (2）の収益謙務の実施期間t主 1 (5）由実施期間と同一にすること．

匿重富

1. 整輔される施設及U世惜の耳榊価額由見績額に時る見調書等｛写し〕のE迎晴顎

2.弔成田年3Jl31日匡政措軍国自田8号厚生指骨省医致局長通知「祉会医揖法人の認定についてJ第3の1(I)江知

「制金医揖法人の器産申曹司事関係省謬むのうち当時置瀦怯人語曜講42条のZ第1項車工号から第6号まで慌5号ハを

除く．）に掲げる要件に賠当することを置する害額

3.定款又は寄鮒官為の写し

[]i[IUJ 

平成00年0 0月0 0日

医療法人0 0会

理事長 0 0 0 Q 殿

0 0 県‘知事

救急医療等確保事業に係る業務の

継続的な実施に関する計画の認定について

貴法人から平成00年00月0 0日付けでされた医療法（昭和23年法律第2a 5 

号）第42条の3第 1項の規定に係る認定申請については、同法施行令（昭和23年

政令第326号）第5条の 5の3の要件を満たすものとして認定したので通知します。

なお、認定後においても、同法施行令第5条の5の6第 1項各号のいずれかに該当

する場合には、この認定を取り消すこととなることからこの旨申し添えます．



~ 

, 

医語法施行規則樺式第1の4 （第四条の36の9関陣）

救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画の

実施状況報告書

'I':減 年 月 日

1: 計画

( 1）救急医療等確憧事章に係る章務

①救急医療等確保事業に係る業務を継続的に実指する趣旨

＠救急医療等確保事業に係る業務の実施内容

主たる事務所の所在地

藍擦怯人

理事妄

~ 
冨

＠実施期間中に整備される救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設l!l.V較備のぽ骨価瀬の

見讃額四合計額（策）：一一一一一一一円

＠実施期間中I~·聾偏される救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の詳細

整曲される施設及び政機町内容 取得価額の見識額

合計頼関｝

印

円

円

円

円

円

円

＠抗告医療等確保事業に係る業務の実施期間：平成年月 日から平成年月 日までの期間｛年）

(2）収益車務

①収益業務の実施内容

＠収益業務の実施期間ー平成年月 日から平成年月 固までの期間（年）

CJ白伎tの注意事項1
0都道河明禽揮の認定を畳けた f救急医療等確保事業に係る業務の鵬舶な実施に関する計画jより転記すること．

」



2.実績

( 1）救急医療等確保事業に係る輩務由実施総見

事 業の 別 病 院 等 名 称 実績（件数等）

(2）実施期間中に整備された救車医樺等確保事業に係る業務由実施に必要な施設及び註惜白状況

（単位・円）

実施期間

平成年度 主匹減年度 平成年度 宅成年度 平成年度 車成年度

項 目 ｛年月日 【年月日 ｛年］可日 【年月日 【年月日 〈年月日

～ ～ 

年 月 同 年月日｝ 年月日｝ 年月日｝ 年月日） 年月目〉

各施設及び

設備の内容

－取得価額

取待価額D合剖頒

1凶

取得価額。累計額

取得価額の見積額の合計

額）IJ胡繍の（C)
伯、

取得未済残額

白－！泊

｛ω 
（記載上回注意事現

0 f各施設お腰備の内容・闘争価額l榔司え 1. (1) cの『整繍される施設及び設備の内容』且び『その施

設及。寝摘ごとの11<1得価額jを記験すること．

O毎年度、実施期聞に係る全ての実績を記載すること．

(3）収益業務の実施状況

の収益業務の実施内容

②経理の状況

・収益業務事業収益一一一一一一一千円

・収益課務事業費用 千円

・収益業務事業損益一一一一一一一千円

匿歪週
1.平成周年3月31日医放発揮0331008号厚生労骨省医亜局長通知『担金医療法人の器産についてj第3のI (1〕

①の「社会医聾法人の器定時等関係書掘むのうち当輯匡亜法人が法第42粂の2第1項第1制喝事6号まで世帯

5号ハを除くJに掲げる要件に臨当することを証する書類（令第5条の5町5第2項の規定による場合を除くJ
2. 整備された施世及び設情の11<1得価額に係る型的書、開求書、領収釦薄の註艶書類（写し）



[liJJJ 

平成00年00月00日

医療法人00会
理事長 0 0 0 0 殿

0 0県知事

救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な

施設及び設備の整備に係る支出確認書について

貴法人において、救急医療等確保事業に係る業務の実施I~必要な施設及び設備の整

備のため、次のとおり支出したととを、貴法人から提出された実施状況報告書及び関

係書類等並びに貴法人への実地検査により確認したので、証明します。

記

施設及び設備の
支出回相手先 支出金額 支出年月日

整備申内容

1 

2 

3 

注）必要に応じて行を追加又は削除すること．

~ 
平成年月日

都道府県知事殿

主たる事務所の所在地

医療法人 会

理事長

救急医療等確保事業に係る業務の

継続的な実施に関する計画の変更認定申請書

印

医療法施行令（昭和23年政令第32 6号）第5条の5の4第1項及び同法施行規

貝u（昭和23年厚生省令第50号）第30条の36のB第1項に規定する実施計画の

変更の認定について、変更後の実施計画を添えて申請します。

記

1.変更の理由

2. 変更しようとする事項



~ 

平成00年00月00日

医療法人00会
理事長 0 0 0 0 殿

0 0県知事

救急医療等確保事業に係る業務の

継続的な実施に関する計画の認定の取消しについて

貴法人については、下記のとおり医療法施行令（昭和 23年政令第32 6号）第5

条の5の6第1項第O号に該当することが認められたため、同規定により、医療法（昭

和23年法律第205号）第42条の3第1項の規定に係る認定を取り消します．

記

（取り消した理由）

注定款又は寄附行為に規定された収益業務の削除等について、定款又は寄附脊為の変更認可申請

を早急に行うとと．


